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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○佐藤委員長 皆様、おはようございます。 

  本日は、３月定例会の常任委員会にご出席をい

ただきまして、誠にありがとうございます。 

  さて、本定例会で当常任委員会が審査すべき案

件は、条例の制定案件２件、一部改正案件９件、

計画案件５件、その他の案件１件であります。 

  なお、予算常任委員会付託案件のうち、当分科

会で審査すべき一般会計及び特別会計の予算案件

４件につきましては、関係所管課のところで随時、

予算常任委員会第二分科会へ切りかえて審査を行

います。 

  委員各位におかれましては、慎重なる審査をお

願いいたすとともに、円滑な進行にご協力くださ

いますようよろしくお願い申し上げまして、ご挨

拶といたします。 

○磯書記 それでは、３の審査事項のほうに入って

まいります。 

  ここからの議事進行は委員長が行います。 

  お願いいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎教育部の審査 

○佐藤委員長 それでは、ただいまから審査に入り

ます。 

  次第により順次進めてまいります。 

  これより教育部の審査を始めます。 

  審査に先立ちまして、稲見教育部長からご挨拶

をいただきます。よろしくお願いいたします。 

○稲見教育部長 （挨拶） 

○佐藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎教育総務課の審査 

○佐藤委員長 それでは、教育総務課の審査に入り

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３２号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 議案第32号 那須塩原市学校給食共

同調理場設置条例の一部改正についてを議題とい

たします。 

  それでは、執行部の説明をお願いいたします。 

  冨山課長。 

○冨山教育総務課長 （議案第32号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  山本委員。 

○山本委員 もうあと少しで完成予定ということな

んですが、市のいろいろな工事がおくれたりして

いるんですが、この共同調理場につきましては予

定どおり７月の完成、８月１日に移転ができると

いうことでよろしいですか。 

○佐藤委員長 冨山課長。 

○冨山教育総務課長 今のところ順調にいっており

ますので、その予定で組んでおります。 

○佐藤委員長 そのほか質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め討論を終了し、

採決いたします。 

  議案第32号 那須塩原市学校給食共同調理場設

置条例の一部改正については、原案のとおり可決

すべきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第32号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３３号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 次に、議案第33号 那須塩原市奨学

資金の給付に関する条例の一部改正についてを議

題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  冨山課長。 

○冨山教育総務課長 （議案第33号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 第２項の改正ということで、今まで英

検準１級以上を取得という一定の基準というもの

があったということで、これが原因で申し込み者

がいなかったというようなお話でございますが、

今後改正する上で、「成績が特に優秀で」という

ふうな「特に」というところについて、一定程度

の基準は設けているものなんでしょうか。 

○佐藤委員長 冨山課長。 

○冨山教育総務課長 その一定基準は設けていきた

いというふうに思っております。 

  ただし、この準１級と同じ程度のものが、ＴＯ

ＥＩＣでもやっぱり何点以上のものという規定が

ありますので、そういうものにするか、またはも

う少し準１級よりもレベルを下げてもいいんじゃ

ないかというになれば、ＴＯＥＩＣでの何点とか、

そういうふうなもので規定させていただきたいと

思っております。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 了解しました。 

  続きまして、その第３号でございますが、「経

済的理由により就学が困難な者」、これについて

も経済的理由の一定程度の基準というのは設ける

ものなんでしょうか。 

○佐藤委員長 冨山課長。 

○冨山教育総務課長 こちらにつきましても、奨学

生の選考委員会の中でご決定いただきたいと思っ

ておりますが、うちのほうでは国で定めておりま

す日本学生支援機構の中に所得制限というのがご

ざいます。その中で１種と２種というのがありま

して、２種を採用したいと思っております。そう

しますと、４人世帯の場合ですと、給与所得で約

1,124万円ぐらいが所得制限と。 

  ですから、これはその世帯で1,124万円以上を

オーバーすると、ちょっと該当しないという形に

なろうかと思うんですが、ただこれはうちのほう

の提案で、選考委員会の中でご決定いただくもの

というふうには思っております。 

  以上です。 

○佐藤委員長 そのほか質疑はございませんか。 

  中村委員。 
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○中村委員 ３条の中で給付する奨学金の額が20万

円とし、給付の回数は１人につき１回限りとする

ということをうたっていたものを、給付する奨学

金の額、回数は教育委員会規則で定めるというこ

とになっておりますが、そうしますと、要するに

この１回とか20万円というものが変わりますよと

いう理解でいいんですか。この規則の中でわざわ

ざ変えるということは、回数をふやしたり、額を

下げるということも可能だということを規則の中

で。 

○佐藤委員長 冨山課長。 

○冨山教育総務課長 今のところ、こちらの給付の

金額や回数を変えるつもりはございませんが、貸

与条例というのがもう一つございます。こちらは

給付ですけれども、奨学資金の貸与条例というの

もありまして、そちらと同じようなレベルの記載

をしたいというところで、規則のほうで金額、ま

た回数のほうは、対応はそちらで定めているもの

ですから、それに合わせて規則のほうで定めたい

というところでございます。 

  今回のこの規則に移行することによりまして、

金額を変えるとか、回数を変えるとか、そういう

ことはございません。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、それでは質疑を

終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め討論を終了し、

採決いたします。 

  議案第33号 那須塩原市奨学資金の給付に関す

る条例の一部改正については、原案のとおり可決

すべきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第33号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２９号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 次に、議案第29号 那須塩原市奨学

資金貸与基金条例の一部改正についてを議題とい

たします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  冨山課長。 

○冨山教育総務課長 （議案第29号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 それではまず、やはり第２号のところ

でございますが、現行の「学術優秀で」というと

ころが、「学業成績が優秀で」というふうに変更

になっておりますが、この「学術」と「学業」を

どういうふうに捉えてこういう文言になったのか、

お伺いしたいと思います。 

○佐藤委員長 冨山課長。 

○冨山教育総務課長 現行法ですと「学術優秀」と

あります。「学術」という言葉を今辞書等で引き
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ますと、いわゆる専門の学問ということでござい

ます。今回使っております「学業成績」などにお

きますと、学生、生徒の本分として、それに励む

ことが要求される学校の授業というようなところ

で、この「学術」というよりは「学業成績」のほ

うが適当かなというところで、今回の文言に修正

させてもらったところでございます。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 イメージとしては、例えば美術ですと

か音楽ですとか、そういう芸術的なところも含ま

れていたのかなと。今回は、これが含まれなくな

ったのかなという印象を受けたものですからお聞

きしたんですが、そういうことはないということ

でよろしいですか。 

○佐藤委員長 冨山課長。 

○冨山教育総務課長 逆に今までが、専門的な学術

というようなところで入っていたものですから、

これを広く捉えるような書き方に今回変えたとい

うところでございます。 

○佐藤委員長 そのほか質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め討論を終了し、

採決いたします。 

  議案第29号 那須塩原市奨学資金貸与基金条例

の一部改正については、原案のとおり可決すべき

ものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第29号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

   

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 これより予算常任委員会（第２分科

会）審査に切りかえて審査をいたします。 

議案第９号 平成30年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  冨山課長。 

○冨山教育総務課長 （議案第９号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 予算執行計画書136ページ、小学校体

育館改築事業、7001事業で、埼玉小学校の体育館

を設計するということでございますが、先ほど必

要面積を満たしていないということだったんです

が、必要面積と現在の埼玉小学校の体育館の面積

を伺いたいと思います。 

○佐藤委員長 冨山課長。 

○冨山教育総務課長 必要面積ということでござい

ますが、この必要面積につきましては、実はクラ

ス数で必要面積というのが計算されることになり

ます。その中で現在、必要な面積が1,258㎡でご

ざいます。現在の体育館の面積が507㎡で、その
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点では倍以上になったということになります。 

  以上です。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、今建っている体育館の場

所を立て壊してそこにつくるということで、倍以

上の面積になるということなんですが、敷地とし

てはそこで考えていらっしゃるのでしょうか。 

○佐藤委員長 冨山課長。 

○冨山教育総務課長 場所としましては現在ある体

育館を壊して、その場所に建てるというふうに考

えております。その中で何とかぎりぎり収まると

いうところもありますので、あとはやはり校舎か

ら離れるよりは近いほうが移動しやすいというの

があります。 

  ただ、同じ場所に建てるということで、１年間

その体育館が使えないというところがありますの

で、その辺はちょっと近くの体育館とかその中で、

やりくりしながらやっていこうというふうに思っ

ております。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 体育館の必要面積が足りないというの

は、ほかの学校でもあることなんでしょうか。 

○佐藤委員長 室長。 

○鈴木学校整備推進室長 ほかの体育館についても、

必要面積を満たしていないという学校については、

少なからずございます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 138ページの中学校施設整備維持管理

事業ということで、3001事業、先ほど東那須野中

学校の浄化槽を撤去して下水に接続というような

お話だったかと思うんですが、その中で地域住民

が接続可能なようにという説明があったと思った

んですが、その内容をもう一度説明をお願いでき

ればと思います。 

○佐藤委員長 冨山課長。 

○冨山教育総務課長 今回の下水道接続につきまし

ては、旧高林街道に下水道管を入れていって、

332までつなげたいというふうに思っております。

今回につきましては、市のほうで単独でやるとい

うところになりますので、そうしますと将来的に

その沿線の住民の方々もちょっとつなぐことが可

能といったところで下水道を選択させてもらった

ということです。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 135ページの2001事業で小学校管理

運営費、細かいことにはなるんですけれども、電

気代の部分でお聞きしたいんですね。 

  というのは、エアコン代が予算書ではことし１

年間の電気代がおよそこのぐらいかかるだろうと

いう部分での積み上げの中で出されたものだと思

うんですけれども、30年、ことしの夏から多分エ

アコンを使い始める学校もあると思うんですね。

そうした場合に、その電気代というのはここの中

に含まれているんですか。それとも、それはこれ

からかかるものなので、どれぐらいかかるかとい

うのがちょっとわからないじゃないですか。なの

で、それはまた別として補正として今度またして

いくのか、どうなんでしょうか。 

○佐藤委員長 冨山課長。 

○冨山教育総務課長 こちらの電気代につきまして

は、今回のエアコン使用によりまして増額分を一

応見込んでの通年予算ということでやらせてもら

っています。 

○星副委員長 その見込みというのは、日で例えば

大体何度以上でとか、エアコンの設定というのが

いろいろあると思うんですけれども、そうものも

全部含めた上で加算されて出されたものというこ

とでいいんですか。 

○佐藤委員長 冨山課長。 
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○冨山教育総務課長 今回、12校分として540万円

ぐらいを見込んでございます。それは台数とかそ

ういう中から、あくまでも見込みというところで

出しております。 

○星副委員長 わかりました。 

  まずやってみないと、どのぐらいかかるかとい

うのは、次年度もまた予算を立てるときにわかる

と思うので、わかりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山形委員。 

○山形委員 131ページの学校管理総務費、1001事

業で、賃金用務員旧金沢小学校プール監視員と書

いてありますけれども、これはどういった資格を

持っている方とか、そういった方を採用されてい

るということでよろしいですか。 

○佐藤委員長 冨山課長。 

○冨山教育総務課長 こちらは旧金沢小学校プール、

夜間開放等をしているところでございます。その

中での監視員としてお願いしていますけれども、

資格というのは特に規定してはございません。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 別に資格がなくても、こういう監視員

はできるということでよろしいですか。何も特別

ないんですか。 

○佐藤委員長 冨山課長。 

○冨山教育総務課長 監視員につきましては、そう

いう資格等は義務的にはないかと思います。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 もしこのプールの監視員で事故が起き

たとき、心肺蘇生とかそういった免許を持ってい

た方のほうが、万が一のときにいいんじゃないか

とちょっと思ったんですが、その辺はちょっと検

討したほうがいいのかなと。普通の人だったら誰

でもできるということになっちゃうと、監視とい

う賃金も出ているので、その辺は検討していただ

きたいと思いますが、どのように思いますか。 

○佐藤委員長 冨山課長。 

○冨山教育総務課長 こちらの金沢小学校のプール

のところにおきましては、AEDなんかは設置して

いるところでございます。ただ、今、山形委員さ

んがおっしゃったような、やはりそういうような

研修とか、それも必要かと思いますので、今後検

討させていただきたいというふうに思います。あ

りがとうございます。 

○佐藤委員長 ほかにございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 給食の関係でお尋ねいたします。 

  129ページと130ページにかかるんですが、まず

最初に、黒磯の給食調理場と共英の給食調理場が

８月、夏休みを境にして、給食を配るところが変

わるということで説明がありましたが、２つの調

理場の管理運営費を足しますと、去年より少し下

がっているような気がするんですけれども、数的

なものとかはそんなに変わらないでいると思うん

ですが、この共英学校給食共同調理場ができるこ

とによって、学校給食の運営管理の全体、トータ

ル的なものというのは下がっていくんですか。あ

るいは上がっていくのか、その辺の理由とかがあ

れば、見通しを教えてください。 

○佐藤委員長 冨山課長。 

○冨山教育総務課長 黒磯調理場のほうの食数が減

ります。ただ、減ったからといって、例えば人数

が半分になったから委託料は半分でいいかという

と、それはならないところがございます。 

  例えば大きな鍋で８分目までつくっていたもの

を、今度は半分の４分目ぐらいまでにつくったと

しても、やはり１人は１人でついていなくちゃな

らないところがあったりしますので、今回、黒磯

調理場は民間委託をお願いするに当たっても、つ

くる人数が減ったからといってその割合で委託費
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が減っているわけではございません。 

  また、今度はふえるほうにつきましては、それ

でいくと倍になったから倍の人数が必要だという

ことも、逆にはないというところでございます。 

  この夏、管理委託料の中でもし減っているとい

うところであると、それは賄い料なんだというふ

うに思っているんです。その児童生徒の人数、そ

ちらのほうが減ってきているので、それによった

減……。 

〔「ふえているんですよ」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 ちょっと聞き方がよろしくなかったか。 

  つまり、黒磯の学校給食調理場と共英とそれぞ

れ配食する数が減ったとしても、足せばざっくり

同じ学校にいっているんですよね。ということで、

私としては新しくいいものができれば、どこかで

例えば能率的だったり、あるいは光熱料のことと

かで、去年に比べて5,000万ぐらい予算で多分ふ

えているんですよ。そこのところが何でかという

ことを聞きたかったんです。 

○佐藤委員長 冨山課長。 

○冨山教育総務課長 大変申しわけございませんで

した。 

  それで、黒磯調理場と共英調理場を合わせると

ふえているといったところが、２つを足すとふえ

ているということでございますけれども、今回、

黒磯調理場におきましても食缶洗浄機とか食器洗

浄機、そういうふうな備品購入というところでの

ふえている部分がございます。また、共英調理場

につきましても、今回初めて運営するというもの

でございますので、その辺の電気代、水道代、そ

ういうものについては実績よりは見込み的なとこ

ろがあるもんですから、そういう部分でこちらの

ほうはふえているといったところでございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 わかりました。 

  これはじゃ決算のところでまた見ていきたいと

いうふうに思います。 

  で、もう一つなんですけれども、すみません、

次のページの130ページのところで、共英の調理

場の中の食器とか厨房の消耗品が出ているんです

けれども、食器に関してなんですけれども、８月

の段階で黒磯から共英に移る学校の分については、

食器類をそれまで使っていたものを移すのか、あ

るいは共英で使っていたものをそのまま使うので

はないんだなと、これを見て思ったんですけれど

も、この食器は今度共英で使う分については全て

新しくするという理解でいいのかということをお

尋ねいたします。 

○佐藤委員長 冨山課長。 

○冨山教育総務課長 食器類については、共英調理

場で全て新しく出します。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 今までの学校給食の食器は、私が食べ

たりしてわかった限り、とても使いにくい部分が

あったと思うんですね。例えば丼なんかが汁物で

ラーメンとかうどん類はとても入りにくくて、そ

れで大分前なんですけれども、主食の部分をだか

ら２つにしているんだと。麺とパンみたいにして

いるのは、入れ物があるからだとか、やっぱり献

立をつくるのに食器に合わせたりしているんだと

いうことを、調理をしている人に聞いておりまし

た。 

  そういうことを考えますと、せっかく新しくす

るのであれば、何か工夫をされているのかなと。

あるいは今は陶器の学校もあります。その辺で新

しくなるものは、今までと同じもので新しくなる

だけなのか、何か工夫をされているのか教えてく

ださい。 

○佐藤委員長 場長。 
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○小林共英学校給食共同調理場長 基本的に今、麺

のお話をいただいたんですが、麺については麺だ

けではカロリーが所要量を満たせないと。ですの

で、ここにちょっと小さなパンをつけるというこ

とが、主な原因です。 

  食器につきましては、トレーは現行より広めな

ものにして、それの中に今の食器がおさまるよう

な形で基本的には変わりはありません。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 ということは、食器は今までと同じで

新たになるということで、トレーだけが大きくな

るということはわかりました。 

  次に、その下なんですが、調理場を解体する設

計が出ているんですけれども、今の共英学校給食

共同調理場のある場所の解体は、設計して解体そ

のものはその次の年ということでよろしいですか。 

○佐藤委員長 冨山課長。 

○冨山教育総務課長 解体につきましても工事請負

費のほうで計上させていただいておりますので、

30年度に解体したいと思っております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 これはここで聞いていいのかわからな

いんですけれども、解体はほかのものに比べると

早くやるんだなと思うんです。これは後で何かに

使うことの予定が決まっていて、早くなるんです

か。 

○佐藤委員長 冨山課長。 

○冨山教育総務課長 こちらにつきましては、でき

れば市役所の駐車場にしたいなという部分がござ

います。この時期は申告の時期でも、ちょっと駐

車場がいっぱいになっている部分がありますので、

そちらのほうで使えればというふうには思ってい

るところでございます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 130ページの先ほどの共同調理場の

備品の件なんですけれども、ちょっと細かいこと

になってしまうんですが、食缶のほうも新しく購

入ということで考えているんですか。そういうふ

うには書いてあるんですけれども。 

○佐藤委員長 冨山課長。 

○冨山教育総務課長 その食缶につきましても保温

食缶ということで二重食缶のようなものを購入す

るということです。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 そうすると、今までよりもさめにく

くて、温かい状態でちゃんと届くようなものにな

るということですね。 

  この食缶は、共英小学校のほうは新しくなるの

で全部全て新しくということでいいものになると

いうことですけれども、今既存している黒磯とか

のほうは、食缶は変わる予定というのは今後ある

んですか。 

○佐藤委員長 場長。 

○松本黒磯学校給食共同調理場長 今ある分では二

重食缶を使っているんですが、今年度予算で８月

以降に残るところの分の食缶は、ステンレスの二

重食缶の購入で今月中に納品を予定しております。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 128ページの奨学金給付の6001の中で、

奨学資金給付金の一般枠で国内進学、海外留学と

なっているわけなんですけれども、海外留学は希

望者があるんでしょうか。今までどのくらい給付

というのはあったんでしょうか。 

○佐藤委員長 冨山課長。 

○冨山教育総務課長 こちらの給付金、海外留学と

いうことですけれども、今まで３年間やってきて

いまして応募がゼロというところでございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 127ページの教職員住宅の不動産鑑定
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のところなんですけれども、多分これは塩原の入

り口のマンションの中のものだと思うんですが、

これは４つのうちの２つを使っていて、２つは使

わないからということだったんですけれども、こ

れはどういう状況の人が今使っているんですか。 

○佐藤委員長 冨山課長。 

○冨山教育総務課長 今現在使っている方お二人の

方がおります。 

  一人が塩原小中に勤めている先生でございまし

て、多分伊王野のほうから通っている方だと思い

ますけれども、その中で距離が遠いというところ

で使用したいということで申し出がございました。 

  もう一人につきましては、メープルのほうに勤

めている職員の方が使っているということでござ

います。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 私の認識だと教職員住宅というのは、

学校に通い切れないでいるということで、塩原は

通いにくいところですね。義務教育学校等、冬な

どはとても通いにくい学校だと思うんですけれど

も、ですから、余裕を持って残しておいてもいい

んじゃないかなと思って聞いていたんですが、今

の２つで異動になれば移動するんでしょうけれど

も、それで足りるという見込みなんですか。 

○佐藤委員長 冨山課長。 

○冨山教育総務課長 こちらの教職員住宅につきま

しては、今後、国道400号のトンネルが完成して

きて整備されていくと。今まで200mlを超えると

通行止めという部分があったもんですから、今後

それがトンネルが整備されてくれば、教職員住宅

については廃止していきたいというふうに思って

いるところでございます。 

  皆さん、遠くから来た方でもどこかアパートを

借りて住んでいるという部分がございます。また、

こちらについても一応管理費というのがかかって

いる部分がございますので、教職員住宅としては

ここの400号の整備とあわせて縮小化していきた

いと思います。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 もう一つ、今、メープルの職員がとい

うことだったんですが、それは学校の先生だから

ということで貸しているんですか。何かちょっと

違うんじゃないかなと思ったんです。 

○佐藤委員長 冨山課長。 

○冨山教育総務課長 ちょっと今、規程のほうは持

ってきていないんですけれども、その使用できる

方の規定がございます。その規定に今合っていま

す。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 129ページの黒磯学校共同調理場と共

英学校共同調理場でございますが、これは最終的

には計画の中で黒磯共同調理場を閉鎖して、共英

の共同調理場に統合するというようなものを耳に

したことがあるんですが、その方針でいいんです

か。 

○佐藤委員長 冨山課長。 

○冨山教育総務課長 そのとおりでございます。 

  今現在、共英調理場は4,000食をつくる予定で

ございますが、5,000までつくるという設計はし

ておりますので、その5,000食で対応できるよう

になったころ、そのころに黒磯調理場の今機械を

更新している部分もありますけれども、それもや

っぱり十何年たつとそろそろ更新時期になってき

ます。そういう時期を見ながら、共英調理場のほ

うに合わせていきたいというふうには思っている

ところです。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 そうすると、その5,000食に持ってい

くのにおおむね何年ぐらいかかりますか。 

○佐藤委員長 冨山課長。 
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○冨山教育総務課長 以前に出していたときには平

成42年ごろという見込みにしていたところでござ

います。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 そうすると、あと十数年かかるという

ことなので、この黒磯共同調理場のほうにエアコ

ンも修理しましょうと、また食缶洗浄機も新規に

購入しましょうという考えの中でやられるわけで

すね。 

○佐藤委員長 冨山課長。 

○冨山教育総務課長 今、中村委員さんがおっしゃ

ったとおりでございます。 

  この機械につきましては、今後数が少なくなり

ますので、1,800とか1,600になります。それに合

わせた機械を今回導入していくというものでござ

います。 

○佐藤委員長 平山委員。 

○平山委員 131ページ、ちょっと勉強不足なんで

すが、学校管理総務費の1001事業で、金沢小学校

のプール、これの賃金で用務員とプール監視員と

で4,300万円ですよね。監視員の内容はどんなも

のですか。トータルになっていますが、用務員さ

んに相当払っているから、監視員はどのぐらいの

費用になっているんでしょうか。延べ23人でした

か。これの利用はいつでしょうか。夏だけでしょ

うか。夜間まで開放しているということなんです

けれども、その辺を教えてください。 

○佐藤委員長 冨山課長。 

○冨山教育総務課長 こちらのほうの内訳を申し上

げさせていただきます。 

  まず、用務員につきましては19人、合計244人

を見込んでおります。また、用務員さんのパート、

すみません、先ほどの19人は常勤の方で、パート

さんが４人、５時間45分を見込んでおります。あ

と、旧金沢小学校のプール監視員としまして15日、

１日３時間で２人。 

○平山委員 夜間も開放しているのか。夜間開放中

とか、さっき言わなかったでしたか。 

○冨山教育総務課長 そうですね。夜間もですね。 

○平山委員 珍しいから。夜も開放しているんです

か。 

○冨山教育総務課長 はい、夜間もです。 

○平山委員 西那須野の運動公園のプールがありま

すね。あれと同じように８時とか９時までやって

いるということですか。学校のプールですものね。 

〔「学校ないから」と言う人あり〕 

○平山委員 学校ないから活用して。 

○佐藤委員長 冨山課長。 

○冨山教育総務課長 開けている時間につきまして

は、７時から９時半までになっております。 

○平山委員 ７時から９時半まで。 

  夏場だけですね。 

○冨山教育総務課長 夏場だけです。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  ここで議事進行を星副委員長と交代いたします。 

〔副委員長と交代〕 

○星副委員長 委員長。 

○佐藤委員 135ページの一番上の小学校管理運営

費、1001事業で、旧寺子小学校、旧金沢小学校の

管理指導員ということですけれども、この内容に

ついてお伺いいたします。 

○星副委員長 冨山課長。 

○冨山教育総務課長 こちらの内容ということでご

ざいますが、旧寺子小学校、金沢小学校、体育館

なんかを夜間開放などしております。夜間は開放

しておりますので、そういう中での指導員という

んですか、かぎのあけ締めとかそういう方に対し

ての報酬でございます。 

○星副委員長 委員長。 

○佐藤委員 そうすると、年間計画で出されたもの
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についてということで、常時いるということでは

なくてよろしいんですか。 

○星副委員長 冨山課長。 

○冨山教育総務課長 そちらを使用するときに、か

ぎのあけ締め等で行くといったところでございま

す。 

○星副委員長 委員長。 

○佐藤委員 もう１点なんですけれども、136ペー

ジのトイレ洋式化で黒磯小と鍋掛小と大山小が同

じような形なんですけれども、あとは139ページ

の同じ中学校のトイレの黒磯北中ということなん

ですけれども、洋式化については全てのトイレが

洋式化になるということでよろしいんですか。 

○星副委員長 冨山課長。 

○冨山教育総務課長 トイレの洋式化につきまして

は、今考えているのはとりあえずまずは６年間で

学校をやりたいという部分がございますので、学

校の中でもより使用頻度の高いところを今やって

いるところでございます。 

  なので、例えば外のトイレとか、あとは特別教

室等のほうのトイレとか、そういうのでちょっと

使用頻度が少ないところについては、ちょっと後

回しという形で、６年の中でできるだけメーンの

普通教室等にあるトイレ、そういうところをばっ

と洋式化して、その後でまた検討させていただき

たいというふうに思っております。 

○星副委員長 それでは、議事進行を委員長と交代

します。 

〔委員長と交代〕 

○佐藤委員長 皆さんのほうからそのほかに質疑は

ございませんか。 

  そのほか質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め討論を終了し、

採決いたします。 

  議案第９号 平成30年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第９号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○佐藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 （先行してエアコン工事をした小学校

の年間のエアコン稼働日数について） 

○佐藤委員長 ほかに委員の皆さんから何か。 

  星副委員長。 

○星副委員長 （貸与式の奨学金の返済の状況につ

いて及びUターン就職に対する奨学金返済におけ

る優遇の検討について） 

○佐藤委員長 山本委員。 
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○山本委員 （今年度の給食費における不払い及び

督促等の状況について） 

○佐藤委員長 ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 教育総務課の皆さんからは何かござ

いませんか。 

  冨山課長。 

○冨山教育総務課長 （追加の補正予算について。）

（小中学校適正配置基本計画に関する地域説明会

等について。） 

○佐藤委員長 そのほかに教育総務課の皆さんから

ありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、教育総務課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。 

 

休憩 午前１１時２７分 

 

再開 午前１１時３９分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  審査に入る前に教育総務課長、冨山課長より発

言がございます。 

  冨山課長。 

○冨山教育総務課長 すみません、先ほど当初予算

の審議の中で山本委員さんからご質問のありまし

た黒磯調理場と共英調理場、合わせて5,000万円

ぐらい金額がふえているといったところがござい

ます。すみません、私のほうで見落としておりま

した。 

  共英調理場につきましては、今は職員の直営で

やっております。今度８月からは民間委託になり

ます。その調理配送業務が民間委託によりまして

5,167万2,000円を予算計上しております。主だっ

た大きくなった金額としましては、その民間委託

でございます。 

  もう１点ございます。 

  131ページにありました学校運営費で、学校管

理総務費でございます。この中で、先ほど平山委

員さんのほうから、用務員さんと旧金沢小学校プ

ール監視員さんに4,300万円ほどある中で、内訳

ということでいわれた質問がございました。その

中で、私のほうでちょっと説明不足だったところ

があります。 

  ここで用務員さんが常勤で19人、パートで４人、

23人分というふうに言っております。この23人と

いうのは、金沢小学校で使っているわけではなく

て、市内の小学校に配置している用務員さん、そ

の方の賃金分が全てここに入っているということ

でございますので、すみません、説明が漏れまし

て大変申しわけございません。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎学校教育課の審査 

○佐藤委員長 それでは、学校教育課の審査に入り

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２１号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 議案第21号 那須塩原市いじめ問題

対策委員会条例の制定についてを議題といたしま

す。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  小泉課長。 
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○小泉学校教育課長 （議案第21号について説明）  

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  星副委員長。 

○星副委員長 このいじめ対策委員会なんですけれ

ども、これは、設置するときというのはどういう

ときに判断をされて設置するものなのか、基準と

いうんでしょうか、設置というよりも要は設置は

されるんですけれども、招集されるときというん

でしょうか、それは学校のほう、教育委員会の判

断で招集したほうがいいという事例になるのか、

それとも対策委員会のほうで何かしらの情報が入

ったらという形になるのか、その辺の招集される

設置基準というのを教えていただきたいと思いま

す。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 この委員会につきましては、

基本的には何か重大事案があったりしてまずいじ

めが起きた場合に、学校の組織で対応するという

のは最初なんですけれども、それでも問題が解決

しないという場合には、やはりこの第三者機関で

調査を行ったりするという必要が出てくるという

ことです。 

  ですから、そういった必要が生じたときに招集

すると。そういった問題が起きたときに、それか

ら設置するのでは間に合わないということがあり

ますので、あらかじめ設置しておきたいというこ

ともあります。さらには、先ほど申し上げました

が、来年度に関しましては市のいじめ防止対策基

本方針、この改定を行う予定でおりますので、来

年度につきましては３回程度開催する予定でおり

ます。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 そうしますと、先ほどの説明の中で

重大な事案、事態に関していじめに対する調査を

行うということなんですけれども、対策委員会は

調査だけではないですよね。対策ということを考

えると、きずの手当て的な、じゃこれが起きたの

にどういうふうな対策をするかとか、第三者委員

会的な役目も果たすと思いますけれども、そうで

はなくて、予防策としてじゃいじめというのはこ

ういうことをやってはいけない、こういうことが

いじめになるんだよとかという予防的なものでの

この委員会での役目というのは、あるのかどうか

をお聞きしたいんです。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 先ほど申し上げました市のい

じめ対策基本方針、これの中にはやはり予防的な

ことも含まれておりますので、それを改定する上

で、そういったどんな予防策がいいのかというの

が話し合われることになりますし、それをどのよ

うに実行していったらいいか、そういったことに

ついてもこの委員会では対応することになると思

われます。 

  で、各学校に実際にそれを下ろしてやってもら

うことになるわけなんですけれども、そういった

ものが実効的に行われているかどうかということ

も、場合によっては確認することもあると思いま

す。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 会議の開催は、先ほど30年度に市いじ

め防止対策基本方針改定の検討のために、３回程

度開催予定というふうになっておりますが、会議

の内容、それから結果について公表するかしない

か、公表する場合の仕方をお伺いできればと思い

ます。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 市のいじめ防止対策基本方針

につきましては、既に公表されておるものであり
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ますので、それを改定するということになれば、

その結果を当然また公表することになると思いま

す。当然、各学校もいじめ防止対策基本方針をつ

くっておりますので、市が改定を行うとそれに沿

って学校ごとにも見直すことになると思われます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 参考のためにお聞きするんですけれど

も、いじめの重大事件の発生というのは、全国的

にも幾つかあって、そのたびに対策がなかなか立

てられなかったりということで問題になっており

ますが、那須塩原市においてここでいっているよ

うないじめの重大事件といわれるようなものは、

過去にあったことはあるんでしょうか。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 国の推進法ができてから、こ

のような重大事案とかそういったことが出てきま

したので、それ以前についてはちょっとはっきり

しないところもありますけれども、推進法ができ

た後、１件あったというふうに聞いております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そのときには、対処などについてはき

ちんと行われたんですか。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 そのときには今回設置する委

員会はできておりませんでしたので、教育委員会

内に調査チームをつくりまして、そこで調査を行

って対応したということになっております。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  中村委員。 

○中村委員 第３条の中に委員会は５人以内の委員

をもって組織するということで、２項の中に法律、

医療、教育、心理または福祉に関する専門的な知

識を有する者を教育委員会で委嘱するということ

でございますが、どのようなメンバーを考えてい

るのか聞かせてください。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 具体的な人選につきましては

これから、設置されてからということになります

ので、やはり今申し上げたそれぞれの分野での専

門家にお願いしたいなというふうには考えており

ます。市のほうの市長部局で第三者委員会もつく

っておりますので、それなんかは参考にしていき

たいなというふうに考えております。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 そうしますと、市内に在住する方の中

から選ぶという考えでよろしいですか。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 市内在住にはこだわらないと

思われます。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 そうしますと、全国規模の中の議論で

きる子供等々に関する認識の強い方を選ぶという

ことですよね。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 全国規模で選べるかどうかは

定かではないんですけれども、県内にそういった

方がいらっしゃれば、そのほうがいいと思います

けれども、いないという場合には枠を広めて探す

ようになるのかなとは思っております。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 地域の子どもたちの認識を余り知らな

い方が議論されるような人員ばかりを集めても、

地域密着の内情を知らない方が対応しても、ちょ

っとわからない面も多いんじゃないかと思います

ので、そういった面については地域をしっかりそ

ういう部門の中で熟知された方の議論が効果的に

も出るんじゃないかと私は思っておりますので、

そういう点でもよろしくお願いしたいと思います。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 今、中村委員の話で思ったんですが、
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報酬が非常勤特別職で日額１万5,000円と１万円

というふうになっているんですが、これは交通費

というのは含まれていないんですか。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 失礼いたしました。 

  市の非常勤特別職の条例がありますので、そこ

でうたっているとおりに支払う予定であります。 

○佐藤委員長 そのほか質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め討論を終了し、

採決いたします。 

  議案第21号 那須塩原市いじめ問題対策委員会

条例の制定については、原案のとおり可決すべき

ものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第21号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  ここで昼食のため休憩といたします。 

  なお、13時に会議を再開いたします。 

 

休憩 午前１１時５３分 

 

 

再開 午後 １時００分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９号の説明、質疑、討論、

採決 

 

○佐藤委員長 これより予算常任委員会第２分科会

に切りかえて審査をいたします。 

  議案第９号 平成30年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○小泉学校教育課長 (議案第９号について説明) 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので質疑を許し

ます。 

  山形委員。 

○山形委員 137ページの小学校遠距離通学支援費

ということで、４km以上の方々に支給されるとい

うんですが、中身を教えていただけますか。 

○佐藤委員長 課長。 

○小泉学校教育課長 公共交通機関を利用している

児童、それからスクールバスを利用している児童、

それからそれ以外の児童によって金額は違うんで

すけれども、それぞれ片道４km以上の子に対して

は補助を行っているということになります。ちな

みに、公共交通機関を利用している場合には、乗

りおりする場所までのキロメートル数に3,000円

を乗じて得た数とか、そういった細かい決まりが、

交付要綱というのがありまして、そこに定められ

ております。 
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○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 そうすると、それと同じように後ろの

140ページの中学校の遠距離支援事業ということ

で、そちらは６kmということで、小学生と中学生

は距離数が違うということと、中身は、あとは一

緒ということでよろしいですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○小泉学校教育課長 そうですね。距離の違いだけ

であとは同じであります。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 人数が何人ぐらいいるかわかれば教え

ていただけますか。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○藤田学校教育課課長補佐 今年度、平成29年度、

まだ終わってはいないんですが、見込み人数で小

学校が６人、中学校が41人の予定となっています。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 その人数、地区の傾向とかあれば教え

ていただけますか。どこの地区が多いとか。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○藤田学校教育課課長補佐 小学校におきましては、

ほとんどが鍋掛小学校になります。中学校につき

ましては、大体３つの中学校区が主なものでして、

１つが日新中学校、１つが高林中学校、もう一つ

が箒根中学校区になります。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 小学校、中学校両方なんですが、136

ページの市採用の教師のことなんですけれども、

中学校のほうは139ページになります。那須塩原

市は市採用の教員が多いほうだと思うんですけれ

ども、いろいろな種類というか、いろいろな形の

教員がここにたくさん書いてあるんですが、それ

ぞれすいません、基準を教えてください。どうい

うふうになったら１人、どういうふうになったら

どうって決まっているんだと思うんですが。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 明確な基準というのはござい

ません。ただ、各学校からの困り感の要望があり

まして、それに応じて配置しているということに

なります。実際に担当指導主事、それから我々も

そうですけれども、各学校を回っておりまして、

その中で困っている状況等を把握しておりますが、

それ以外に学校からの要望を加味してどれくらい

困っているかということで配置しております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうなんですか。そうすると、学校が

困っているんだということを非常に強くアピール

できれば、それなりの教員を配置していただけて、

おとなしくしていると少ないことがあるというこ

とがあるということですか。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 実際に配置できている人数と

いうのは、実は学校からの要望の数よりも少ない

人数、全ての学校の要望をかなえるということは

厳しい状況です。ですから、どの学校に何人配置

するかというのは、要望も加味しますけれども、

実際にこちらで把握している情報をもとに配置し

ているという状況になっております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そういたしますと、年々子どもの数は

全体の傾向として減っていっているんだと思うん

ですね。ただ、それは学校によっても学年によっ

ても違うと思うんですけれども、この試算をして

いるわけですよね、１億5,000万何がしと中学校

のほうの数にしても、試算をして、ことしはこの

くらいになるんだろうという試算をしていると思

うんですが、その試算は、例えば学級支援教師と

か、生活支援員、図書支援員、理科支援員という

のはどこにもいると思うんですね、必要なんだと
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思うんです。日本語支援員というのは外国の人が

いなければ必要ないわけですし、あと介護支援で

も介護する人がいなければいらないわけですよね。

心の教室はふえたというので、要望が多いんだろ

うということなんですが、つまり、教育委員会が

ここに出した基準があるわけですよね。基準がな

ければ、人数で基準のお金を掛けてお金が出てい

るのが予算ですよね、積み上げているのが。それ

の基準を教えてください。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 当然、予算を立てる段階では

学校からの要望が上がってきておりますので、そ

れを見た上で、要望人数よりも少ない人数しかつ

けられない状況ではありますけれども、この状況

であればこれぐらいの人数はつけてあげたいなと

いうことからはじき出したものでありますし、そ

れから、今、委員がおっしゃったように、ものに

よっては基準とかそういうものではなくて、実際

に日本語支援員とかそれから複式学級支援員とか、

学校の状況によって配置しなければならない状況

があるというのは、もう優先的に配置することに

はなると思います。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 例えば図書支援員は、子どもの数が多

くても少なくても、多分１人になるんだと思いま

すし、先ほど言ったように、日本語を必要な子ど

もがいるとちっちゃい学校でもつくのかもしれな

いんですが、じゃ、この学級支援教師って、多分

一番多いんだと思うんですが、これはどういう基

準で配置されているんですか。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 学級支援教師につきましては、

そもそも目的が学習指導を中心に行うということ

になっておりますので、ティーム・ティーチング

とか少人数指導とか、そういったものを行うこと

になりますので、これはほぼ、できるだけ多くの

学校に配置するということにはなると思います。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 聞き方が悪いのかもしれないんですが、

つまり、私はよく学校に行くと、教室の中に先生

がいて、もう一人いることが多いんですよ。もう

一人というのは先生だろうと。ですけれども、よ

く聞きますと、私は授業は、教科は教えることが

できないんですという方がいらっしゃって、何を

しているんですかと言ったら、子どもの世話をし

ているんだみたいな方が、算数なら算数のときに

いらっしゃる。ほかのクラスに行くと先生が２人

いて、担任の先生のほかにもう一人の人はわから

ない子に教えてあげているという。 

  これってどういうふうにそれ、つまり片方は先

生なんだと思います。片方は先生じゃない人なん

だろうと思うんですが、私たちから見るとそこに

いるのは先生というふうに見えて、それってどう

いう基準で配置されるんですかって言ったら、希

望は出すけれども、教育委員会のほうで配置され

るんですって答えられたので、じゃ、ここにある

ものはどういう基準でここに算出してお金が出て

いるので、誰が何人、どこが何人ってあるわけで

すよね。書いていないのでお聞きしているんです。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 今おっしゃったように、クラ

スの中に何人かいると。担任以外にいるわけです

ね。例えば小学校低学年、特に１年生なんかです

と、じっとしていられない、座っていられない、

飛び出していってしまうとか。そういった子がい

るとやはり授業が成立しなかったりすることもあ

りますので、そういう子がいるクラスなんかには、

生活支援員という支援員を配置します。その状況

によって、例えば個別の指導が必要な、学年に関

係なく個別に対応が必要だという場合には、そう
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いった支援員を配置することもありますし、そう

いう状況があるかどうかということで、こちらも

検討しているところであります。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 わかりました。 

  ここでは、ちょっとお答えをいただけないよう

ですので、すいません、後で各学校のどういう人

が何人いるかというのが、隠すものではないと思

いますので、もし予算で出しにくければ29年度の

実績でもいいので、いただければありがたいです。

そこまでにしておきます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 137ページのスポーツ活動支援費7001

事業なんですけれども、もしかするとその前の

6001事業かもしれないんですが、小学校でスキー

教室に行っているんですね。行っている学校があ

るんですが、それのときの何か、バスの借り上げ

とかに対しての補助というんでしょうか、使用料

とか借上料とか補助金かわからないんですが、こ

の中に入っているんでしょうか。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 スキー教室ですね。 

○山本委員 そうです。学校でやっているスキー教

室への何か補助金はあるんですか。 

○小泉学校教育課長 小学校学習活動支援費という、

6001事業、そちらのほうでバスの借り上げ、校外

学習における借り上げということで、そちらで対

応しております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 全てがこれで出ているんですか。つま

り、スキー教室ってやっていない学校とやってい

る学校とあって、それから例えばうちの近くの学

校は４学年やっているんですけれども、もう一つ

の学校は２学年しかやっていない。それからなく

なってしまったところもあるというのが市内の状

況なんですね。いろいろ聞くといろんな状況があ

るんですが、何かやっぱりお金が足りないという

ようなこと、日程もあるんですが、なので、そう

すると学校で行っているスキー教室は、４学年行

っていたとすれば４学年分全部市が持っていただ

けているという理解でよろしいんですか。 

○佐藤委員長 藤田課長補佐。 

○藤田学校教育課課長補佐 こちら、予算上には各

学校に一定ずつ、例えば４学年の学級数に幾らと

いう形で一応配付の形式でとります。例えばスキ

ー教室以外でも、その他の校外活動もありますの

で、各学校にこちらで示した枠内であればお使い

いただけるというふうになります。ですから、ス

キー教室を例えば全学年で行って、結構な額にな

ったとした場合、その各学校に示した枠内での予

算につきましては市のほうでお支払いして、残り

の分につきましては学校の予算のほうで対応して

いただいている形になっております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 もう一つ。 

  どこの予算に入っているかお聞きしたいんです

けれども、同じやっぱりスキー教室のことなんで

すが、特殊なスポーツなので、教える人っていう

のが限られているんですけれども、学校によって

市からお金が出ているというところと出ていない

ということを聞くんですけれども、市からはそう

いうバスじゃなくて人に対する、教員っていうん

ですか、教える人、講師に対してのお金っていう

のは出るところはどこなのか。あるいは出ないの

か。教えてください。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 確認なんですけれども、小学

校でやっているスキー教室に行っている保護者と

か地域の方とか、いろんな方が指導に来てくれる
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と。その人に対するお礼ですね。 

○山本委員 はい、そうなんです。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 もしかすると、中学校区にお

いて、小中一貫教育推進事業を行っておりますの

で、そちらに対して配当している予算の中から対

応している可能性はあるかなとは思います。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 具体的に出ている学校と、申請すると

教育委員会からもらってくるということを聞いた

んですけれども、全くないところもあるので、一

般の親御さんが言っている話ですので、もしかす

ると教育委員会から出ていないのかもしれないん

ですけれども、だから申請してごらんって言われ

たので、私の近くの学校ではそういうことがなく、

みんな手弁当で行っているので、もしこの中のど

こかでスポーツを推進しているので、何かあるの

であればお聞きしたいと思ったのですが、ない。

じゃ、具体的にはないということなんですね。 

○佐藤委員長 稲見部長。 

○稲見教育部長 保護者の中でスキーができる人は

教えていただくというふうに、多分学校ではお願

いしていると思うんですよね。２級とか３級とか

資格を持っている人が結構いらっしゃいますので、

特に塩原地区なんかはそういうインストラクター

なんかを持っている方がいて、そういう人にＰＴ

Ａとしてというか、学校としてお願いしていて、

手弁当で、学校のほうの好意、町の予算、市の予

算ではなくて、お弁当代とかそれぐらいは多分出

していて、多分お金を払っていないのが普通なの

かなと思うんですが、出ているとすれば市の予算

ではそれは持っていないです。ないです。 

  学校の中の間の予算、ＰＴＡの予算かなと思う

んですけれども、そちらからそういう謝礼的なも

の、そういうのを払っているところと、多分払っ

ていないところがあるのかなというふうに思って

おりまして、一般的に保護者の方がやっているの

が普通なものですから、特別な方を頼んできたと

きにということがある場合も。 

  ですから、市のほうとしてその予算立てはして

いませんので。そういうことで、ちょっと細かい

捻出のほうまでは承知はしないんですが。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 その点については、どこかに入ってい

るのかなと思いましたのでお聞きしました。実際

にお金を何千円ともらっているという方がいて、

学校単位でスキー学校に頼むとか、クラブに頼ん

でいるみたいなんですね。ですので、そういうも

のはどこかほかから出ているのかなというのは思

ったんですが、ぜひ希望としましては、そういう

スポーツを楽しむというのは、野球とかだけでは

ないので、そういうものも潤沢な予算があるので

あれば、少しでも出していただけたら、子どもた

ち、市内にスキー場が幾つかあるので、そういう

スポーツも、オリンピックじゃないですが、いい

のではないかということで、そういう要望で終わ

ります。すいません。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 すいません、確認なんですが、137

ページの6001事業の小学校学習活動支援費と、あ

と同じようなもので中学校もあるんですけれども、

説明の中で、小規模特認校は廃止したので前年度

から減になったということなんですけれども、小

規模特認校が減になった理由を教えてください。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 市の適正配置計画の第１段階

が終わりまして、そのあと小規模特認校制度その

ものは残っているんです。今後も続けていくこと

になっているんですけれども、その活動を行うた
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めに市から補助していたもの、今年度の場合には

各学校に10万円出ていたと思うんですけれども、

それがなくなるということ。今年度限りというこ

とになっているためであります。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 制度がかわったから、ごめんなさい、

飲み込みが悪くて。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 最初に小規模特認校制度をつ

くって、各学校に補助金をというときに、何年間

というふうに約束でつけておりましたので、それ

が実は平成28年度で終わったんですけれども、29

年度は特別に何とか捻出しましてつけられたんで

すけれども、もうそういう状態なので来年度は厳

しいという状況になっております。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 では、学校側としては、それはもう

なくなることはわかっていて、別に学校の運営上

は、ここがなくなったことに対しての支障という

のはないというふうに考えてよろしいですか。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 28年度で終わりということは

わかっていた。でも、29年度まで何とかもらえた。

その経緯はわかっておりますので、来年度は厳し

いだろうなというのはどこの学校も承知していた

ところではあると思います。ただ、それがなくな

ったことによって支障がないかと言われると、各

学校それぞれ特色がある取り組みを行っておりま

すので、全くないとは言えないかなと思います。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 小規模特認校は小規模特認校なりに、

やはり特色を出しながらということで、確かに予

算もついていたと思いますし、何とか学校に特色

を出そうと思って頑張っているところではあると

思うんですけれども、そうしますとやっぱり、現

状生徒数がそれほど、減っているところもありま

すけれども、そこそこ減っていない学校もありま

すよね。そこで予算が削られて困るということに

対しては、今後はそこのところはもう、例えば学

校の現場のほうから、やはり厳しいという声があ

った場合でも復活するとか、何か支援を別な方法

でやるかというのは考えられないものなんでしょ

うか。ちょっと趣旨がずれちゃうかもしれない。

すいません。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 それぞれの学校ごとに小規模

特認校推進委員会というのがありまして、我々も

その会議に出ているんですけれども、そこで地域

の方々から聞く声ということは、やはりそういっ

た支援は残してほしいという声は聞きます。我々

も思いとしては何とかできればなという思いは、

気持ちの上ではありますけれども、なかなか厳し

い状況ではあるということであります。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 すいません、わかりました。納得し

ないですけれども、わかりました。 

  それとあと、10001事業で、小学校特別支援教

育就学支援費なんですが、こちらのほうは増額に

なったということで、対象者がふえたということ

なんですけれども、確かにこういった特別支援学

校の通学する児童がふえているという話は聞きま

す。そういう言葉の教室だったり、いろんな各教

室があるとは思うんですけれども、そういった中

で、指導員、子どもがふえていますけれども、指

導員の増員というのは考えられない、指導員の増

員はあるんでしょうか、お聞きします。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 例えば、特別支援学級ですと、

当然県の教職員配当基準というのがありますので、

例えば中学校ですと１クラスで１人、２クラスに
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なると３人と。それから小学校ですと１クラスで

１人、２クラスで２人と、そういう栃木県教育委

員会が決めている配当基準等がありますので、学

級がふえれば当然それに伴って県費負担教職員が

配置されるという仕組みにはなります。 

  さらには１クラスのままなんだけれども、８人

という学級編成基準がありますので、８人ぎりぎ

りのところだと結構大変な状況にありますので、

そういったときには県のほうからの非常勤もつく

と。ただ、全てにつくかどうか、やはり県のほう

の予算がありますので、そういった状況にはあり

ます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はありますか。 

  金子委員。 

○金子委員 75ページの東日本大震災対応、これは

対象は何人ぐらいで、そしてこれは、例えば福島

県なりのどこかの市と連携してあれしているのか

どうかということをお聞きしたい。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 これは、国の補助が出ている

ものでありまして、実際に避難している児童生徒

というのは、ここに計上されている人数よりも多

いです。ただ、その中で就学困難な児童生徒の保

護者に対してというのがここの人数になってくる

わけなんですけれども、平成29年度ですと、福島

県から避難してきている児童生徒が全部で40名ほ

どおります。そのうち、ここの対象になっている

のは24人です。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 133ページ、外国語教育推進事業費の

中で、英語教育専門員、英語教育推進教師という

もの、これがどういうふうな役目と、それからＡ

ＬＴとの関係を教えていただきたい。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 まず、英語教育専門員ですけ

れども、これは学校教育課内の英語教育推進室に

アグリという者がいるんですけれども、これはＡ

ＬＴを指導するような立場にあるかなと。当然学

校を回って、それぞれの学校での授業がうまくい

っているかどうか、そんなことも把握したりして

いるものであります。それから、英語教育推進教

師、これにつきましては、やはり各学校における

英語教育がうまくいっているかどうか、幾つもの

学校を回っていただきまして授業を見てもらって

おります。ＡＬＴとそれから担任の先生の間をつ

なぐようなことをやったりもしてくれております。

やはり、中には英語が得意ではない担任もおりま

すので、そういったところの打ち合わせがスムー

ズにいくようにするためには、間に入る人間が必

要でありますので、そんなことを役割として担当

したりもしております。 

○金子委員 了解です。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 それの前のページ、132ページの頭の

ところに、人権教育講師謝礼ということで、人権

教育をしていこうということであるんでしょうけ

れども、人権教育について簡単に、どういうふう

なあれをするか、ちょっと説明していただければ

と思いますけれども。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 これは国からの研究指定を受

けているものでありまして、２年間で研究を進め

ていくと。来年度からスタートすることになりま

すので、現在、黒磯小学校が指定される学校なん

ですが、そちらのほうで計画等を立てているとこ

ろではあります。 

  やはり、いろんな学校教育の場面で人権という

ものを大切にしなければならないということを黒

磯小学校の校長も感じておりまして、ちょうどい

い機会であるから、人権教育の指定を受けたこと
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を機に、子どもたちに対して人権を尊重するよう

な教育をいろんな場面で展開していきたいなと。

もちろん授業の中でもそうですし、遊びの中でも

そうですし、家庭にあってもそうですし、人種差

別とかいろんな人権の問題等があると思います。

高齢者に対するもの、障害者に対するものと、い

ろんなことがあると思うんですが、そういったも

のを授業とかその他の活動を通して進めていくと。

そんな研究になると思います。 

○金子委員 了解です。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 次に、137ページのところですね。小

学校就学援助費ということで、要保護・準要保護

児童就学援助ということになっていますけれども、

これの人数はわかりますでしょうか。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 人数につきましては、いろん

な機会に申し上げておりますように年々ふえてお

ります。今年度、平成29年度につきましては、つ

いに1,000人を超えてしまったという状況にあり

ます。小中学校合わせてになりますけれども、詳

しい人数につきましては少々お待ちください。 

○金子委員 大体で結構です。 

○小泉学校教育課長 いいですか、すいません。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 それで、人数がふえているということ

を先ほどおっしゃったと思うんですけれども、ど

のくらい年々ふえているか。大体の様子でいいん

ですけれども。 

○佐藤委員長 藤田課長補佐。 

○藤田学校教育課課長補佐 おおむね、平成26年度

ぐらいからなんですが、大体26年度ですと、おお

むね小中学校合わせて800人だったのが、27年度

が約900人、28年度が980人、今年度につきまして

は、現段階で1,000人を超えている状況になりま

す。 

○金子委員 了解です。 

  では、ちょっともう一回。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 そして、この要保護・準要保護の中身

というか、どういうあれか。簡単でいいんですけ

れども、ちょっとお知らせください。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 要保護につきましては、生活

保護法が根拠法令になるわけなんですけれども、

主に福祉事務所のほうで対応しているものになり

ます。それから準要保護につきましては、市町村

教育委員会が生活保護法に規定する要保護者に準

ずる程度に困窮していると認める、困窮している

者に対して支給するもので、教育委員会のほうで

所管しております。 

○金子委員 了解です。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 次に、140ページで、半ばに中学生海

外交流事業費というものがあるんですが、これ、

聞いていいかどうかわからないんだけれども、中

学生海外交流事業費実行委員会ということで出て

いるんですが、これ、もし聞ければ、航空運賃が

どのぐらいになっているかだけ聞かせてもらえる

とありがたいんですが、だめならいいですけれど

も。大体１人当たりで結構です。 

  わからなければ後で。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 すいません。 

  旅行手配委託料としまして、航空運賃だけでな

くて宿泊費も含まれてしまうんですけれども、生

徒につきましては１人当たり25万2,000円という

ふうになります。 

○金子委員 了解です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 



－122－ 

  山本委員。 

○山本委員 すいません。これ説明がもしかしたら

あったかもしれないんですが、139ページの中学

校教育推進費の中の各種検査の中で、ことし英検

ＩＢＡというものがあるんですけれども、これっ

てどういう、今までの英検と違うと思うんですね。

この１級とか２級とか。これはどういう試験でど

んなふうなのか、すいませんが説明してください。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 それを受け持っている会社に

つきましては、いわゆる英検を行っている会社が

やっているんですけれども、実際に英検を受験し

て２級とかを取得しているとかってそういうこと

ではなくて、受験したとするならば何級に相当す

る力があるかということが判定されるわけですね。

英検を行っている会社の判定ですので、これは信

頼性が高いと思うんですけれども、そういった試

験を受けていると。そこで３級相当であるという

ふうに判定されたということになります。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 たしかそれに相当すると説明があった

と思うんですが、それってどうやってその人がそ

ういう、全体として相当するということの判定は

どうやっているんですか。英検だったら一対一で

試験を受けて、１級だねとか２級だとかって受け

て、こっちで入るんですけれども、これはそうい

うものではないんですよね。どういう方法でそう

いうふうに判定をされるんですか。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 実際に、会社独自の方法を使

っておりまして判定していますというのはパンフ

レット等に書いてあるんですけれども、ちょっと

難しい判定の仕方であります。 

  補足があれば。 

○佐藤委員長 どうぞ。 

○荒井英語教育推進室長 テスト自体は英検の場合

には面接試験があったりとかすると思うんですけ

れども、これに関しては面接の試験等はございま

せんし、ヒアリングとかもなく、普通のペーパー

テスト、形ではペーパーテストになっていますが、

問題が多分英検が考えたもので、多分この程度の

問題でこの点をとると、今までの英検の合格者と

比べたときにはこれだろうというふうな、多分デ

ータベースからの何かがあって、そこで判断して

いるような説明を一度受けたことがございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 つまり、非常にこれ、ことしからやる

んですね。やっていたのかもしれないんですが、

大ざっぱな、つまりヒアリングがないということ

は、聞き取りの能力というのは実際に測れないし、

面接がないということは会話能力も測れないわけ

ですよね。でも、それがなくてもペーパー試験を

やっていれば、相関関係でそのくらいペーパーが

できればこのくらいだろうというふうに、会社が

判断するというだけの資料を積み上げていて、そ

れを使うということで、それに実際は頼む委託料

ということなんですね、この中の幾ら。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  ここで、議事進行を副委員長と交代いたします。 

〔副委員長と交代〕 

○星副委員長 委員長。 

○佐藤委員長 132ページの下から２番目の小中学

校ＩＣＴの事業費で、賃借料のタブレット端末、

電子黒板、パソコン教室機器ということでありま

すけれども、これにつきましては、全授業をタブ

レットを使ってやっているわけではないと思いま

すけれども、そのときにこれは年間計画とかで、

その学校、学校ごとで、どの授業でどういうふう

に使うということになっているんですか。 

○星副委員長 課長。 
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○小泉学校教育課長 実際に、例えば日新中学校で

すと１学年分ありますので、それを使ってどこの

単元で使うと有効であるとか、そういったものは

当然あらかじめ考えた上でやっていると思います。

計画の中で、４月の段階で年間計画を３月までの

全ての中に盛り込めるかというと難しいかもしれ

ませんけれども、やはり例えば、これから新しい

単元に入るというときに教材研究をしまして、そ

の中でどうやったら生徒たちがわかりやすく教え

られるかなということを考えたときに、当然ここ

の部分はタブレットを使ったほうがいいとか、そ

ういったことになると思いますので、単元に入る

前にそういうふうに決めるということもあると思

われます。 

○星副委員長 委員長。 

○佐藤委員長 そうすると、タブレットの端末の必

要数というのはどういう考えで用意したんですか。

その授業ごとに必要であれば、学校に何台とか、

もしくは全員に配備されているのか、その辺をお

聞かせください。 

○星副委員長 課長。 

○小泉学校教育課長 理想を言えば、恐らく１人１

台なんだと思いますけれども、それは実際には難

しいことですので、少なくとも１学年分はあると、

これはいろんな使い方が展開できるのではないの

かなと思われますが、そこまではまだいかないの

で、日新中学校区で１学年分そろえてやってみて、

その効果の実証・検証を行った結果で、今後どう

いうふうにしていくかと。 

  ほかの学校につきましては、とりあえず１クラ

ス分、パソコン教室にあるパソコンをタブレット

化していくということで、１クラス分は確保でき

るようにするというふうに進めておりますので、

それを進めながら、やはり日新中学校の効果を検

証した上で、今後全ての学校に広げていけるかど

うか検討していくことになると思います。 

○星副委員長 委員長。 

○佐藤委員長 そうすると、電子黒板につきまして

も、授業ごとに多分移動式かどうかで、その授業

に必要なときにそこに持っていって使うという考

えでよろしいんですか。 

○星副委員長 課長。 

○小泉学校教育課長 電子黒板につきましては全て

の教室に配置ができましたので、もう持っていく

とかっていうのはなくてできると思われます。 

○星副委員長 委員長。 

○佐藤委員長 そうすると、電子黒板につきまして

は全授業に使えるということでよろしいんですか。 

○星副委員長 課長。 

○小泉学校教育課長 基本的には普通教室にはもう

全て入っておりますので、普通教室で行う授業に

ついてはもう全て使えますし、それから特別教室

に関しても教科によっては入っていない教科もあ

るんですけれども、例えば体育館とか理科室とか、

そういったところには入っておりますので、全て

の授業で使おうと思えば使えるということになり

ます。 

○星副委員長 委員長。 

○佐藤委員長 そうすると、タブレット端末につき

ましてはお聞きしたとおりなんですけれども、全

学年に配備された後には、最終的に検証して１人

１台ということを考えていてよろしいんですか。 

○星副委員長 課長。 

○小泉学校教育課長 今の段階でそこまではちょっ

とまだ言えないかなと。理想的には奇特にもそう

いうふうに考えているんだと思いますが、まだそ

こまではというふうに思っているのかもしれませ

ん。やはりお金のかかることですので、急にそこ

までは。段階的にいけるかどうかもわからないで

すけれども、とりあえずできるならば、学年分は
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入れてあげたいなという気持ちはあります。 

○星副委員長 委員長。 

○佐藤委員長 続きまして、別なページで137ペー

ジですね。 

  小学校の保健費で、一番上の学校医、学校薬剤

師等、次の139ページの中学校の学校医、学校薬

剤師なんですけれども、こちらにつきましての人

数がわかれば確認をしたい。 

  137ページの上から３行目です。 

○星副委員長 課長。 

○小泉学校教育課長 まず、内科とか科によって違

ってきているんですけれども、内科に関してはほ

ぼどの学校にも１人から３人ぐらいずつ入ってお

ります。それから耳鼻咽喉科につきましては、１

人の先生が複数校を兼任しておりますので、市全

体としてはざっくりですけれども、二、三人かな

と思われます。眼科に関しては、それよりちょっ

と多いかなというぐらいで、あとは歯科医に関し

ては、やはり内科と同じように、各学校１人から

３人決められております。 

  あと、薬剤師に関しては、１人の先生が何校か

かけ持ちという形で、内科や歯科ほどではありま

せんけれども、割と人数的にはいるかなという状

況になっています。 

○星副委員長 委員長。 

○佐藤委員長 そうすると、小学校と中学校で同じ

学校医の先生が重複しているという事例というの

はあるんですか。 

○星副委員長 課長。 

○小泉学校教育課長 やはり、同じ先生が両方とか

っていうこともあり得ます。 

○星副委員長 それでは、議事進行を委員長と交代

いたします。 

〔委員長と交代〕 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 134ページの小中一貫教育の推進の話

なんですが、この中に消耗品費として小中一貫教

育推進事業消耗品300万円とあるんですね。昨年

の予算も318万7,000円とあるんですが、１年間で

使い切ってしまう消耗品費って何ですか。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 これは、各学校に配当してい

るものなので、市内の小中義務教育学校全ての学

校に配当しておりますので、１校当たりにすると

10万ぐらいですかね。それの中で小中一貫教育に

使うものとして支出されているのかなと思います。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、小中一貫教育を推進する

ものの消耗品って、例えば具体的に、10万であっ

たとしても毎年出ているので、何に使っているの

か。例えばでいいんです。教えてください。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 今、手元に詳しい資料がない

ので申しわけありませんけれども、例えばいろん

な行事で写真を撮ったり、それに使ったりとか、

それからあとは、競歩なんかも行っている地区が

ありますので、そういったところの消耗品として

使ったりしているのかなと思われます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうしますと、予算の計上する中で、

予算は積み上げていっているというふうに答えて

おりますので、これ、来年度の予算も去年も同じ

ようなんですけれども、教育委員会のほうで必要

だろうということで、各学校ごとに大きさによっ

て10万とか20万とかで積み上げているんだと思う

んですが、使い方については教育委員会のほうで

は特に指定をせず、小中一貫教育推進という名前

で使うのであれば何でもいいよというふうにして

いる予算というふうに考えていいんですか。 



－125－ 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 実際に予算を立てる段階で、

各学校からの要望というか計画が出てきますので、

それをもとに積み上げているということになりま

すので、あとは実際にそのとおりに使われている

かどうかということもチェックはしておりますの

で、何でもいいというわけではありません。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 わかりました。 

  決算のほうで聞きます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは本議案について討議すべき

点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは終了したいと思いますが、

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し採決いたします。 

  議案第９号 平成30年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることにご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第９号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

  次第にはございませんが、その他で委員の皆様

から何かございますか。 

  中村委員。 

○中村委員 （中学校の卒業式の日程について。） 

○佐藤委員長 ほかに委員の方から何かありますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 （マイチャレンジ事業に関する評価と

アンケート結果について。） 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 （小規模特認校への補助について。） 

○佐藤委員長 ほかに。 

  山形委員。 

○山形委員 （今後の部活動に対する市の考え方に

ついて。） 

○佐藤委員長 そのほかに、皆さんのほうから何か

ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 学校教育課の皆さんからは何かござ

いますか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは学校教育課の審査を終了い

たします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで、執行部入れかえのため暫時休憩とし、

会議の開始を14時30分といたします。 

 

休憩 午後 ２時１８分 

 

再開 午後 ２時３０分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎生涯学習課の審査 

○佐藤委員長 それでは、生涯学習課の審査に入り

ます。 

  これより予算常任委員会第２分科会に切りかえ

て審査をいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 議案第９号 平成30年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  室井課長。 

○室井生涯学習課長 （議案第9号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりました。 

  これで質疑に入る前に暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ３時１８分 

 

再開 午後 ３時３０分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きたいと

思います。 

  ただいま説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  山本委員。 

○山本委員 145ページの稲村公民館の整備事業費

についてなんですけれども、今年度の予定されて

いたものが来年度に移ったんですが、これの新築

設計の中身というか、広さとか形とか、この990

万円の中身を教えてください。 

○佐藤委員長 課長。 

○室井生涯学習課長 こちら、新築につきましては、

建物の工事費につきましては、前年度と同じ金額

を上げさせていただいておりますけれども、現在

まだ設計をしていないので何とも言えないところ

はあるんですけれども、想定としましては50㎡程

度の広さというふうな感じで考えております。 

  ただ、予算的にもしかして厳しくなる可能性も

あるかもしれないんですけれども、現時点は、こ

の中で何とかできるような建物をちょっと考えて

いるところでございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 公民館の中に新しくつくるのに当たっ

て、中身がないんですけれども、この予算として、

陶芸棟だけつくっても中に入るものがなければ陶

芸はできないと思うんです。それはどうするんで

すか。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井生涯学習課長 現在、陶芸クラブ、陶友会と

いうような団体さんがございますので、そちらの

方にまずはこちらの陶芸棟を使っていただく。ま

た今後、西那須野地区にある南公民館、それから

塩原地区には箒根公民館というところで陶芸の窯

がございますので、今後こちら、稲村公民館の陶

芸の窯につきましては、黒磯地区の陶芸の愛好家

の方に使っていただくというような形で考えてお

りますので、今後そういった方々にも、広く利用

していただきたいというふうに考えております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうではなくて、この稲村公民館に新

しく50㎡の陶芸棟をつくるに当たって、建物だけ

あっても、中にものが、つまり陶芸の窯、言って

みれば窯がなければ使えないわけですよね。それ

をどうするのですかと聞いているんです。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井生涯学習課長 窯につきましては、現在、旧
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若葉荘のところで、陶芸の団体さんが使っている

窯がございますので、それをこちらのほうに移設

して使うというようなことで考えております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 見たことがあるんですけれども、余り

新しいものではないんですね。ここはガスでした

か。 

  148ページに南公民館の陶芸の工事が入ってい

る、下のほうに。南公民館、陶芸棟はもともと、

それを新しくするわけではないんでしょうけれど

も、ガス式から電気式にするんだということで、

ここに240万と、ざっと300万ぐらいの予算が出て

いるんですが、稲村公民館の場合は、先ほど若葉

荘の中にあったものは非常に古い。しょっちゅう

工事をして使っていて、ガスのもので。いろいろ

時間がかかって、やっと稲村公民館のほうに建物

ができたんですが、古いものを直し直し使ってい

ても、結果として効率が悪くてお金がかかると言

っています。であるならば、新しくしたときに電

気の窯にすることも、別に1,000万とかかかるわ

けでもないので、こう見ると300万ぐらいででき

るので、ということをしたほうが、広くいろいろ

な方が使えるというふうに私はずっと期待をして

いたのですが、なぜ古いものを持ってくるという

形にしたのか教えてください。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井生涯学習課長 こちら、山本議員ご指摘のよ

うにかなり古いというところもあるんですけれど

も、とりあえず私どものほうでメーカーのほうに

確認をしたところ、まだ使えるものだというふう

にお話を聞いていますので、まだ使えるものであ

りますので、まずは使えるだけ使わせていただい

て、その後、当然支障が出てくれば、電気窯式に

変えるとかというのは、今後検討していきたいと

いうふうに考えております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 では、お尋ねするんですけれども、こ

れは新しくつくるもので、移設費用というのもか

かると思うんですが、まず移設費用がここに入っ

ているのかということと、来年度補正で、陶芸窯

の修理ということが出てくるということは考えて

いないのか、教えてください。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井生涯学習課長 移設費用につきましては、今

まで陶芸の団体のほうは、高齢福祉課予算でやっ

ていたというところがありますので、高齢福祉課

のほうで移設費用は予算化をしているということ

でございます。 

  また、今後いつ壊れるかわからないというとこ

ろがありますので、ただそれについて、先に予算

化するというのもどうかというところもあります

ので、そのときの使用状況、故障状況を見ながら、

補正予算を組むとか、そういったことを検討して

いきたいというふうに考えております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 この陶芸棟に関しては、もう多分、数

年来というよりももっと前からもしれないんです

が、から新しいものをつくってほしい、稲村公民

館ができるときにもぜひつくってほしいという要

望がございましたし、その後、窯についてのふぐ

あいもよく出ておりました。私もよく聞いていた

んですけれども、今回、こうやって高齢福祉課か

ら公民館の事業として生涯学習のものとして、高

齢者だけではなくて、子どもとか地域の人たちも

使えるようになるということで言えば、非常に使

う人もふえるでしょうし、南公民館、とてもたく

さん使っているので、いいことだと思うんですが、

新築した家に古いものの設備を持ってくれば、大

抵ふぐあいが起こります。家で言えば。ここも、

せっかくこれだけの1,000万近いお金を使って新
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しくして、そしてもっとお金かけて高齢福祉課が

移設するのにお金かけるわけです。 

  それなのに、一番の陶芸するのに必要な窯とい

う部分を何かもう古いまま持ってくるということ

は、どう考えても合理的ではないというふうに私

は思うんですけれども、その辺はなぜ古いものを

わざわざ運んできて移設するということをしたの

か、もう一度教えてください。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井生涯学習課長 そちらにつきましては、先ほ

ども申し上げましたように、窯のメーカーのほう

からはまだ使えるものというふうな意見をいただ

いておりますので、まだ使えるものを新しいもの

にするのもどうかというところがございましたの

で、何とか移転をしながら使っていきたいという

ふうに思っているところでございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 わかりました。補正予算が出ないこと

を願っております。 

○佐藤委員長 ほかに質疑ございますか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 155ページなんですけれども、５項

７目青少年健全育成費、一番最後の行の2001事業

ですけれども、これは去年の中高生ボランティア

のサマースクール講師謝礼ということで出ていた

んですが、今回の予算のほうにはそれが出ていな

いんです。というのは、中高生のボランティアの

サマースクールというのはもう廃止したのかどう

かをちょっとお聞きしたいんですけれども。 

○佐藤委員長 はい。 

○添谷青少年係長 中高生のボランティアサマース

クールにつきましては、長年続いていた事業であ

ったところなんですけれども、参加する児童、あ

るいは生徒の意識の問題ですとか、あるいは実際

開催しての多少のいろいろなトラブルとか、そう

いったものがあったということで、平成29年度に

つきましては、１年間休止ということで、新しい

プログラムを検討してきたところです。 

  主催といたしましては、市の社会福祉協議会の

ほうで主催事業、教育委員会のほうは後援という

ような形で実施しているところなんですが、先日、

そちらのボランティアサマースクールの開催につ

きまして、ボランティアセンターの運営協議会が

開催されたところでして、その場のお話ですと、

平成30年度、また新たな形で中高生のボランティ

アサマースクールが開催されるということで、決

定がされております。 

  内容といたしましては、今までですと、体験型

ということで、いろいろな障害福祉施設、あるい

は保育園などの施設のほうに生徒たちの方たちが

行って体験をするというようなものが多かったん

ですけれども、来年度につきましては、もうちょ

っと目の届く人数ということで、小規模な形での

プログラムを社会福祉協議会のほうで検討してお

りまして、今後学校のほうに周知をしながら進め

ていくということで、情報のほうを聞いていると

ころです。 

  そちらの見直し等含めまして、平成29年度は予

算措置のほうはございませんで、また30年度につ

きましては新しいプログラムということがござい

まして、教育委員会での予算措置については、ま

だはっきりしない部分もあったので、予算要求は

しないということで、社会福祉協議会のほうから

お話があったので、計上はございません。 

  今後またプログラムが正式に決定したりですと

か、内容によっては予算化する可能性もあるかと

思います。 

  以上です。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 そうしますと、そのプログラムが決
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まった時点で、今度は補正予算、もし必要になれ

ばということで、補正予算で上がってくる可能性

もあるということでいいですか。 

○佐藤委員長 添谷係長。 

○添谷青少年係長 30年度に関しましては、補正予

算で上がるということはございません。30年度に

ついては予算のほうは、市のほうでの予算措置と

いうのは要求は必要はないということで聞いてい

まして、今後31年度以降の中では、プログラムの

内容に応じて、今までもこちらで計上しています

予算といいますのが、講師の謝金だったものです

から、必要な場合は平成31年度の予算から対応と

いうことでお話は来ております。説明がわかりづ

らくて申しわけございませんでした。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 154ページ、155ページにわたって、博

物館費のことなんですけれども、博物館に関する

予算が、那須塩原市はすごく少ないというふうに

思っています。 

  それで、毎年余り多くないと思うんですけれど

も、那須塩原市全体として考えると、もう少し博

物館費を多くして、そして文化財に関して保護す

るなり、それからもっと展示するなり、博物館を

大きくするなりということが、そろそろ考えても

いいと思うんですが、そういうことを考えている

んですか。 

○佐藤委員長 金井館長。 

○金井那須野が原博物館長 博物館につきましては、

平成16年にスタートしまして、もう14年という形

で、先般収蔵等の問題も取り上げさせていただき

ましたけれども、資料自体も７万9,000を超えて

おります。そういった中で、資料をきちんと蓄積

して後世に残していくという作業もしっかりとや

っていかなければならないということ。あと、展

示に関しても、特に子どもたちとか親子とか、そ

ういった部分に関しても、やはり積極的にやって

いかなければならないということは、とりあえず

思っております。 

  そのような中で、私としては鋭意努力するとい

うことで…、状況としてはかなり地域の方々、那

須塩原市の方々が博物館に対しての意識というの

は、向上しているという言葉はちょっと違うかも

しれませんけれども、意識はしていただいている

というところもありますので、それに応えていく

という形で、特別展関係もより充実、あとは今、

アートの関係の部分もちょっと進んでおりますの

で、そういった部分も、小さい部分ではあります

けれども、展示になるべく生かしていきたい、そ

ういった形でも考えております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 今、たまたまアートでということも出

たんですけれども、そのアートでのまちおこしと

いうこともありますし、博物館、学芸員の数とい

うこともあります。お１人、今ふえましたけれど

も。 

  いろいろ考えますと、やはりもう少し、職員に

頑張っていただくという言い方も変なんですけれ

ども、やはり広さが必要ですし、やはり人がいな

いといろいろなものが進まないので、ぜひ生涯学

習課の中で、博物館に対して、やはりお金だと思

うんです。なので、人もお金もふやしていただい

て、やはりそうじゃないとアートのまちづくりな

んかできないんですと思いますので、何でふえて

いかないのかなと私は、金子委員だけではなくて

私も思いますので、そこら辺のところは、来年度

へ向けては、30年度はしようがないので、やって

ほしいなというふうに思っているところでやめて

おきます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 
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  金子委員。 

○金子委員 では、今博物館の質問が出たので、そ

こから入りますけれども、155ページの一番上に

博物館の収蔵資料収集と調査費の中で、次のペー

ジの小学校等費ということで100万という予算が

出ているわけなんですけれども、前年度は一応

200万だったんです。それで、これでももう全く

100万というのは丸１つ、あれ、これ間違えてい

るなと思って私は思ったぐらい、丸１つ足りない

ですよね。丸１つどころか、もっと足りないけれ

ども。どうして、これは200が100になったのか。

それは上からの予算なのか、下からの予算なのか、

その辺のところは聞けないんでしょうか。下で要

求しなければ、上からは入るわけないので、その

辺のところがどうなっているんですか、これ。 

○佐藤委員長 稲見部長。 

○稲見教育部長 なかなか、積み上げ予算というこ

とで今年度はやっておりますが、担当課のほうで

積算して出さないと、予算には上がりませんので、

それの査定というところがありますので、なかな

かこれを会議のときに言うと余りよろしくないん

ですが、文化とかに対する意識というのが私は低

いのかなと思っております。 

  もっとこういうところに予算をかけてというと

ころもあるんですが、建物自体が、まず西那須野

でつくったときの建物が、まずは予算が削られて

小さくなっているというのがあります。本当はも

っと大きかったんです。やはりいろいろな建物を

つくるんですけれども、そこに査定が入って、小

さくなってしまって、結果的に使い勝手がよくな

いなというのが、意外と役所がつくる建物になり

まして、本当はそれではまずいんですが、結果的

にそういうところが多いのが事実だと思っていま

す。 

  ですから、展示スペースも本来ですともっとあ

って、この部分は書画とか骨董品とか、そういう

のがあって、いろいろなものができればいいんで

すけれども、今はそういうことではなくて、もう

決まっていますので、そんな中で工夫をして、学

芸員さんがいろいろなものをやって、たくさんの

お客さんに来てもらっているというところであり

ます。 

  貯蔵品もたくさん確かにありまして、金子委員

のほうからご指摘があったように、日新の館のも

のは私も見ておりますし、こちらも見ております

し、つくろうとして実際には設計をしてあります

が、その関係でなかなか延び延びになっているの

が現状でございます。貯蔵庫のほうにつきまして

は。 

  そんな中で、このお金をどういうふうに獲得し

ていくかというのは、協議会のほうでいろいろ実

施計画とか、そういうのを上げていかないと、予

算の獲得に上がってまいりませんので、今までや

ってきたものを積み上げて、こういうふうにやっ

てお客さんにたくさん来てもらって、やっている

よということで、何かの実績を上げていかないと、

予算はなかなか獲得できないということなもので

すから、要するにこれが予算がふえるかというと、

なかなか厳しいものがあるのかなというふうに思

っておりますので、日々努力をしていきまして、

予算のほうの獲得に向けていきたいと。 

  昨年やりました恐竜展なんかすごい人数が入っ

て、３万人以上、３万人を超したんです。ですか

ら、使用料もどんと上がったんですけれども、こ

としはそれがなくなったので、収入のほうはちょ

っと減らしいただいて、300万円の限界で予算計

上はしておるんですが、そういうこともあります

し、館長以下、学芸員の方がいろいろ、全国的に

いろいろなコネがありまして、いろいろなものを

借りてこられたりしていますので、地方にする博
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物館としては、日本一活躍しているところと思っ

ております。 

  そういうことがありますので、実績を積み重ね

て予算獲得に向けてやってまいりたいというしか、

今は言うほかございませんので、ご勘弁を。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 今、いろいろ聞きましたけれども、意

識が低いんだという意識を持っているというのを

初めて聞いたので、本当にちょっとほっとしてい

るところなので。今までだと、意識高いのに、そ

んなのはいいんだという、逆に責められたぐらい

だったんだけれども、それはありがたいことで。

本当にみんなで、それはいい博物館にしていかな

いとと思います。 

  氏家のさくらミュージアム、私は規模的には同

じぐらいだと思っているんだけれども、建物は大

きいけれども、少し、だけど規模的に同クラスだ

と思っているんだけれども、それもすばらしい、

そういう意味では、まち全体で支援しているとい

う、それがもう見えてくるので。 

  それは別として、では今度は13ページの社会教

育補助金、歳入で。歴史文化基本構想策定支援事

業補助金として526万何がしあれしている。これ

は、どういうふうに支出のほうで、どうなってい

るんでしたっけ。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井生涯学習課長 こちらにつきましては、10款

教育費の中の文化財保護費の中で、まずは歴史文

化基本構想の策定業務の委託ということで486万

円計上させていただいているもののほかに、職員

の出張旅費と、あと歴史文化基本構想策定委員の

報酬、そういったものが含まれております。これ

の合計は526万9,000円を超えているところでござ

いまして、文化庁の補助基準にのっとって、10分

の10、100％補助という形になっておりますので、

ほぼほぼこれが歳出のほうにもそれぞれ振り分け

されているというような認識でいただければと思

います。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 そうすると、それは具体的になってい

るわけですよね。本当は。ただ、あちこちに分か

れて、そういう補助になっている。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井生涯学習課長 152ページの歳出のところで、

文化財保護費、2001事業、まず報酬で非常勤職員

報酬という形で歴史文化基本構想の策定委員の報

酬、これが33万3,000円。 

  それから、こちら、旅費の中で普通旅費12万

9,000円のうち、これの一部と、あと委託料の中

で歴史文化基本構想策定支援という形で、ちょっ

と太字になっている、新規の前にあるこの歴史文

化基本構想策定支援の委託料が486万円というこ

とになりますので。 

  ちょっと分かれてわかりにくいんですけれども、

こちら文化財保護費の中にその費用が入ってござ

います。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 そういうふうに入っているということ

でわかりました。 

  それでは、151ページですけれども、文化振興

費の中の下のほうですけれども、県移動音楽鑑賞

教室ということで43万8,000円が負担金出ている

わけですけれども、これは何か県のほうの教室が

大体決まっているんですか。 

○佐藤委員長 小池係長。 

○小池生涯学習課長補佐 県移動音楽鑑賞教室につ

きましては、県の教育委員会と文化庁の外郭団体

であります日本青少年センター、それと市のほう

の共催事業となっております。 

  こちらのプログラムにつきましては、日本青少
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年センターのほうで毎年プログラムを用意いたし

まして、それを県のほうで各県内の市町に調整を

図りまして、出演者が学校を訪れて演奏をすると

いう事業でございます。 

  那須塩原市におきましては、こちらにつきまし

ては、毎年手を挙げまして、中学校毎年１校ずつ、

毎年変わり番で、順番で演奏会を開いております。 

  以上になります。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 大体は、まだ多分プログラムも決まっ

ていないのかなということで、ちょっと１校だけ

というのは、本当はもったいない気がするんだけ

れども、これはどうしようもないもんね。いいで

す、それは。 

  それで今度、次のページ、152ページですけれ

ども、先ほど説明の中で、黒磯オペラ支援事業で、

翌日が文化会館の工事が始まるということで、中

学生の鑑賞教室がなくなるんだということだった

んですけれども、これは翌日それがなくなって、

一般の人の演奏会はそのままあるということだと

思うんですけれども、それで翌日なくなったから、

それじゃ費用が少なくなるということになるんで

しょうか。これは、黒磯オペラの事業団との話し

合いは、もうそれはちゃんとできているんでしょ

うか。 

○佐藤委員長 小池課長補佐。 

○小池生涯学習課長補佐 黒磯オペラにつきまして

は、先ほども課長のほうからご説明させていただ

きました。翌日の10月から耐震補強工事に入ると

いうことなんですけれども、実は黒磯、例年です

と12月に公演をしておりまして、翌日中学校の鑑

賞教室を行っておりました。ただ、工事に入るの

で、オペラのほうでもことし１年休止するかとい

う検討もあったんですが、一般公演だけどうして

もやりたいということで、文化会館のあきで９月

末、それ以前だと、今度練習が間に合わないとい

うことで、ぎりぎりのタイミングで一般公演を持

ってきたと思うのでございますが、この時期です

と中学校のほうは当然、学校行事等が一番忙しい

ときですので、学校行事を１学年を丸々時間を潰

して鑑賞教室に充てることはちょっと難しいとい

うことで、今回は中学校公演につきましては、休

止ということにさせていただきました。 

  ただ、こちらの支援事業についての補助金につ

いてですが、制作費にかかるお金というのは、当

然膨大なお金かかりますので、ただ、当日演奏に

当たる方の、自分たちの会員だけではなくて客演

で来ていらっしゃる方がいらっしゃいますし、あ

と舞台運行の業者にもかかりますので、それが通

常ですと、ゲネプロを含めまして３日間とってい

るところを２日で済みますので、若干費用的に安

く上がっています。 

  そのことにつきましては、オペラをつくる会の

ほうから見積もりをいただきまして、例年の費用

と30年度次に見込まれます公演のほうの費用の見

積もりはいただいていまして、それを比較して予

算的には補助金のほうは歳出させていただいてお

ります。 

  以上でございます。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 オペラをつくる会のほうで、それは了

承済みみたいなお話ですから、それはいいんでし

ょうけれども、50万ほど減らされているという形

で見積もりが出ているのでは、もう何とも言えな

いけれども、なかなか減らすというのは難しいで

すね。ああいう舞台のあれは。 

  それで、その下の創作劇支援事業が475万出て

いるんですけれども、それと比較して、今後です

けれども、創作劇のほうは毎年同じ出し物で出し

ているということで、私は、比較的そういう費用
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がある程度節約というか、あれができるのではな

いかという勝手な推測しているんですけれども、

だから、この費用については、黒磯オペラともう

本当に逆転しているんじゃないかといつも思って

いるんですけれども、創作劇のほうを応援してい

ないわけではないんですけれども、その辺のとこ

ろを考えると、黒磯オペラがいかにも少ないので、

これちょっと減額したということで残念だなと思

っていたんですけれども、その辺のところ、今後、

検討してもらえるとありがたいなと思います。 

  それで終わります。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  中村委員。 

○中村委員 それでは、何点か質問をさせていただ

きます。 

  142ページのコミュニティー活動支援費の中の

自治総合センターコミュニティー助成事業1,060

万の中身をちょっと聞かせてください。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井生涯学習課長 こちらにつきましては、まず

先ほど、５つのコミュニティーから申請が出てい

るというお話をさせていただきましたけれども、

申請が上がっていますのは、上厚崎コミュニティ

ー、それから三島地区のコミュニティー、あと大

山地区コミュニティー、狩野地区コミュニティー、

西地区コミュニティー、この５つでございまして、

それぞれ申請の内容につきましては、上厚崎コミ

ュニティーにつきましては、会議用のテーブルで

すとか冷蔵庫、それからテント、あとはノートパ

ソコン、プリンターというようなもので220万円

ということになってございます。 

  それから、三島地区コミュニティーにつきまし

ても、中身としましては、会議用のテーブル、そ

れから椅子、それから冷蔵庫、パソコンとかプロ

ジェクター、そういったもので250万円というも

のでございます。 

  大山地区コミュニティーにつきましては、こち

らも会議用のテーブル、それから椅子、それから

ノートパソコン、プリンター等で180万円という

ものでございます。 

  狩野地区コミュニティーにつきましては、会議

用の椅子、それから演台とか紅白幕とか、そうい

ったもので220万円。 

  それから西地区コミュニティーにつきましては、

デジタル印刷機、それから座卓プロジェクターと

いうことで190万円というものでございます。 

○中村委員 わかりました。そうしますと、５つの

コミュニティーが設立されまして、そういった部

品とか、そういったコミュニティー活動の中で使

うものを、これから新しくコミュニティーを立ち

上げていかれる方もこれからいっぱい出ると思う

んですが、某議員が前回の一般質問の中でも言っ

ていたように、15館構想の中で、もっとこまめな

コミュニティーをつくっていくんですよという主

張の答弁を聞いた中でいくと、かなりのコミュニ

ティーの組織ができ上がっていく中で、そういっ

た中にもこれからずっとこういうふうに補助金は

いろいろなもので出されていくという考えでよろ

しいですか。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井生涯学習課長 ちょっと説明が足りなくて申

しわけなかったんですけれども、こちらはあくま

でも申請段階でございまして、例年採択されるの

は大体１、もしくは２コミュニティーということ

でございますので、昨年度も４つのコミュニティ

ー申請しましたけれども、採択されたのは青木地

区のコミュニティーだけということでございます

ので、こちらあくまでも自治総合センターのほう

で、この申請の内容を検討して採択するというも

のでございますので、採択されなければ当然、こ
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の事業ができないということになりますので、そ

の分、うちのほうは減額補正という形になります

ので、この辺の３月補正分の中で採択されなかっ

た分については、減額補正をさせていただいてい

ますので。 

  今後、こういった形でコミュニティーの充実と

いう形で、自治総合センターの助成金を使って、

やりたいというところはあるんですけれども、な

かなか採択されないというところもありますので、

なかなか難しいというところはございます。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 わかりました。 

  要するにこれは、何らかの補助を運用する中の

補助金という理解でよろしいんですか。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井生涯学習課長 こちらはあくまでも、その助

成金の原資となるものは、自治宝くじの売上金を

充てているものですから。当然採択されたら、宝

くじの普及活動のためのシールを張ったりとかと

いうことで、これは宝くじの助成金ですという形

をやるという、そういうことになります。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 そうしますと、今回は５つ当たったと。 

○室井生涯学習課長 いや、まだ。 

○中村委員 一応当たる予定があるから、こういう

ふうに予算を取られたという解釈でよろしいんで

すか。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井生涯学習課長 あくまでも、これはコミュニ

ティーから申請したいという要望があって申請し

たものでございまして、今後決定になるかどうか

というのは、６月以降の自治総合センターからの

決定を待ってということになります。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 了解しました。ちょっと勉強不足でご

ざいましたので、お聞きさせていただきました。

ありがとうございました。 

  続きまして、東那須野公民館の駐車場整備につ

いてですが、この駐車場整備に伴う物件移転補償

費が280万計上されておりますが、工事費より高

いぐらいに補償費を積まれているということです

が、これはどのようにしたんですか。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井生涯学習課長 こちらにつきましては、現在

公民館をごらんになった方はわかると思うんです

けれども、ちょうど駐車場のところにぽつんと古

い倉庫がございまして、こちらにつきましては、

個人所有のものということなんですけれども、市

のほうの物件補償の算定式に照らし合わせますと、

あのような古い倉庫であっても、このぐらいの費

用がかかってしまうというものでございますので、

これについては、取り壊しの費用を含めて280万

円という形で算定をしております。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 そうしますと、取り壊した後のあそこ

の空き地は、市のほうで借りて駐車場として利用

されるという解釈ですね。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井生涯学習課長 今議員おっしゃったとおり、

あそこのところ更地になってから、当然駐車場と

して整備するということで、工事費用のほうも計

上させていただいています。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 そうしますと、東那須野駐車場の整備

はこれで全て完了という形でよろしいですか。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井生涯学習課長 とりあえず現時点での駐車場

については完了をするというような予定でござい

ます。 

○佐藤委員長 中村委員。 
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○中村委員 わかりました。 

  続きまして、先ほどの博物館の館長さんがおみ

えになっていまして、今、文化芸術振興が非常に

盛り上がってきたところでございますので、恐竜

展に引き続きまして、ことしは家族農業展を開催

するのだということでございますので、どんなも

のなのかちょっと説明いただければと思います。 

○佐藤委員長 金井館長。 

○金井那須野が原博物館長 今年度、先ほども説明

ありましたように明治150年ということで、内閣

官房のほうから、そちらのほうの関係でのあれが

入ってきまして、全国ですけれども、中で何件か

指定されていると。指定といいましょうか、記念

の行事ということで位置づけさせていただいてい

ます。 

  その中に、野州塩原、ＤＣ関係で野州塩原の４

月28日から始まる野州塩原も入ってはいるんです

が、今ご質問の特別展としまして、９月15日から

11月25日まで「那須野が原に農場を、華族が目指

した西洋」というタイトルで開催を予定しており

ます。 

  内容につきましては、この那須野が原において、

農場数が約40農場ある、これはまさに牛乳と同じ

ですけれども、本州最大の農場群がここにあると

いうことです。あわせまして華族農場が、今とい

いますか、試算した段階で19農場あるということ

で、これも本州最大の農場群ができているという

こともありまして、特に昔から那須野が原、うち

のほうの博物館も近代の部分も力を入れてきた部

分がありまして、そちらのほうを今回満を持して

出していくというような形で考えております。 

  あわせて、図録といいましょうか解説書のほう

も現在作成中でありまして、それをあわせて、地

域の皆様に、こういったある意味すばらしい歴史

があるということを認識していただくというよう

な形で特別展を開催していきます。 

  以上であります。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 まさに那須塩原市の開拓という原点を、

今回そういったもので見させていただいて、私ど

も那須塩原市にも見学をさせていただいたり、県

外、また都市圏からの来場者もぜひとも呼んでい

ただいて、ＰＲをしていただければと思っており

ますので、よろしくお願いしたいと思っておりま

す。 

  先ほど来から話が出ました、余談でございます

が、ちょうど博物館つくったときが、たまたま平

山議員が町長さんだったということもございまし

て、縁もゆかりもありますので、そういった意味

においては、一生懸命取り組んでいけるのではな

いかと思っておりますので、よろしくお願いした

いと思っております。 

  それと、最後になりますが、青少年健全育成の

中の成人式のハーモニーホール31万2,000円、こ

れはハーモニーホール、減免措置きかないという

ことでございますが、やむを得ないと思いますが、

めったに那須塩原市の公共的な行事をハーモニー

ホールでやったことがないということで、今回ハ

ーモニーホールの補助金、いろいろ入れますと１

億以上も出しているという中で、実際子どもたち

が使うというときに31万2,000円も本当に取って

いいのかというのを非常に痛切に感じたものです

から、これを正直申しまして、大田原地区の成人

式も全て支払いをしているということをちょっと

確認させてください。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井生涯学習課長 こちらにつきましては、減免

規定がないということでございますので、当然大

田原市も予算化をして、ハーモニーホールに使用

料を払っているということでございます。 
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○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 例えば、これが黒磯文化会館で行った

場合にも、こういった使用料を払っているんです

か。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井生涯学習課長 黒磯文化会館、それから三島

ホール等につきましては減免規定がございますの

で、当然使用料のほうは払ってございません。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 そういったものがしっかり決まってい

る場合にはやむを得ないと思いますが、まさに両

市で運営されているというものでありますので、

そういったものには特段の配慮をされるのも一つ

ではないかという気もしたものですから、ちょっ

とお聞かせをいただきました。 

  そんな中で、成人式予算とはちょっとかけ離れ

ているので、成人式のことをちょっとその他でお

聞きします。ありがとうございます。 

○佐藤委員長 では、ほかに質疑ございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 152ページ、少し、先ほど金子委員の

質問に続くんですが、そこの一番上の部分の補助

金のことなんですけれども、その羅列してあると

ころの下から３番目に黒磯オペラ支援事業270万、

その下に創作劇支援事業475万というのがあるん

ですけれども、これは補助金を出すに当たって、

黒磯オペラはお金を取っていると思うんです。多

分1,000円の入場料を取ってやっているんです。

創作劇の支援事業は、西那須野の劇団がただでや

っているんです。 

  ずっと思っていたんですけれども、似たような

ものなんです。市内なり元町民なりが立ち上げて、

今は那須塩原市の市民の方たちで、片方はオペラ

だし、片方は劇ということでやっているのにもか

かわらず、片方はずっと1,000円を、つまり自助

努力をして売ってやっているのに、片方はただと

いうことで、私はこの差がずっと多分その収入あ

るなしだと思っていたんですけれども、なぜこう

いう差ができているのか、これから補助金の見直

しをするそうなんですが、そういうことについて、

生涯学習課は何も感じていないのかどうか、教え

てください。 

○佐藤委員長 小池課長補佐。 

○小池生涯学習課長補佐 今、議員がご指摘いただ

きましたように、合併以前につくられました支援

の違いが引きずっているところは若干ございます。 

  ただ、黒磯オペラに関しまして、また劇団なす

のに対しまして、生涯学習課のほうでも、どちら

かの方式に合わせられないかということで、双方

の団体に対して働きかけをやったことはございま

す。 

  例えば、黒磯オペラに関しましては、あそこは

入場料収入と合わせてスポンサー収入ということ

で、プログラムをつくるために事業所から広告料

をもらいまして、制作費分に充ててございます。 

  例えば、劇団なすののほうは、いわゆるオリジ

ナルの郷土の歴史を扱った劇をやっているという

ことで、黒磯オペラに関しましても、例えば「那

須野巻狩」とか「殺生石物語」とかございますの

で、そういった地域に密着した演目だけをやって、

例えば無料にできないかというような統合を、働

きかけを黒磯側のほうにやったことはございます。

ただ、そのときに黒磯オペラの回答といたしまし

ては、それだけですとお客さんが毎年同じ演目を

繰り返しているとあきてしまうので、どうしても

我々は、モーツァルトとか、メリー・ウイドウと

か、そういうものをやりたいので、そのためにそ

ういった市のほうの申し入れには、ちょっと乗れ

ないというような回答をいただいております。 

  また、なすのにつきましても、まずこちらが先
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ほども申しました、まちの郷土の歴史というもの

を市民、町民の方に見ていただくということをコ

ンセプトにつくられました劇ですので、劇団につ

きましては、その劇だけをやっているので、我々

はそれを普及させるためにやっているので、いわ

ゆる料金を取ってまで見せたくはないというふう

に劇団のほうから言われまして、ということで、

劇団のほうの意見といたしましては、ただ毎年や

っていますと、立ち見が出るくらいのお客さんが

入っていますので、例えばこれがずっとやってい

て、お客さんがもう来なくなった時点で我々の目

的は達成されたので、そのときは潔くもう劇団を

解散しますというふうなのもちょっと言われてい

るところもございますので、そこら辺は考え方の

立ち位置の違いが、どうしてもこちらの補助金の

ほう、申請額のほうに反映されているというとこ

ろが実情でございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 今いろいろ述べていただいたのは、こ

のもらっている劇団側のお話だと思うんですけれ

ども、補助金ってそんなに欲しいと言ってもらえ

るものではないです。これはとても大きいもので

して、何年か前に補助金の査定をしていますよね。

そのときには、このことについてどうやったかと

いうこと、私はそのときの補助金の審査を結構見

ていたんですけれども、関係者が入っていたんで

す。審査員の中に。そういうことで、そんなのい

いのかなとは思ったんですが、減らなかったんで

す、そんなに。 

  今のお話はもらっている側の論理であって、や

はり出す側が、やっているものが市に関係すると

かないとかということではなくて、やはり市民団

体がやっているものですので、来年度から補助金

の審査をやりますので、ぜひ市のほうの考え方を

統一していただいて、ほかにも何にももらってな

いでやっているところもあります。大きなお金で

して、出ている人も毎年同じ人が出ているという

こともあります。見る人は、出る人がたくさんい

ればたくさん見に行くんです。ただだと。子供が

いっぱい出ているので。 

  私は、やはり単独補助金を一部の人にだけあげ

ることは反対ですので、教育部のほうでというか、

生涯学習のほうで、団体への補助金の基準をこの

際ですので、きちんと出していただいて、誰が聞

いても、片方は1,000円取ってこれだけ、片方は

ただでこれだけというのは、外に向けて説明でき

るのか。今のは説明になっていないような気がす

るんです。もらっているほうの言い分だけなの。

それを来年度にはきちんと示していただくという

ことで、ことしは仕方ないのかなというふうに思

います。 

  以上です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  金子委員。 

○金子委員 ついでに今の山本さんのあれなんだけ

れども、やはり市の文化とか、それから市の歴史

とか、そういうものにまつわる作品については、

やはりただグループが何か芝居をやっているとか、

何か音楽をやっているとかというのは全く違うの

で、それを育てるという意味では、大いに支援す

るということを私は言っていきたいところなんで

すが。 

  それは別として、ちょっと質問抜けてしまった

のがあったものですから。155ページの一番上の

書画骨董費の中で、さっき200万が100万になった

というあれだったんですけれども、この100万の

内訳をちょっとお聞かせください。 

○佐藤委員長 金井館長。 

○金井那須野が原博物館長 そちらのほうにもあり

ますように、歴史資料、自然資料、民俗、そして
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文学作品というような形で、項立てとしてはそち

らのほうになります。 

  その中で、歴史資料関係につきましては、地図

関係とか、昨年、地図関係をやって大変盛況であ

りまして、そのような形での活用をしていきたい

というところがございます。 

  あと錦絵とか、そういったものに関しましても、

やはり近代ということをアピールするには、色彩

豊かなものも含めて、そういったところもありま

して、歴史資料としてはそのような形で。 

  史料に関しましては、化石関係、恐竜で大変３

万人という形で入場者をいただきましたけれども、

基本的にはやはり資料、お返しするものもかなり

あるわけなんですけれども、館としてきちんと収

蔵をつくってやっていきたいという部分もありま

すので、自然資料に関しては、化石とかそのよう

な形。 

  あと民俗資料に関しましては、購入できるとい

うところ。民俗は基本的には地元のものでありま

す。寄贈という形はとりますけれども、展示とい

う形になると、若干ちょっと変わってきますので、

特に今は昭和の時代とか、あとは電化製品という

ことで、実は来年度の12月からは「うちにテレビ

がやってきた」という、そういったタイトルで企

画展を開催する予定ですので、そういったところ

を補強するという意味で考えております。 

  また、文学につきましても、塩原も含めまして、

那須野が原の文学というものに関しても注目をし

ていますので、それにかかわる図書関係、初版本

とか、そういった部分をなるべく整理して収集し

ていきたいと思っています。 

  以上です。 

○金子委員 はい、了解です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  平山委員。 

○平山委員 さっきの博物館の関係で、催しで、こ

としは華族農業ということで開拓の歴史というの

をやるので、市としてもちょうど日本遺産に手を

挙げていると、150年だという機会なので、ぜひ

館長、そのやつも、この地域の開拓の歴史という

か、その日本遺産に訴えるような、タイトルをや

っただけでもきっと訴えていると思うので、そこ

をしっかりと、９月で大変でしょうけれども、準

備をしてその地域の歴史というのをどうやって周

りの人たちに発信できるか。 

  私は、明治村なんかよりもこちらのほうが実質

来ているので、実質ですから、向こうは集めたや

つだから、その辺をぜひこれを機会に、市長も力

を入れているから、日本遺産にあれしたというこ

とは、ここを売りにしていこうということでしょ

うから、ぜひひとつその辺、要望になってしまい

ますけれども、しっかりと企画して、ただつまら

ない集めたやつではなくて、何か考えてください。

よろしくお願いします。 

○佐藤委員長 金井館長。 

○金井那須野が原博物館長 今も委員さんからお話

があったんですけれども、日本遺産の関係で生涯

学習課が中心になってやっているわけですけれど

も、日本遺産に関してましても、華族農場という

切り口。うちのほうも、それと全くタイアップし

ながら、開拓の切り口はいろいろな切り口がござ

いますけれども、やはりそれは一体となった形で

やっていきたいということで、博物館としまして

も、特別展は華族農場というような形で考えてお

ります。 

  今も資産があるということを言われましたけれ

ども、特にうちのほうもそう思っていますので、

見学会とかそういったような形では、各別邸とか

そういったところを巡りながら市民の方々に、す

ぐいっぱいになってしまうんですけれども、これ
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に関してはなるべくＰＲしていきたいと。 

  あとは松方さんの別邸とか、あとは東京大学の

五百旗頭先生とかをお呼びして講演なんかもして

いくというような形で、展示だけではなくて、い

ろいろな形での事業を展開していきたいと思って

おります。 

  以上です。 

○佐藤委員長 平山委員。 

○平山委員 ついでですけれども、田空もあります

し、その辺がサテライトを整備したりしているの

で、これはちょっと今、矢板まで入ってしまうの

かな、それでいろいろ広いんですよね、この県北

地域の、何かの役に立つと思うので、ぜひひとつ

館長よろしくお願い申し上げます。 

  以上です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 では、質疑を終了したいと思います

が、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第９号 平成30年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決することにご異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第９号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○佐藤委員長 次第にはございませんが、そのほか

で委員の皆さんから何かございますか。 

  中村委員。 

○中村委員 （成人式の開式時間について。） 

○佐藤委員長 ほかに委員の皆さんからありますか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 （文化振興費の補助金の見直しにつ

いて。） 

○佐藤委員長 ほかに委員の皆さんから何かござい

ますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 生涯学習課の皆さんから何かござい

ますか。 

〔「ございません」と言う人あ

り〕 

○佐藤委員長 それでは、生涯学習課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。 

  なお、10分間休憩といたします。 

 

休憩 午後 ４時３２分 

 

再開 午後 ４時４２分 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎スポーツ振興課の審査 

○佐藤委員長 それでは、スポーツ振興課の審査に

入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３４号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 議案第34号 那須塩原市体育施設条

例の一部改正についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  後藤課長。 

○後藤スポーツ振興課長 （議案第34号について説

明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  金子委員。 

○金子委員 このエアーライフル射撃場を削るとい

うのはどういうことなんでございましょうか。 

○佐藤委員長 後藤課長。 

○後藤スポーツ振興課長 現在くろいそ運動場にご

ざいますエアーライフル射撃場を廃止、撤去する

ものです。 

  以上です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第34号 那須塩原市体育施設条例の一部改

正についてを原案のとおり可決すべきものとする

ことに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第34号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５３号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 次に、議案第53号 那須塩原市スポ

ーツ施設整備計画についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  後藤課長。 

○後藤スポーツ振興課長 （議案第53号について説

明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 今回、平成30年から33年までの後期計

画ということでこういうふうな計画書をうたって

いました。つい昨年まで、後期計画につきまして

は屋内施設の整備に入ります、平成25年から平成

28年までずっとそういう話を聞いてきました。国

体の施設を中心に整備するというのは当然だと思

います。 
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  しかしながら、このほかに、いわゆる当時ずっ

と言ってきた屋内施設の整備という文言は一切入

ってこないように見えるんですが、これは大きく

方針を変更したということなんでしょうか。 

○佐藤委員長 後藤課長。 

○後藤スポーツ振興課長 方針を変更したというこ

とではございません。屋内施設の前期計画の中に

は後期計画のことも一応のせてございまして、30

年から33年度は屋内スポーツ施設の耐震化、これ

を入れたいということで、前期計画にも記載して

ございます。これが、この計画を実施している途

中で国体が決まったということもございますけれ

ども、基本的には、先ほども申し上げましたくろ

いそ体育館の耐震化、それからテニスコートの管

理棟の耐震化、これは屋内施設の整備ということ

でもございますので、全く屋内施設整備をやらな

いということではございません。継続して屋内整

備をやってまいりたいというふうに考えておりま

す。 

  以上です。 

○佐藤委員長 ほかにございますか。 

  山形委員。 

○山形委員 一応先ほどから見させていただいて、

平成34年度、本県で開催される栃木国体が一応５

種目ということで内定ということですね。それが、

例えば５が６になったり４になったり、それでこ

の計画が多少ずれてくるということは考えられま

すか。 

○佐藤委員長 後藤課長。 

○後藤スポーツ振興課長 現時点では、５種目は今

内定という段階なんです。国体というのは、３年

前に日本体育協会が決定するわけで、まだ３年前

ではございません。ですので、可能性はゼロでは

ないですけれども、基本的に栃木県から５種目と

いうことでお話はいただいていますので、一応そ

ちらを念頭に置いて進めてはいきたいと思います

が、もし万が一４種目やってくれとか種目を減ら

しましょうとかいう場合は、また議会等に協議さ

せていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山形委員。 

○山形委員 栃木国体開催後、改めてまた優先順位

をつけて整備の事業をするということなんですが、

前期で完了しなかった事業とかでいろいろあるん

ですけれども、改めて優先順位をつける、どうい

うつけ方で判断が、そういうことがわかれば教え

てください。 

○佐藤委員長 後藤課長。 

○後藤スポーツ振興課長 34年、33年までの計画で

すので、国体後になるわけですが、本当に国体前

には計画を立てなければ間に合いませんので、そ

の中で、もちろん市民へのアンケートとか、それ

からパブコメとか、当然、市民の声、それから議

員さんのご意見もいただきながら、今、何が、市

民が一番求めている体育施設なのか、何を直さな

ければならないのかということを考えながら検討

してまいりたいと、優先順位をつけてまいりたい

と思います。 

  以上でございます。 

○佐藤委員長 ほかにございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 
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  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了いた

したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないと認め、討論を終了し、

採決いたします。 

  議案第53号 那須塩原市スポーツ施設整備計画

についてを原案のとおり可決すべきものとするこ

とに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第53号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 これより予算常任委員会（第二分科

会）に切りかえて審査をいたします。 

  議案第９号 平成30年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  後藤課長。 

○後藤スポーツ振興課長 （議案第９号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  山本委員。 

○山本委員 ２つあるんですが、１つ目は、体育振

興費、156ページの新規事業の委託料の明細と、

これはスキー教室開催ってどんなことをやるのか

教えてください。 

○後藤スポーツ振興課長 こちらは、今までやって

おりました市民のスキー教室のものでございます。

こちらは、去年、観光庁のほうから、自治体が管

理するツアーに関して、旅行業法の取り扱いの注

意ということで通知がありました。行政が不特定

多数の個人に集金をしてそういうツアーをするの

はいかがなものかという通知がございまして、そ

の後、また通知がありまして、本当にグレーゾー

ンですけれども、はっきりした答えはなく、やっ

ていいものと悪いものと分けられているという感

じなんですが、本来ならばこちらを借上料でやる

よりも業務委託して、その免許を持っている旅行

会社さんにお願いする、それが本来の姿だろうと

いうことで、県のほうからも指導がございました

し、またマスコミも、埼玉県のどこかの自治体が

マスコミに出まして、問題になったものですから、

借上料からこちらに業務委託料として予算科目を

変更したというものでございます。内容は変わり

ません。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 これは会津のほうのスキー場に出たも

のだと思うんですけれども、それで、やり方を変

えても、予算的なものは変わらないということで

すか。 

○佐藤委員長 後藤課長。 

○後藤スポーツ振興課長 このスキーの委託料は、

内訳は45万円になるわけなんですが、借上料と業

務委託料と、変更になってもほぼ変わらないとい

うことでやらせていただいています。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そういうのが問題になっているという

のは新聞で見たような気もするんですが、これに

よって何か市のほうのメリットというのがあるん

ですか。 

○佐藤委員長 後藤課長。 

○後藤スポーツ振興課長 メリットはすごいござい

まして、結局、受け付けの業務とか、それからお
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金を扱う業務、それが全くなくなったと。全て旅

行会社さんというか会社にお任せできるので、私

どものほうでは、広報に載せるとか、募集も基本

的にはそちらでやってもらっていますので、その

事務量が減ったということで、かなりメリットが

ございました。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 それでも募集のときは、市が市民スキ

ー何とかとか、今までと同じように市が主催して

やっているんだということを表に出すことはでき

るんですか。 

○佐藤委員長 後藤課長。 

○後藤スポーツ振興課長 基本的には主催は共催と

なるんですかね、そういう旅行会社というか、体

育協会もそういう、例えば旅行会社もそうですし、

あと体育協会のスキー連盟とか、そういう団体が

ございますので、そちらに主催していただくとい

う形になります。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 安全性をとってやるんだと思うんです

が、市がやっているスポーツ関係ので、ほかはそ

ういうものはないですか。 

○佐藤委員長 後藤課長。 

○後藤スポーツ振興課長 私が携わっている教室、

市民から集金をして、バスでどこかへ連れていく

とかというのはスキー教室だけです。 

○山本委員 了解しました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 まず、157ページ、体育振興費の補助

金新規のこれ、質疑等でも、それから全協等でも

説明はいただいていると思うんですが、プロフェ

ッショナルスポーツ団体への補助金として100万

円と、いわゆる宣伝効果のあるものというふうに

受け取ったわけでございますけれども、この100

万円という算出をした根拠がもし説明いただけれ

ばと思いますが。 

○佐藤委員長 後藤課長。 

○後藤スポーツ振興課長 こちらの100万円の内訳

ということですけれども、委員さんがおっしゃい

ましたその本市の那須塩原市のＰＲ、ユニホーム

に掲載したり、バックボードに掲載していただい

たり、それもございます。それから、本市につい

ても実際やっていただいているんですが、自転車

教室、小学生、それから幼稚園、本市のホームタ

ウンの自転車チームが実際に自転車教室をやって

いただいて、実績がございます。それから、今年

度、那須塩原ハーフマラソン、それから市民駅伝

大会に来ていただいて、ユニホームを着て先導し

ていただくということもやっていただいておりま

す。 

  今後、そのほかに、スポーツ関係ではないんで

すけれども、例えば巻狩まつりとかふれあいまつ

りとか市内のイベントに協力してもらうと、そう

いうことの事業の中に入れ込んだというふうにな

っている中での積算ということで、おおむね100

万円ということで一応計上させていただいたとい

うことでございます。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 よくいろいろなスポーツのユニホーム

に対する宣伝費とかというのは、例えば胸だった

ら幾らとか、肩だったら幾ら、背中だったら幾ら

とかいう、太ももだったら幾らとかという、そう

いう各競技団体によってある程度何か決まってい

るんでしょうが、申し合わせみたいなのがあるん

でしょうが、このいわゆるブラーゼンだと思うん

ですが、ブラーゼンのその部分の名前をつける人

数とか、例えばそういうものをある程度そのチー

ムのほうから、こういうものはこうでという、そ

ういうものがあって出てきた数字ということなん
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でしょうか。 

○佐藤委員長 後藤課長。 

○後藤スポーツ振興課長 委員さんおっしゃるとお

りで、ユニホームのネーミングについては、両袖

に那須塩原市と入れさせていただくということで

お話をいただいてございます。それから、記者会

見で使うバックボードにも那須塩原市、今まで那

須町と大田原市しか入っていなかったものですか

ら、これに那須塩原市も入ると。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 続きまして、158ページの落成記念試

合の件ですが、先ほど、学連の審判員の方に見て

いただいてというお話だったと思うんですが、指

摘された内容についてはそこまでに全てクリアで

きるというふうに理解してよろしいんでしょうか。 

○佐藤委員長 後藤課長。 

○後藤スポーツ振興課長 審判長さん、球場がほぼ

完成した時点で視察していただいたんですが、２

点指摘されまして、１点目は、ダックアウトから

グラウンドに出るときにちょっと段差があるんで

す。野球のスパイクだとひっかかるんじゃないの

かなという指摘をいただきました。それについて

は、ゴムマット、私どもは駅伝大会などでロード

を走るときに、ちょうど段差があるところはそう

いうゴムマットを敷くんです。そのゴムマットを

敷いて対応できるのかなというふうに思っており

ます。 

  それから、もう一点指摘されたのが、今回、グ

ラウンドの周りに外野フェンスというか、防護フ

ェンスですね、やわらかい、外野手が当たっても

けがしないようなやわらかい防護フェンスがつく

んですが、地上から防護フェンスの間にちょうど

10センチか15センチぐらいの空間があるんです。

これはどこの球場もあるんですけれども、なぜあ

るかわからないんですが、スライディングキャッ

チするとそこにひざが入っちゃったり足首が入っ

ちゃったりして危険なんじゃないですかという話

をいただきました。工事はもう終了しますので、

その対応については、例えば筒型の土のうがあり

ますので、砂を入れて土のうのほうを埋めていく

とか、なるべく足が入らないような対応はできる

のかなというふうに今の時点では思っています。 

  以上です。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 それともう一点ですが、そうしますと、

あともう一点、すみません、私が聞いているとこ

ろでは、いわゆる本部席の中の壁にホワイトボー

ドが張ってありまして、それがちょうどマウンド

から見たところにまるっきりホワイトボードがあ

ったよということで、当然、打球の判断が外野手

がしづらいだろうな、内野手もそうなんですが、

そのホワイトボードは、本部席の前のガラスをス

モークにするか、もしくはホワイトボードを隠す

かというようなことだったんだろうと思うんです

が、それに対する対応も今後の検討ですか。 

○佐藤委員長 後藤課長。 

○後藤スポーツ振興課長 委員さんおっしゃるよう

に、プレーしている選手が、本部席の中が白い壁

なんですね、オフホワイトなんですけれども、確

かに白いボールなので、確かに野手がそれと重な

ると見づらいというのは何となく私どもも理解し

たので、大学野球とか、例えば有料試合とか、お

金を取る試合のときには、例えばブルーシートを

張るとか、先ほど相馬委員さんがおっしゃられた

ように、ガラスにはスモークですか、こっちから

は見えますけれども、向こうからはちょっと暗目

になるスモークを張るとか、そういう検討はしな

ければいけないなというのは思っています。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 それと、その下に新規でリニューアル
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オープン記念式典というふうにございますが、こ

れは質問ではないか。一昨年ですかね、那須塩原

市10周年記念事業ということで、ヤクルトスワロ

ーズの当時監督でありました真中監督を呼んで野

球教室があったかと思うんですが、そのときのい

わゆる開催方法について、ある程度、いろいろ不

手際があったように実は私は思っておりまして、

真中監督に対しても非常に失礼だったんではない

かなというようなこともあったりしたものですか

ら、今回の記念式典において、やはり市内だけで

はなくて、そうした大学野球連盟であるとか、そ

れはさまざまな方が恐らく招待されるんだろうと

いうふうに思いますので、そういった失礼を感じ

るようなことがないように、今からもう、半年前

からわかっていることなので、きちんと計画を練

って進めていただきたいというふうに思います。 

○佐藤委員長 後藤課長。 

○後藤スポーツ振興課長 真中さんが来た、ときの

野球教室の話は私も耳にしてございます。ですの

で、そのようなことがないような対応を今回はと

ってまいりたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 同じところのことですけれども、関東

甲信越新潟といいましたっけ、大学秋季リーグと

おっしゃっていますが、どのくらい知名度がある

ものなのか。多分有名なものなのかもしれないで

すが、そういうものを開くに当たって、人がいら

してくださいといったときに、あそこの観覧席な

どで足りるとか、例えば少年野球の人を優先的に

呼ぶとかいろいろやると思うんですが、その辺の

計画というのは少しは立っているんですか。 

○佐藤委員長 後藤課長。 

○後藤スポーツ振興課長 こちらの関甲新学生野球

連盟というのは、北関東、それから甲信越地方に

所在する大学の硬式野球部で、現在20チームで構

成されています。県内では白鴎大学、それから作

新学院、それから宇都宮大学と３校が加盟してご

ざいます。そのオープンの記念式典の前の開幕試

合は、できれば地元の作新学院大とか白鴎大とか、

そういうもので来ていただけると大変ありがたい

なとは思っていますけれども、あと、委員さんお

っしゃったような、お客さんの件ですけれども、

こちらの記念事業については、スポーツ振興課で

ＰＲしたいと思います。広報、ホームページ、そ

れから市内の各小中学校へチラシをお配りして周

知はしたいと思います。 

  当然、記念試合なので、議員さんの方々も、そ

れから那須塩原市の野球連盟の方々もご案内はし

ますので、その中でも、この球場は700席からご

ざいます。芝生席もございますので、十分足りる

というふうに今は見込んでございます。周知のほ

うについては、年度が明けましたら早速取りかか

りたいと思います。 

  以上です。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 もう一つ、今、９月１日とおっしゃっ

たと思うんですが、これは話してもいいことなん

ですか。つまり、外に向けて言ってしまってもい

いことなんでしょうか。 

○佐藤委員長 後藤課長。 

○後藤スポーツ振興課長 学連のほうの理事会では

もう承認をいただいているということですので、

こちらはいずれにしろ、議会でご議決いただいて

からということがありますので、そうしましたら

オープンにしていただいてもよろしいかと思いま

す。 

○山本委員 了解しました。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 すみません、最後に１点だけ。 
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  恐らく９月の第１土曜日になりまして、恐らく

厚崎中学校のもしかすると体育祭にかぶってくる

だろうというふうに、１日なのか翌週なのか、ち

ょっと学校のほうのあれはわからないんですが、

第１土曜日だと１日になってしまうので、そのと

きに、いわゆる観客のところで駐車場ですとか、

それから駐車場に誘導するための人員ですとか、

その辺も含めて予算は考えていらっしゃるという

ことでよろしいんでしょうか。 

○佐藤委員長 後藤課長。 

○後藤スポーツ振興課長 おっしゃるとおり、９月

１日はちょうど厚中の運動会と重なる可能性がご

ざいます。お客さんがどれだけ来るか、ちょっと

見込めないんですけれども、多く来た場合は、今

の補助球場を駐車場にしたいと思っていますし、

駐車場の誘導、それから会場の誘導につきまして

には、こちらはいずれにしろ記念試合で市の主催

ですから、記念式典につきましては。なので、教

育部等の職員で対応したいと思っています。 

  以上です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山形委員。 

○山形委員 青木サッカー場の整備事業で屋外トイ

レ改修、グラウンドＢの整備ということなんです

が、内容を教えてください。 

○佐藤委員長 後藤課長。 

○後藤スポーツ振興課長 こちらの修繕につきまし

ては、まず、青木サッカー場の中央部分に今、屋

外トイレがございます。特に男子トイレは、昔の

壁に用を足すようなトイレなんです。そういうト

イレなんです。ということですので、屋外トイレ

の改修。 

  あとBグラウンドにつきましては、天然芝を人

工芝にかえるということで進めてまいりたいとい

うふうに思っています。 

  以上です。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 そうすると、青木サッカー場には、も

う全て天然の芝のグラウンドがなく、オール人工

芝になるということでよろしいですか。 

○佐藤委員長 後藤課長。 

○後藤スポーツ振興課長 昨年度の12月の全協でも、

施設整備の一部変更ということで議員さんにご案

内したところなんですが、青木サッカー場につき

ましては、Ａ、Ｂ、Ｃ、板室街道沿い３面が人工

芝になるということでございます。 

  以上です。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 それだけ天然芝の手入れは大変という

ことで、人工芝に切りかえたと。それでなく、国

体に向けて切りかえた。どちらですか。 

○佐藤委員長 後藤課長。 

○後藤スポーツ振興課長 Ｂグラウンドにつきまし

ては、議員さん、いろいろお話をお伺いすると思

うんですが、基本的には、34年国体がございます。

その中で、国体の日本サッカー連盟のほうが、昨

年度、視察に参りました。その中で、一番広いの

がＢグラウンドなんです。そこで、Ｂグラウンド

がよろしいでしょうと。その中で、人工芝であれ

ばなおよろしいと。また、市のサッカー連盟に協

議しまして、できれば人工芝で整備していただき

たいと。 

  またさらに、当然、天然芝のメンテナンスはか

なり費用がかかると、維持管理費で。また、人工

芝にすれば、基本的には数年使えると。天然芝だ

ともう年に60日ぐらいしか使えませんので、最終

的に資金のために、そういった整備の変更をさせ

てもらったということでございます。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 国体ですからいろんな人が来ますので、
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そのための改修は早目にしたほうが、何だって那

須塩原市は言われちゃうと思うので、格好いいト

イレにしていただきたい。よろしくお願いします。 

○佐藤委員長 後藤課長。 

○後藤スポーツ振興課長 あわせて、すみません、

今のサッカー場の改修の件で補足なんですが、今

回、サッカー場にスタンドをつくります。約

1,200人座れる。スタンドといいましても、くろ

いそ運動場のテニスコート、管理棟にありますよ

ね、あのコンクリートの打ちっ放しの段差のある、

あれをイメージしていただければいいと思うんで

すが、あれが９段です。1,200人座れるというこ

とで…… 

〔「両サイド」と言う人あり〕 

○後藤スポーツ振興課長 ＡとＢの間に、Ｂのグラ

ウンドが見えるように、斜めにですね。ですので、

国体のときには仮設のスタンドは必要なくなるの

かなというふうに思っています。 

  あと、それだけのスタンドがあれば、関東大会、

全国大会も誘致できますので、そちらは有意義な

ものになるのかなと思います。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようなので、討論を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第９号 平成30年度那須塩原市一般会計予

算を原案のとおり可決すべきものとすることにご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第９号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○佐藤委員長 次第にはございませんが、そのほか

で委員の皆さんから何かございますか。 

  大野委員。 

○大野委員 （国体の視察について。） 

○佐藤委員長 委員の皆さんからそのほかございま

せんか。 

  山形委員。 

○山形委員 （平成30年度のスポーツ関係の事業日

程の予定について。） 

○佐藤委員長 その他、委員の皆さんからございま

すか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 （学校開放事業の夜間照明費用の減免

について。） 

○佐藤委員長 ほかに委員の皆さんからございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 それでは、スポーツ振興課の皆さん

からは何かございますか。 

  課長補佐。 

○織田スポーツ振興課課長補佐 （東小屋運動場の
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閉鎖について。） 

○佐藤委員長 ほかにスポーツ振興課の皆さんから

何かございますか。 

〔「ございません」と言う人あ

り〕 

○佐藤委員長 それでは、スポーツ振興課の審査を

終了いたします。 

  これで教育部の本定例会における審査は終了と

なりますが、教育部全体として何かございますか。 

〔「特にございません」と言う人

あり〕 

○佐藤委員長 なければ以上で教育部の審査を終了

いたします。 

  大変お疲れさまでした。 

  ここで執行部退席のため、暫時休憩といたしま

す。 

 

休憩 午後 ５時４２分 

 

再開 午後 ５時４４分 

 

○佐藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○佐藤委員長 これで、本日予定しておりました審

査事項は終了いたしました。 

  委員の皆さんにおかれましては、あした10時よ

り委員会を再開いたしますので、よろしくお願い

いたします。 

  以上で本日の福祉教育常任委員会を散会いたし

ます。 

  お疲れさまでした。 

 

散会 午後 ５時４４分 
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福祉教育常任委員会及び予算常任委員会（第二分科会） 

 

平成３０年３月８日（木曜日）午前１０時開議 

 

出席委員（９名） 

委 員 長 佐 藤 一 則  副 委 員 長 星   宏 子  

委 員 山 形 紀 弘  委 員 相 馬   剛  

委 員 平 山   武  委 員 大 野 恭 男  

委 員 金 子 哲 也  委 員 山 本 はるひ  

委 員 中 村 芳 隆    

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

保健福祉部長 
兼 

福祉事務所長 
塩  水  香 代 子   社会福祉課長 田  代  正  行   

社会福祉課長
補 佐 

福  田  正  樹   障害福祉係長 関  谷  和  俊   

保 護 係 長 印  南  和  也   高齢福祉課長 板  橋  信  行   

高齢福祉課長 
補 佐 兼 
高齢福祉係長 

村  松     隆   介護管理係長 高 根 沢  め ぐ み   

介護認定係長 岡     孝  子   地域支援係長 倉  俣  久 美 子   

健康増進課長 
兼黒磯保健セ 
ンター所長兼 
西那須野保健 
センター所長 

織  田  智  富   
健康増進課長 
補 佐 兼 
健康増進係長 

村  越  邦  子   

保健予防係長 北  村  美 保 子   
健 康 増 進 係 
副 主 幹 

根  本  カ  ヨ   

健 康 増 進 係 
主 査 
（ 係 長 級 ） 

佐  藤  明  美   市 民 課 長 荒  川  順  子   

市民課長補佐 
兼 戸 籍 係 長 

戸  山  み ど り   市 民 係 長 二 ノ 宮  直  美   

 

出席議会事務局職員 
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書 記 磯     昭  弘     

 

議事日程 

  １．開 議 

  ２．審査事項 

   〔保健福祉部〕 

    ・保健福祉部長挨拶 

   〔健康増進課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第 ９号 平成３０年度那須塩原市一般会計予算 

    ・議案第１０号 平成３０年度那須塩原市国民健康保険特別会計予算 

   〔社会福祉課〕 

    ・議案第２２号 那須塩原市社会福祉法人の助成に関する条例の制定について 

    ・議案第４５号 第３期那須塩原市障害者計画について 

    ・議案第４６号 第５期那須塩原市障害福祉計画について 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第 ９号 平成３０年度那須塩原市一般会計予算 

   〔高齢福祉課〕 

    ・議案第３６号 那須塩原市介護保険条例の一部改正について 

    ・議案第４７号 第７期那須塩原市高齢者福祉計画について 

    ・議案第５４号 那須地区在宅医療・介護連携支援センター運営協議会の設置に関する協議について 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第 ９号 平成３０年度那須塩原市一般会計予算 

    ・議案第１２号 平成３０年度那須塩原市介護保険特別会計予算 

   〔市民課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第 ９号 平成３０年度那須塩原市一般会計予算 

３．散 会 

 



－151－ 

開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○佐藤委員長 皆さん、おはようございます。 

  散会前に引き続き、会議を始めます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎保健福祉部の審査 

○佐藤委員長 これより保健福祉部の審査を始めま

す。 

  審査に先立ち、塩水保健福祉部長からご挨拶を

お願いします。 

  部長、よろしくお願いします。 

○塩水保健福祉部長 （挨拶。） 

○佐藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎健康増進課の審査 

○佐藤委員長 それでは、健康増進課の審査に入り

ます。 

  これより予算常任委員会（第２分科会）に切り

かえて審査をいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９号の、説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 議案第９号 平成30年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  織田課長。 

○織田健康増進課長 （議案第９号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  山本委員。 

○山本委員 78ページの予防接種費の4001事業なん

ですけれども、この中の扶助費、一番最後のとこ

ろ、おたふくかぜ、風しんとか肺炎球菌の扶助費

が、去年は1,500万だったんですが、ことし600万

になった理由を教えてください。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 予防接種費につきましては、

当初、対象人口から割り出して例年計上させてい

ただいております。平成30年度の予算につきまし

ては、財政課の査定の中で実績勘案ということに

なりましたので、実績に相応する額ということで

予算計上となりました。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 半分以下に減っているということは、

29年度のどこの部分で─予定したよりも少なか

ったということですよね。その部分は、このおた

ふくかぜ、風しん、高齢者肺炎球菌の中で何か特

別なものがあるんですか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 この対象を予防接種の中で、

まず、高齢者肺炎球菌、こちらにつきまして、対

象人数からしますと、かなり助成をしている人数

が少ない。これは、65歳から５歳刻みで接種でき

るということで、そちらで受けると。それから、

外れる方につきまして対象としまして、こちらに

ついては、対象者数から当然人数が少ないという

ことで、金額が大きく激減をしているというふう

になっております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 自分で接種したので思ったんですけれ

ども、この高齢者肺炎球菌は65で去年初めて私の

ところに来たんですけれども、結構受けている人

が私の感覚ではいらしたんですね、周りの人は。
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なので、市が見込んでいた数で見込んだでしょう

けれども、それがうまく宣伝もすごく、テレビ 

とか、そういうものをやっているにもかかわらず、

ここまで減らされたということは、実績に合わせ

たということは、余り市のほうではこういうもの

は受けなくてもいいという言い方は変なんですけ

れども、というふうに考えたのでしょうか。 

  例えば、先ほどの原子力発電所の不安の部分は

年々減っているけれども、昨年と同じように予算

計上したとおっしゃいましたね。そうすると、例

えば予防接種のこの部分、肺炎球菌の注射がどの

くらいのものかはよくわからないんですけれども、

できるだけ受けてくださいと言っているものであ

れば、29年度は少なかったにしても30年度はもう

少したくさんの方が受けてくれるように啓発をす

るとか、宣伝をするとかとやってもいいのではな

いかなと今聞いていて思ったんですけれども、そ

れはどういうふうに判断してこういうふうになっ

たんでしょうか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 基本的には国の定期接種とい

うことがありますので、国としましても、その定

期の対象年齢で接種をするということを条件とし

ております。そこから外れる方、これは当然不安

に思う方とか少しでも早く受けておきたいという

方と思うんですけれども、そちらについては当然、

私どもとしては門戸を広げているという状況がご

ざいます。 

  ですけれども、やはりその定期接種というふう

なことで定められておりますので、なるべくその

期間に接種をしていただくということで進めてい

きたいというふうには考えております。 

  ただし、ここを勘違いされる方がいらっしゃる

んですが、定期以外で接種をして、自分が対象年

齢になったときに、再度受けられるというふうに

思っている方もいらっしゃるので、逆に言います

と、私どもとしては、そこのところの勘違いのな

いような、そんなふうな説明を丁寧にしていきた

いというふうには考えております。 

○山本委員 了解しました。 

  それから、もう一つ。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 76ページの保健衛生総務費、2001事業

のところなんですけれども、先ほど補助金の公的

病院等支援の7,908万1,000円の部分で、２市１町

で補助を出していて、患者さんの割合でとおっし

ゃいましたね。人口か何かおっしゃっていますが、

この補助金についてもう少し、うまく理解ができ

なかったので説明をしてください、すみません。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 この公的病院等支援補助金に

つきましては、２市１町で応分の負担をするとい

うことで、これが那須地区広域行政事務組合のほ

うでまとめているんですけれども、先ほども申し

ましたように、那須赤十字病院、国際医療福祉大

学病院、そして菅間記念病院、こちらのそれぞれ

の患者数等々で割戻して案分をしまして、それぞ

れで負担をしております。 

  具体的な金額を申し上げますと、那須赤十字病

院に対しましては、あくまでも那須塩原市分とし

ましては2,081万8,000円、国際医療福祉大学病院

に対しましては4,139万3,000円、菅間記念病院に

対しましては1,687万円、こちらを補助金として

交付する予定でございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 先ほど、これは国からの補助金という

ふうにおっしゃったんですが、歳入ではどこで見

ればいいのか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 国からの補助金ではなく、こ
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ちらにつきましては特別交付税のほうで算定基準

となっておりますので、そちらで歳入になってご

ざいます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 公的病院への支援というのは、例えば

ほかの診療科についてはないんですか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 公的病院等支援補助金につき

ましては、周産期、そして小児医療、これに特化

をしておりますので、これに該当するところが、

この地区ではこの３医療機関となっております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 今なぜ聞いたかと申しますと、今回市

内の方から、黒磯の部分で眼科の病院がなくて、

何とか市のほうで支援をして、何か眼科のお医者

さんに来ていただくというか、眼科の病院なり医

院なりの開設を考えていただけないかというふう

に言われましたけれども、これは子どもを産み育

てるところには補助が出ているんですけれども、

お聞きしたのは、ほかのものにはないんだという

ことがわかりましたので、そのように伝えてはお

きたいと思いますが、この部分は了解いたしまし

た。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山形委員。 

○山形委員 63ページの健康長寿センター管理運営

費ということで、３年ごとに温泉ポンプを交換す

るということで1,000万、３年ごとに1,000万交換

するというのは、何か素人からすると、もうちょ

っといい方法がないのかなと。それが今は最善の

方法だということで、詳しく教えていただけます

か。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 この温泉ポンプにつきまして

は、現在２台所有をしております。 

  この２台を３年ごとに交換をするということで、

今稼働しているポンプについては、来年交換する

ことによってメンテナンスを実施いたします。こ

の交換工事費の中には、この交換の直接費用と、

それとメンテナンス費用を含んだそういった費用

になってございます。２台分を合わせて、こうい

ったふうに３年ごとにやることが一番安定的な運

転が確保できるということから現在実施をしてお

ります。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山形委員。 

○山形委員 わかりました。 

  ちょっと細かい話なんですけれども、77ページ

の保健センター管理運営費の中で、使用料のＮＨ

Ｋの受信料、すみません、細かい話で。私、きの

うもいろんなコミュニティのものを見たら、大体

１万6,000円か２万6,000円なんですね。この健康

センターさんだけ、今２万2,000円ということで、

ちょっと細かいんですけれども、口座引き落とし

になると、多分１万5,000円で、衛星だと２万

6,000円だと思うんです。２万2,000円という数字

は、きのうの各種コミュニティセンターのＮＨＫ

の受信料を見たら大体統一されていたんですが、

この２万2,000円というふうな数字が中途半端だ

ったので、ちょっとお聞かせいただけますか。 

○佐藤委員長 課長。 

○織田健康増進課長 こちらにつきましては、黒磯

保健センターにありますテレビの受信料なんです

けれども、その積算の中では、１年払い、これは

１台分なんですが、事業所割引がございますもの

が１台ということで、合計２台、こちらの合計金

額で２万2,000円を計上させてもらっています。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 きのうの同じページなんですけれども、

97ページを見ていただけますか。 
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  鍋掛地区コミュニティ管理費の中で、同じくＮ

ＨＫ受信料、２万6,000円となっているんです。

その辺、何で誤差が出るのかと思って、すみませ

ん。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 これは、私どものほうでは、

きちんとＮＨＫさんのほうに台数登録をさせてい

ただいて、そこから算定した金額で計上させても

らっていますので、この金額で私どもは正しいと

いう形です。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 じゃ、ほかの課にもその団体割引ある

というのも教えてやって。わかりました。ＢＳが

入っているのとＢＳが入っていない普通の地デジ、

多分違うのですよね。 

  口座振替と継続だとまたちょっと違うので、ち

ょっと細かい話だったのですけれども、きのうか

らどうもＮＨＫばかり見ちゃうので、申しわけな

いです。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 昨年の実績を見ましても２万

2,000円の予算です。 

○山形委員 ありがとうございます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 すみません、77ページ、４款１項２目

予防費、健康づくり推進費、1001事業の新規の若

い世代への健康教育講師謝礼ということで出てお

りまして、先ほどの説明ですと、20代・30代の女

性をターゲットにした講習会を行うというような

説明だったと思うんですが、20代・30代の女性を

ターゲットにするというその当初の背景をまずお

伺いできればと思います。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 まず、この健康づくりに関し

ましては、当然私ども、生活習慣病、こちらの発

症予防、そして重症化対策、こちらをやはり一番

に考えております。その中で、やはり市民一人一

人がご自分の健康にまず関心を持つということが

始まりになってくるかと思っております。その中

で、今までもこの健康教育に関しましては、いろ

いろな方法、方策をとっておりましたが、なかな

か効果がなかったということから、今回ちょっと

視点を変えまして、今までは通知等を出してお呼

びをしていたというやり方から、人が集まるとこ

ろにこちらから出向いて、こういった教育、こう

いった講座を開こうというふうな考えがまず上が

りました。 

  まず、この20代・30代をターゲットにするとい

うところなんですが、この若い世代なんですけれ

ども、ご家庭を持っている女性が多かろうという

ところがまず１つと。ご家庭で時間を持って、こ

ういった健診に足を運んでいただけるというふう

なところで、まず、ある程度の人数が確保できる

場所かなというところで、ここをターゲットにさ

せてもらいました。 

  それと、ご家庭を持って、ご自身が主婦であれ

ば、家族の中でこういった健康発信ができるであ

ろうという期待も込めて、ここをまず最初のきっ

かけ、取っかかりとして、ここをターゲットにし

た健康教育を始めてみてはどうかということで、

今回計上させていただいております。 

○相馬委員 了解しました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  ここで議事進行を副委員長と交代いたします。 

〔副委員長と交代〕 

○星副委員長 委員長。 

○佐藤委員長 79ページです。 

  2001事業の不妊治療費の助成についてなんです

けれども、この要件というのはどうなっているか
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お伺いをいたします。 

○星副委員長 課長。 

○織田健康増進課長 まず、目的としましては、不

妊治療を受けている夫婦の経済的負担を軽減し、

少子化対策を推進するということで掲げてござい

ます。内容につきましては、保険適用外の不妊治

療費、検査費用を対象としまして、１年度に１回、

通算５回の助成をしております。ただし、１回30

万円の限度額を設けさせていただいております。 

○星副委員長 委員長。 

○佐藤委員長 このほかの要件としまして、もちろ

んそうなんですけれども、年齢100歳までとか200

までとかいろいろあろうと思うんですが、その辺

の縛りというのはどうなっていますか。 

○星副委員長 課長。 

○織田健康増進課長 この不妊治療費につきまして

は、那須塩原市においては年齢制限は設けてござ

いません。県のほうでは43歳という年齢を設けて

はおりますが、市としましては、幅広い年齢、や

はり望んでいる方に対しまして支援をしていくと

いう考えのもとに、年齢制限は設けてございませ

ん。 

○星副委員長 それでは、議事進行を委員長と交代

します。 

〔委員長と交代〕 

○佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 79ページの４款１項３目の母子衛生

費の今回の新規の産後ケアなんですけれども、こ

れはこれからやる事業ではあるんですが、大体ど

のくらいというか、これは見込みは難しいとは思

うんですけれども、何人ぐらいを想定して算出さ

れたのか教えてください。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 まず、この産後ケア事業につ

きましてなんですけれども、やはり妊娠をされた

女性が、育児、また出産を控えて、かなり不安を

抱えているという状況の中で、当然出産を間近に

しますと、医療機関のほうに入院をしまして出産

を迎えるわけなんですが、出産の後に、やはり育

児不安、また、これからのことを考えたときのそ

ういった育児方法も含めて、こういったところに

何らか携われないかというところから、こういっ

た事業を立ち上げさせてもらっております。 

  今、子育て世代包括支援センターということで、

２つの保健センターを位置づけさせてもらってお

ります。この中で、妊娠後期相談という事業を今

実施をしておりますが、これはおおむね妊娠28週

以降の妊婦さんに直接電話でご確認をしたり、あ

とは直接出向いて、相対をいたしましていろんな

相談、悩みがないか、そういったものを聞き取り

をいたしております。 

  その中で、今現在、那須塩原市出生数が約

1,000件前後を前後しておりますので、約５％の

方が何らかの不安を抱えているというふうに考え

まして、50名程度はこういったふうな対象になる

のかなと思います。 

  その中で、今回さらに計上させていただいた人

数としましてはその半分、約26名の予算計上とさ

せていただいております。 

○星副委員長 ありがとうございます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないもの認め、質疑を終了い
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たします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第９号 平成30年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第９号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の、説明、質疑、

討論、採決 

○佐藤委員長 次に、議案第10号 平成30年度那須

塩原市国民健康保険特別会計予算を議題といたし

ます。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  織田課長。 

○織田健康増進課長 （議案第10号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  山本委員。 

○山本委員 最初に、特定健康診査等事業費、170

ページのところに、訪問看護師の賃金で出ている

もの、これは正職員ではなくて臨時職員というこ

とでよろしいか、何人分なのか教えてください。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 賃金につきましては、訪問の

業務を臨時雇用をさせていただいております。人

数としましては４名の看護師を雇いまして、それ

ぞれの……。 

〔「これは違う」と言う人あり〕 

○織田健康増進課長 すみません、合計２名おりま

すが、この予算上では、４名のうち２名をこの予

算で雇用をさせていただいております。 

  この訪問看護師につきましては、市内各地区ご

とに担当地区を割り当てまして、それぞれに１戸

１戸訪問をしていただいているというような状況

でございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 ちなみにその看護師さんの雇用の賃金

は、時給なのか日給なのか、どんな計算なのか教

えてください。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 この看護師２名につきまして

は、時給単価で計算をさせていただいております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 幾らで、どんなふうに払っているのか

教えてください。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 具体的に申し上げますと、賃

金単価１時間当たり1,000円です。 

○山本委員 1,000円。 

○織田健康増進課長 はい。この方につきましては、

お２人とも１日５時間45分の勤務をしていただい

ております。こちらに日数を掛けまして、今回の

賃金の計上とさせてもらっています。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 看護師さんというのは専門職だと思う

んですけれども、この間保健師さんの時給が50円

上がったという話がありましたけれども、時給

1,000円というのが真っ当な値段なんですか。普

通それで仕事と見合っているものなんですか。 
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○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 こちらの単価につきましては、

この予算を計上する際の財政課の定めております

賃金単価に沿って計上させていただいております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 看護師さん、ほかにもいらっしゃると

思うんですけれども、つまり人が足りないという

ことはないのか。募集をすれば、たくさんの方が

こういう条件でいらっしゃって、足りているのか

教えてください。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 現実には、今いろいろなこと

で、こういった育児も含めて、また、こういった

生活習慣病も含めて、当然いろいろな問題を抱え

る方、課題を抱える方というのが多くなっている

というのが現状でございます。 

  その中で、今、正職員であります保健師、一生

懸命業務を進めておりますが、やはり細かいとこ

ろまで行き届かない部分については、こういった

臨時さんのお力をかりているというのが現状でご

ざいます。 

  しかしながら、この看護師職、また、保健師職

も含めて、臨時雇用をする際に、募集をかけても

なかなか手を挙げていただけないというのが実情

でございます。 

  潜在保健師、潜在看護師というものは、かなり

この地区にも多くいるというふうな情報を耳にす

ることはあるんですが、なかなか現実的には雇用

まで結びつかないというところがあります。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 理由は何だと考えていますか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 理由につきましては、特に分

析をしてございませんが、一般的に考えられるの

が、やはり家庭を持った方につきましては、育児

や、また、その家庭に係る労力を考えますと、な

かなか外に出られないという方もいらっしゃるか

と思います。また、少し年輩の看護師さん等につ

きましても、なかなかこういう社会復帰をすると

いうところに二の足を踏む方もいらっしゃるのか

なというふうにも思ってございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 多分この訪問看護師は、特に医療行為

を補助している人たちではないと思いますので、

条件さえ合えば復帰というのはできるのではない

かなというふうに私は思っているんですが、原因

はやっぱり時給1,000円というところがネックの

ようには思いますけれども、今はそうではないと

いうお答えだったんですが、ぜひ今後、資格を持

った方たちは、誰でもできるわけではないので、

少し雇用条件を考えていただいて、必要なところ

に必要な人が手当てできるようにしていただきた

いというふうに思います。 

  以上です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 170ページから171ページにかけてのと

ころなんですが、特定健康診査の事業費のところ

で、まず、印刷製本費のところの指導用パンフレ

ット、これは何枚印刷する計算なんでしょうか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 枚数につきましては、まず、

対象人数が国保加入者、そして後期高齢者医療加

入者に限定はされるんですが、対象人数を３万

9,000人と見込んでおります。このパンフレット

についても同数３万9,000枚、こちらを予定して

おります。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 続きまして、通信費、診察券の郵送料

が416万7,000円ですが、これは何名分の郵送料と
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考えればよろしいでしょうか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 こちらにつきましても、対象

者人数と同数３万9,000人分を見込んでございま

す。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうしますと、その中から最終的に委

託料として１億534万円というのは、３万9,000人

分の診査料というふうに考えてよろしいでしょう

か。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 この委託料に関しましては、

健診を受けた方、その後に保健指導等、そういっ

たものが入る場合の委託料、また、受診券を作成

する委託料等がございます。それぞれちょっと人

数が変わってくるんですが、まず、健診を受けて

いただく健診の委託料につきましては、合計人数、

これは実績勘案からしまして１万3,250名分を見

込んでございます。それと受診券、この作成委託

料につきましては、当然のことながら先ほどの３

万9,000、この同数の計上とさせていただいてお

ります。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 診査を受ける人の人数を実績計算とい

うようなことだったんですが、これを市が目標と

している目標計算にしないのは、やはり実績計算

を重視、そういう理由だということでいいんでし

ょうか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 担当課としましては、少し目

標に近づいた人数で予算要求はさせていただくん

ですが、やはり査定の段階で、過去数年分の実績

勘案をするということが現実でございますので、

この金額で計上させていただいているということ

になります。 

○相馬委員 了解しました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第10号 平成30年度那須塩原市国民健康保

険特別会計予算は、原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○佐藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 （がん検診等の受診率等について） 

○佐藤委員長 ほかに委員の皆さんからありますか。 

  中村委員。 
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○中村委員 （不妊治療費助成件数等の傾向につい

て） 

○佐藤委員長 ほかに委員の皆さんからございます

か。 

  山形委員。 

○山形委員 （メタボリックシンドロームの市民の

人数の増減について） 

○佐藤委員長 ほかに委員の皆さんからございます

か。 

  大野委員。 

○大野委員 （子宮頸がんワクチンに対する市の考

え方について。） 

○佐藤委員長 ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 健康増進課の皆さんからは何かござ

いますか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、健康増進課の審査を終了

いたします。お疲れさまでした。ありがとうござ

いました。 

  ここで、執行部入れかえのため、暫時休憩とい

たします。 

 

休憩 午前１１時０１分 

 

再開 午前１１時１２分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２２号の、説明、質疑、

討論、採決 

○佐藤委員長 それでは、社会福祉課の審査に入り

ます。 

  議案第22号 那須塩原市社会福祉法人の助成に

関する条例の制定についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  田代課長。 

○田代社会福祉課長 （議案第22号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 まず、新たな条例の制定ということだ

ろうと思いますが、まず第３条の(1)社会福祉法

人の運営に関する事業、この運営というものの内

容の説明をお願いします。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 運営に関する事業ということ

でお答えいたします。 

  こちらにつきましては、社会福祉法人、公益性

のある事業、具体的にいいますと地域福祉なんか

を進めるような事業で、もっと具体的にいいます

と、社会福祉協議会がボランティアを育成したり

とか、そういったことでやっているような事業が

ここに、運営に関する事業というような意味合い

でございます。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 続きまして、そうしますと(3)の社会

福祉を目的とする事業というのは、どういう事業

ということでしょうか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 社会福祉を目的とする事業に

つきましては、これも具体的に申し上げますと、

毎年社会福祉協議会でやっておりますふれあい広

場が社会福祉を目的とする事業ということで、毎

年補助金のほうを支出しております。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 全員協議会の説明のときに、本市の助
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成の条件ということでずっと書いてあって、例え

ばまちなかサロン事業の補助金とか認定こども園

の施設整備費補助金、それから保育運営事業の補

助金などなどと書いてあるんですが、これとこの

条例とのどういうふうな関係があるのか、すみま

せん、説明してください。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 こちらのほうに挙げました補

助金、例えば保育園運営事業補助金とかまちなか

サロン事業補助金等、現在、うちの課ではないん

ですが、保育事業につきましては、子ども未来部、

まちなかサロン事業につきましては高齢福祉課の

ほうで出しているんですが、実施している団体が

社会福祉法人ということで、この条例が必要にな

るということで、具体的に出している補助金のタ

イトルを挙げたものでございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、この新しくつくった条例

に、今まで７つここに挙げてあるんですが、あと

財産の譲渡ということですが、公立保育園の民営

化のときの土地のというものもあるんですが、こ

の８つのことに関しては、今回はこの条例の中で

規制されるというか、そういうことなのか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 ちょっと説明が足りなくて申

しわけありません。 

  この条例につきましては、今、この７つ挙げま

した補助金については、それぞれ実施要綱という

形がございまして、それに補助金の手続の仕方と

か、そういったものが規定はされているところな

んですが、そもそも社会福祉法人という団体に対

してお金を支出すること自体が条例を定めないと

だめだよと。ということは、条例ということは議

会の承認を受けた条例がないとだめだよというも

のがありましたので、うちの市はその根本がなか

ったものですから、要綱はその下で、上の条例が

なかったものですから、それを整備するというこ

とで、今回提出したものでございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 ただ単に気がつかなかっただけ、そう

いうものがなければいけないということが、那須

塩原市だけが気がつかなかっただけで、ほかの例

えば近隣の大田原市さんとか矢板市さんは、ちゃ

んとこういうものを持ってやっていたんですか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 気がつかなかったのかという

点については、ご指摘のとおりでございます。 

  なぜ気がついたかということで加えさせていた

だきますと、昨年度、栃木県の佐野市のほうから、

この条例について制定していますかという照会が

来ました。うちのほうは制定していませんという

ことで、ちょっと調べましたら、社会福祉法に条

例を制定していないとだめですよというものがあ

って、これは条例制定しないといけないというこ

とで、制定の運びになったということでございま

して、県内の状況につきましては、県内が県を含

めまして26ですか、市町がございますが、制定状

況につきましては、ちょうど半分が制定しており

まして、半分が制定していないということで、ち

なみに那須郡においてはどこも制定していないと

いうことで、法律で制定しないといけないという

ことなので、制定をさせていただくものです。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 じゃ、何となくうっかり気がつかない

まま、どこからも指摘もされない、議会からも指

摘されない、監査などでも指摘されないまま来て

しまったものに対して、本来のものにするために

条例をつくったという、そういうことなんですね。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 ご指摘のとおりです。 
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○山本委員 わかりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

して採決いたします。 

  議案第22号 那須塩原市社会福祉法人の助成に

関する条例の制定については、原案のとおり可決

すべきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第22号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４５号の、説明、質疑、

討論、採決 

○佐藤委員長 次に、議案第45号 第３期那須塩原

市障害者計画についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  田代課長。 

○田代社会福祉課長 （議案第45号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 支援体制の推進、それからあと推進と

支援体制の充実ということで、各分野別にそうい

うふうになっているということで、ちょっと１つ

の分野だけ、第５節、55ページで、いわゆるこれ

は障害者スポーツというところになるんだろうと

思いますが、この現状の分析で、「あなたが現在

行っている活動はどれですか」ということで、ス

ポーツ活動は8.7％、それから「あなたが今後行

いたいスポーツは」ということで6.5％というふ

うになってございますが、「今、やっている」が

「今後行いたい」というところがちょっと下がっ

てはくるんですが、これについては目指すべき方

向性は参加の促進と支援体制の強化ということに

なっております。現状、この内容を見ますと、こ

れまで行ってきた内容をそっくりそのまま書いて

あるというような状況なんだろうと思いますが、

これもうちょっと充実したほうがいいんじゃない

かというふうな、そういった計画を練る段階でそ

ういう意見等はなかったのでしょうか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 スポーツの充実ということで

お答えさせていただきます。 

  確かにご指摘のように、現在行っているスポー

ツ大会の参加しか載せていないということなんで

すが、具体的に何か載せられれば確かによかった

ことはよかったんですが、なかなかちょっと具体

的にこれというスポーツが障害者の方からの意見

もちょっと出てこなかったというのもあれなんで

すが、我々といたしましてもちょっと出てこなか

ったというのが正直なところでありまして、教育

委員会のスポーツ振興課のほうとは、今後も何ら

かの形では連携する必要があるねと、向こうのほ
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うでも障害者を対象とした何かの講座を検討する

場合には、こちらと十分相談していきたいという

話だけでちょっとまとまって、とまってしまった

というのが正直なところでございます。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 あしたから平昌オリンピックのパラリ

ンピックが始まるということになってございます

が、最近パラリンピックというのも随分注目され

ているところでございますし、2020年に恐らく国

体があった後、その後全国大会の障害者スポーツ

大会があるというような計画になっていると思い

ます。 

  当然、今、体育協会のほうで障害者スポーツに

関するいろいろな発展の方向性も考えているとい

うようなお話は伺っておりますが、この障害者福

祉計画の中でちょっとやるのは難しいのかもしれ

ないんですが、一定程度、やっぱりこの福祉課の

ほうでそれなりのビジョンを今後考えていってい

ただいたほうが、全て外郭団体に任せますという

ような、そういうスタイルではなくて、一定程度、

課のほうでも、意見がなかったということでもあ

るんでしょうが、いろいろ調査とか研究とかして

いただいて、ある程度働きかけられるような体制

もとっていただけるような、その支援体制の強化

ということであるべきではないのかなというふう

に思いますので、よろしくお願いいたします。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 計画の前に、基本的なことについてお

伺いしたいんですが、10ページから13ページまで、

身体障害と、それから知的障害と精神障害の方の

数というか、その手帳を持っている数の表が出て

いるんですが、例えば身体障害の方が平成29年度

だと合計4,209人、それから知的障害だと917人で、

精神障害だと613人というふうに書いてあります

ね。これが実態なんだと思うんですけれども、こ

の数、障害があると言われている人の数というの

は、那須塩原市では例えば全国的なものとか県内

とかと比べると、多い、少ないというような、そ

ういう何か傾向があれば教えてください。 

○佐藤委員長 係長。 

○関谷障害福祉係長 県内の人口と比較したデータ

というのは特に示されてはいないんですけれども、

特に知的障害のある方というのは、18歳までだと、

この辺の地区ですと、県北の児童相談所で判定す

るんですけれども、18歳を超えると宇都宮のリハ

ビリテーションセンターまで行って判定を受けな

きゃいけないということで、18歳になる年の前に

手帳を取得するかどうかというところで親御さん

が悩んで、今後の本人の人生を考えて、手帳を取

るのをやめましたとか、やっぱり取ることにしま

したというような岐路に立つような場面が出てく

るというのは保護者の方から伺っているところで

はあります。 

  ですので、実際にこの数がイコール知的障害を

持っている人の数というわけではないのかなと、

埋もれているパターンがあるのかなというところ

は把握しているところではございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、今、知的障害の方の数と

いうことだったんですが、実際、じゃＡの１とか

２とかもあるんですけれども、ひっくるめて917

という数字は、それをご本人、あるいはご家族の

方が、そういうふうに自分の子どもとか本人に認

定していいよという人の数であって、実際はこう

いう障害があっても、手帳を持たないで、そのま

ま健常者と同じように暮らしている方がいらっし

ゃるということなんですね。 

〔「そうですね」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 山本委員。 
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○山本委員 今の知的障害なんですが、例えば身体

障害の方で、今、庁舎をつくる、市役所をつくる

ときに、バリアフリーとか、例えば議会でも、じ

ゃ耳の聞こえの悪い方に配慮をするとか、あるい

は目の見えない方に対して配慮をするというのを

どうするかというようなことが出てきています。

例えば、スロープにするなどというようなことは、

こういう障害を持っていなくても、けがをすれば

車椅子使ったりするので必要かなとは思うんです

が、私、ここの10ページを見て、視覚の障害者が

349人で、耳のほうの平衡と書いてあるんですが

385、似たような感じだなと、数が、思ったんで

すが、つまり考えとしてこういう、いらっしゃる

ことはいらっしゃるけれども、人口からすると多

くない人数で、その方が議会を見にくるというこ

とはどのくらいあるかわからないんですが、そう

いう人にどこまで配慮をしていいかということを

とても悩むわけです、そういうどうするかといっ

た。 

  たまたま、障害ってこのくらいの数といっては

いけないんですが、ここに出ているようなものが

数字なんだなと思ったときに、これはだから全国

的なものから見ると多いのか、あるいは県内の、

全体的に見ると那須塩原市には、何て言っていい

んですかね、というのの傾向があれば教えていた

だきたかったということなんですが。 

○佐藤委員長 関谷係長。 

○関谷障害福祉係長 身体障害につきましては、塩

原地区のほうに国立の視覚障害センターがあった

関係から、県内において視覚障害の方の割合は那

須塩原市は若干高いというような傾向はあります。 

  以上です。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 つまり、そういう統計があったりどう

こうということは余りわからないということ……。 

○関谷障害福祉係長 そうですね、全体で比較した

ものはないんですけれども、県内のほとんどの市

町村でこういった障害者計画というものは策定さ

れていますので、そういったものを見比べると、

そういう傾向が見えてくるというようなことです。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 あと、今、身体障害ではないほうの知

的障害とか精神障害の方というのは、感覚として

ふえているんじゃないかなと思っておりましたら、

この表を見ると、やっぱりふえているんですね。 

  ですから、こちらのほうのケアというか、いろ

いろ施策が必要になってくるとは思うんですけれ

ども、この辺のところを、先ほど手帳を持つか持

たないかは本人次第だということだったんですが、

持ったほうが有利になることと、持たないほうが

有利になることとが多分あるから迷うんだと思う

んですね、18になったときに。その辺のことを少

し教えていただけますか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 手帳につきましては、結論か

ら言いますと、持ったほうが得になるということ

でございます。なぜかといいますと、いろいろな

サービスが受けられるということで、具体的に一

番大きいのは、例えば精神障害であれば障害者年

金というのにつながりますので、第１級になりま

すと月額９万円くらいの年金が若いうちからもら

えますので、当然私ども担当としましては、そう

いう方がいらっしゃいましたら、メリットがある

んだから持ちなさいよと。 

  知的障害につきましても、やはり同じように福

祉サービスも受けられますので、やはりこちらの

ほうも年金につながる場合もございますので、今、

関谷のほうから申し上げた取らないという方もい

るんですけれども、やはり手帳を持っていないと

サービス受けられませんので、親の方はやはり世
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間体というのがあるのかなとは思うんですけれど

も、受けたほうが将来子どもさんのためになるよ

と、いろんなサービス受けられますのでというこ

とで、持っているほうが当然ほとんどメリットだ

ということで考えてございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 すみません、ちょっと知識が少ないも

ので聞くんですけれども、知的障害とか、あるい

は精神障害は、手帳を一度持っても、例えばよく

なっていくとか治っていくというんですか、症状

がよくなっていくということもあると思うんです

が、これは毎年とか５年置きとか、手帳を…。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 更新につきましてはあります。

まれなんですけれども、やはり精神障害の方につ

いても、よくなって手帳がなくなるという方もご

ざいます。知的障害の方についても、ごくごくま

れに、Ａが重度なんですけれども、Ａの方が普通

の方になったという例はちょっと聞いたことがな

いんですが、ＢでもＢ２の方が、軽度の方がなく

なったという例は、本当にごくわずかですけれど

もあります。 

  判定につきましては、２年ごと…… 

〔「精神が２年」と言う人あり〕 

○田代社会福祉課長 精神が２年ごとで、知的が…

… 

○関谷障害福祉係長 知的はお子さんのうちは比較

的…、いつと決められているんですが、大人にな

ると必要に応じてという記載に変わります。 

○山本委員 状況はわかりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山形委員。 

○山形委員 第３節、46ページの障害のある人の雇

用の拡大ということで、雇用率が1.97、法律で定

める雇用率を2.0％下回る状況になっています。 

  その下の「あなたは現在働いていますか」とい

うことで、63.7％の方が「働いていない」という

ことで、今、なかなか人も見つからない、求人票

出してもなかなか見つからない、受け入れ先の理

解もかなり必要なんですが、啓発活動を強化して

いくということなんですが、積極的にやっていた

だきたいんですが、具体的にこういう63.7％を見

て、何かいい策があるかどうかお伺いします。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 確かに、委員ご指摘のように、

障害者の方が働くというのは結構ハードルが高い

部分がございます。 

  私どもといたしましては、それをなるべく障害

者の方にも働いていただけるように、ハローワー

クと今、協定を結んで、ハローワークのほうから

各企業に障害者の方を積極的に採用してください

よということで、何個か手を挙げていただいてい

る企業がございまして、去年はちょっと数字が不

確かですけれども、七、八人ほど大手の企業に採

用していただいているという実績がございますの

で、こういった活動というか事業を地道に継続し

ていく必要があるのかなということで考えてござ

います。 

  また、働けない方につきましても、福祉サービ

スの中で就労支援事業というのがございまして、

そういった事業を通じて就労訓練等をしていただ

いて、将来の企業に就職していただけるようなサ

ービスも展開しているところでございます。 

  以上です。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 ハローワークということであれですけ

れども、私、地元の商工会に入っているんですが、

そういったところにも積極的に働きかけて、よく

商工会の皆さん、働く人いないということなので、

受け入れ先にもいろいろありますけれども、そち
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らのほうにも何か情報ということで提出してやる

と、もしかしたら雇用につながるかもしれないの

で、その辺も頭に取り入れていただきたいと思い

ますので、そういうこともお願いします。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 すみません、福祉計画って県のほう

でもずっと策定はされていると思うんですけれど

も、例えば県のほうでもやっている事業と市との

連携、例えば県でやっているもの、手話通訳講習

とか、今までは、県の宇都宮だけでやっていたの

を県北地域と県南地域と、やはり手話通訳がこれ

から必要だということでやり始めたんですが、そ

ういったことでの呼びかけというのは、やはり県

の事業なので市のほうとかでは呼びかけはしてい

ないと思うんですけれども、例えばこういった福

祉計画を立てるときに、そういった県との連携だ

ったりとか情報共有というんでしょうか、そうい

う部分もやっていたほうが、市だけでやるよとか、

そういう囲いではなくて、何ていうんでしょう、

こういうのもあるよというその引き出しの中で、

県ではこういうことをやっているよ、市ではこう

いうことをやっているよということも、市民のほ

うにしてみれば、県だろうが市だろうが、とにか

くそういうものがあるんだったら利用したいと思

う人は必ずいるわけで、この計画に関しては、多

分市独自のものでデータでつくって、市の計画と

いう部分ではあるとは思うんですけれども、ここ

に県のを入れるというのはとても難しい話だとは

思うので、広報という形とかボランティアで募集

とかといった場合には、そういったところもちょ

っと含めながら、やはり連携強化しながらやって

いったほうが、よりこの質も高まっていくのでは

ないかと思うんですが、その辺はどうでしょうか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 県との連携という形なんです

が、それにつきましては、障害者計画につきまし

ては、かたい話なんですが、法律で国と県にも同

じような計画があるんですが、市町村の計画はそ

れに準じてやりなさいということになっています

ので、関連性は持たせてやってございます。 

  それと、あと具体的に手話通訳につきましても、

役割分担をしまして、県のほうの手話通訳の講座

があって、市はその前段となるような講座がござ

いまして、そこで県とのつなぎをやっていくとい

うような連携はやってございます。 

  そのほかにつきましても、ご指摘のように連携

ではやっていかなくてはならないということで考

えてございます。 

○星副委員長 わかりやすくなるといいかなという

ふうに思ったので。わかりました。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 今のあれにも通じてくるんだけれども、

周りでの職業の問題、それから今言った手話でも、

いろいろな形でボランティアが支援したり応援し

たり、そういうこともあるんだけれども、ここの

中で、一般社会の中でこの障害福祉に対して、ど

ういうふうに一般社会がかかわっていけばいいか

というようなことが、ここの中で載っているとい

うか出てくるかどうかというのをちょっと聞きた

いんだけれども。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 今の一般社会との中でという

ことなんですが、障害者に対する理解が世の中に

広がるかどうかという点なのかなと思うんですけ

れども、そんなところでよろしいですか。 

○金子委員 それもあるしね。 

○田代社会福祉課長 それで申し上げますと、計画

の75ページをごらんになってください。 

  障害者の方につきましては、当然市のほうで、

先ほど言ったように自立、社会参加を促進するた
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めにいろいろなサービスを充実させていく必要が

あるんですけれども、それを受け入れてくれる世

の中というのがやっぱり障害者に対して優しい世

の中でないと、幾らサービスがよくてもなかなか

浸透していかないので、世の中をどういうふうに

理解させていくかということで、具体的に上げて

いますのが権利擁護対策の充実ということで、こ

の76ページのほうを見ていただきますと、一番中

心的にやっていますのが、障害者を差別してはい

けないよという法律が２年ほど前に障害者差別解

消法という法律ができまして、その中で障害者に

対しての対応を普及していってくださいよという

ことで定まった法律もございまして、そういった

ものも世の中に浸透させていこうというのが一つ

と。 

  あと、もう一つとしましては、具体的には昨年

の全協でヘルプカードといったものを説明させて

いただきましたが、障害者の方がカードを持って

いて、緊急の場合、そこに必要事項を書いておい

て、緊急連絡先とか、あと、病名とかいろいろな

のを書いて、何かあったときに健常者に渡して救

急車を呼んでもらったりとか、親族を呼んでもら

ったりとかするようなカードと、あと、県ではヘ

ルプマークという赤十字のマークがついていまし

て、ここに、こういうところにつけると、電車の

中でそれを見ただけで、ああ、この人は障害者な

んだなというのをわかっていただいて、席を譲っ

たりとか、こういったものを普及させようと、障

害者の方の理解を深めようということで、うちの

ほうでは考えてございます。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 すごくそういうのをどんどん、少しず

つよくなっているのはもう既に見えているんです

けれども、私もよく一般質問でもやっているんだ

けれども、そういう障害者とか、いろいろ困って

いる人とか、そういう人に対して社会がちょっと

手を差し伸べるというような、そういう社会習慣

というのは、そういうのはこういうことで一般の

人がどうするんだということはなかなか書いてい

けないというか、計画にのせられないことなんだ

けれども、でも、それをどういう形かで、やっぱ

り社会がそういう人たちを当たり前というか、ほ

かの人と同じように当たり前に認識するようなそ

ういうふうにわかるような、そういうことをこう

いうところでも指導してというか、書いていける

といいなという、この権利の、当然それを書いて

いるのはわかるんだけれども、これ読んだだけで

はなかなか、そこまでは至らないので、どうやっ

てそういう人たちと一緒になって、しかも、さっ

と手を差し伸べられる社会にするかという、それ

は理想だけれども、やっぱりそれはできればちょ

っと書いてほしいなというのがあるんですけれど

も。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 確かに障害者の方の対応とい

うのは非常に難しいものがあります。障害と一言

で言いましても、精神障害もあるし、知的障害も

あるし、身体障害もあるし、我々ぱっと出されて

も、普通の人は何かしてあげたいなとは思うんで

すけれども、じゃ、どうやってやっていいのかな

というのは非常に迷うところであります。 

  先ほど申し上げました障害者差別解消法の中で、

去年から職員を対象にした研修会をやっておりま

して、それぞれの障害に応じた対応の仕方という

のがやっぱり違っていますので、精神障害者の方

にはこういう対応をしよう、耳が聞こえない方に

はこういう対応をしよう、知的の方にはこういう

対応をしようというような具体的なマニュアル等

を上げて、職員を今は対象に説明をしているとこ

ろなんですが、そういったものをこれから職員以
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外に、市民に広げていく必要はあるのかなという

ことを考えているというのが一つと。 

  後は、そもそも日常の生活の中で障害者と接す

る場面というのをやっぱりつくっていく必要があ

るんじゃないかということで、教育委員会のほう

では、インクルーシブと言っているのかな。イン

クルーシブ教育と名づけまして、小さいうちから

当り前のように障害者の方と接していれば、もう

大人になってもすんなりと対応できるよというよ

うな方策で、方向性で考えているところでござい

ます。 

〔「わかりました」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 ごめんなさい。さっきのあれなんで

すけれども、76ページのところに成年後見人につ

いてご存じですかというアンケートのグラフが出

ているんですけれども、障害者福祉に対するニー

ズ調査ということで。今、成年後見人が大変不足

して困っているという話も聞いていたんですが、

市として、これは成年後見人を育成していくよう

な計画、ここの計画の中には入っていなかったの

で、ちょっと今後どのようにしていく、これ、社

協のほうだからどうなのかなと思うんですけれど

も、一応計画があるかどうかお聞きしたいんです

けれども。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 私どもの計画の中では、成年

後見人育成ということではなくて、障害者の方が

自己判断能力が余りにも衰えてしまった場合に、

こういう制度を利用促進するということを重点的

に進めていくということで計画はしてございます。 

○星副委員長 じゃ、また別なんですね。 

○田代社会福祉課長 そうですね。 

○佐藤委員長 塩水部長。 

○塩水保健福祉部長 保健福祉部としては、この障

害者の方々以外に、高齢者に対しても、認知症の

方がふえてくるというところで、国のほうでもそ

れこそ市民後見人の養成をみたいな話も出てきて

いるところなんです。この後、高齢福祉課のほう

の計画の中でもその成年後見人の話が多分出てく

るかと、計画に盛り込まれておりますので、そこ

で確認をしていただければよろしいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

〔「わかりました」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第45号 第３期那須塩原市障害者計画につ

いては、原案のとおり可決すべきものとすること

にご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第45号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  ここで、昼食のため休憩いたします。 

  13時再開をいたします。 
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休憩 午後 零時０３分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ここで、田代課長より発言がございます。 

  田代課長。 

○田代社会福祉課長 先ほど障害者計画の中で、回

答の中で知的障害者Ａの方が普通の方にというこ

とで説明をさせていただいたんですが、普通の方

という言い方がちょっと不適切でございましたの

で、健常者ということで訂正をさせていただきた

いと思います。すみませんでした。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４６号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 次に、議案第46号 第５期那須塩原

市障害福祉計画についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  田代課長。 

○田代社会福祉課長 （議案第46号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 54ページの目標の設定についてという

ことになっているわけですけれども、まず、国の

目標が平成32年度までに９％以上を地域への移行

と、それからもう一つが、平成29年度末の施設入

居者から平成32年度で２％を減らすということと、

それが県の目標数値では、国が９％としていると

ころを３％、それから、施設の入居者を国が２％

としているところを県は1.5％というふうにして

おりますが、そこで、本市の目標設定はというこ

とになってくると、すみません、具体的な数字が

その目標設定の各（１）、（２）、（３）、

（４）、（５）まで見ましても具体的な数字がち

ょっと見当たらないんですが、もし、数字の設定

がありましたらお伺いします。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 数字に設定について説明をさ

せていただきます。 

  記載には、やはりご指摘のように数字の設定は

ないんですが、あくまでもやはり県と国に準じて

ということで、具体的には県の目標等に沿って行

っていきたいということで考えてございます。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 それでは、今の目標設定で、県のこの

目標設定についてということでございますが、一

番上のところ、平成28年度末時点の施設入居者数

の９％以上を32年度末までに地域に移行するとい

う国の９％、それから、県のこの３％、大分大き

な差があると思うんですが、これを本市のほうは

その３％を目標値に設定したいということなんで

しょうが、この６％ぐらい差が、３倍ぐらいの差

が開いてあるということについては、どういうふ

うな認識でおられるかお伺いできればと思うんで

すが。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 確かにご指摘のように、国と

は６％も差がございます。こちらはちょっと県の

調べなんですが、こちらにも書いてあるとおり、

栃木県の場合の施設入所者の場合は、障害の程度

が重度の方が多いということで、国のほうの目標

におきましても、９％の視野に入っておりますの

が軽度の方を目標にということで施設移行という

ことで、なかなか重度の方というのは、やはり地

域でお１人で暮らすというのはちょっとハードル
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が高いのかなというのがございますので、栃木県

の場合は重度の方が多いということで、国より数

字が下がっているということでございます。 

〔「わかりました」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 今のこの目標のところなんですが、こ

の28年度末か29年度になってからの数字があるか

どうかわからないんですが、那須塩原市内で施設

入所者というのはどれぐらいの人数なのか。もし、

どこかに書いてあれば示していただきたい。なけ

れば、教えていただきたい。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 64ページをごらんになってく

ださい。 

  （３）居住系サービスということで、施設入所

支援とグループホームと書いてございますが、こ

ちらの数字、下の数字だと、今のところわかるの

が平成28年度で、施設が112人、グループホーム

については66人、ちょっと最新の数字ではないん

ですが。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 この数字というのは、多分、市内には

施設が幾つかあると思うんですね。それで、この

112人あるいはグループホームの66、足すと178人

ですか、この人たちは、つまり那須塩原市に住所

があって、那須塩原市でいろいろな措置をしてい

る人だというふうに理解していいんですか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 必ずしも那須塩原市というこ

とではありません。といいますのは、施設が宇都

宮とかさくら市とか、そういったところにも障害

者の施設がありますので、そちらに入っている方

というのは、うちで申請を受けて、そちらのほう

に行って住所が変わってしまうんですが、いわゆ

る住所地特例みたいな形で、うちのほうでお金は

払うと、前住所で。ではないと、施設があるとこ

ろの自治体がパンクしてしまいますので。 

〔「高齢者になっても何とかと…」と言う人あり〕 

○田代社会福祉課長 高齢者も同じ考えですね。い

わゆる住所地特例とかいうのになってくるんだと

思うんですが、必ずしも那須塩原の施設というこ

とではありません。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 この数字は、那須塩原市の、だから住

所地を持っている人が、例えばさくら市にもいる、

那須町にもいるみたいなものを足した数というこ

とですか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 そのとおりでございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、それはわかりました。那

須塩原市内には、つまり入所している人というの

は逆もあると思うんです。外から入ってきている

人もいると思うんですけれども、何人ぐらいいる

んですか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 逆から入ってきている方もい

るんですけれども、その数字についてはちょっと

捉えておりません。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 私たちから見たら、どこかこう施設が

あって、そこの人が那須塩原市で措置をしている

というか、お金出したりしている人なのか、ある

いは、場所だけ貸して、その来ている人は例えば

茨城県の人だとかとわかんないですよね。でも、

一緒の地域の中で暮らしているわけなので、いろ

いろな関係というのが出てくるんですけれども、

別に差別するわけではないんですけれども、那須

塩原市内に、つまりこの数の人たちが全部市内に

は住んでいないとさっきおっしゃいましたけれど
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も、じゃ、外から来ている人と全部で足したら、

実際に那須塩原市内の施設で障害を持っていらっ

しゃる方がどのくらい住んでいるかというのは全

然把握はできないということなんですか。 

○佐藤委員長 関谷係長。 

○関谷障害福祉係長 計画の参考資料にはなるんで

すが、87ページをごらんいただきたいと、後ろの

ほうになります。 

  市内の事業所の一覧が載っているんですけれど

も、その中で⑩番の共同生活援助というのがグル

ープホームになりまして、それが市内のグループ

ホームの一覧で、右端に書いてございますのがそ

れぞれの施設の定員ですので、今はほとんど施設

満床状態で運営していますので、これの合計数が

市内のグループホームにいらっしゃる方の数と。 

  それから、⑪番の施設入所支援、那須塩原市内

ですと、入所施設１カ所しかございませんので、

こちらの定員50名というのが那須塩原市に入所さ

れている方の数ということになろうかと思います。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 じゃ、ここにあったので。いつかの議

会のときにも聞いたんですけれども、85ページの

短期入所というのありますよね、４の。そこの３

番目のところの家はうちの後ろのほうにあるんで

すけれども、何を短期というのかよくわからない

んですけれども、行ったり来たり、行ったり来た

り、結構長々と暮らしているような気がするんで

す、人が。15と書いてあるんですが、こういう人

たちはこの中では居住系サービスを受けている人

というふうに入らないということなんですか、短

期の人だと。 

○佐藤委員長 関谷係長。 

○関谷障害福祉係長 短期入所は、あくまでも在宅、

自宅で生活している方が同居している家族が急病

で入院しちゃって面倒見る人がいなくなったりと

か、そういう緊急事態のときに短期間お預かりす

るという位置づけにはなっておりますので、基本

的には入所支援ではなくて、在宅支援の一部とい

う位置づけになってございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 短期というのは何日を短期と言ってい

るんですか。 

○関谷障害福祉係長 今のところは１週間以内です。

４月からまた今度法改正がありますので、１年間

のうち180日が限度ですよというような指針が国

のほうから示される予定になっております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 １週間とかと今なっているものが４月

からは180日、７日足す７日足す７日足すみたい

にして180日ということなんですか。何かそれは

高齢者の施設のショートステイのを何かうまくや

ると、ずっと１年でも２年でもいられるのと、言

い方悪いんですけれども、そういうふうに考えれ

ばいいんでしょうか。 

〔「実際には短期入所のロング利用というものが実

際にはございます」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 係長に申し上げます。 

  挙手の上、発言してください。 

  関谷係長。 

○関谷障害福祉係長 ご指摘のとおり、短期入所の

ロング利用ということで、通年で利用されている

方もいるというふうに把握しております。 

  以上です。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 すみません。先ほどの目標の続きで申

しわけないんですが、64ページの居住系サービス

というところの実績と見込量のところ、この２行

目の途中から、「平成32年度において地域生活へ

の移行に伴い平成28年度時点における利用者の約

２％の減少の目標値を設定しており、今後につい
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ては減少していくもの」という、まず、ここの

２％の目標値がこれが落ちるという設定と、さっ

きの県の目標である1.5％のその数字の差を、約

というふうに書いてあるのであれなんですが、こ

の２％とさっきの県の1.5％のこの違い、それか

ら、その下の見込値、それから、実績値というふ

うに書いてありまして、平成28年度施設入所支援

が106人、実際に平成32年で２％減というのは、

この数字を２％減にするということなのかなと思

うんですが、見込値で110人ということは４名ふ

えているということですね。それから、その下の

グループホームについても、平成28年度57人のと

ころ、平成32年度は74人というふうになっており

ますので、これを減らすという目標値だったとい

うことではないのかなと思うんですが、この辺ち

ょっとよくわからないので、説明していただけれ

ばと思うんですが。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 約２％ということで、先ほど

の３章の目標では、1.5％以上削減するというこ

とだったものですから、一応約２％ということで

記載をさせていただいたものです。 

  施設入所につきましては、これを２％というこ

とで減らしていくということなんですが、平成28

年の見込値ではなくて、実績値が112人というこ

とでございますので、こちらのほうに２％を掛け

ると１人ぐらい減るのかなと。ということで、約

です。それでこういうふうな数字の設定をさせて

いただいたところでございます。 

  それと、グループホームについては、あくまで

もこちらは施設入所者ということの、目標設定で

は施設入所者の目標設定だったものですから、グ

ループホームについては実態からいくと、ふえて

はくるのかなということで、考えてございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 先ほどの87ページのグループホームと

施設入所というのが64人と50人ですね。足すと

114人ということなんですが、今の64ページの実

態のところが、28年だと施設が112で、グループ

ホームが66ということで、先ほど市内の人でも他

市町に頼んでいるというか、入っている人がいる

ということなんですが、これは、那須塩原市でこ

のニーズ、減るにしても100人ぐらいは入所の人

はいる、グループホームも五、六十人、少し足り

ないですよね。というものを、自分のところで賄

うというんですか、建ててもらってそこでやると

いうようなことをする予定はないんですか。皆さ

ん、足りない分、全部外に頼んでいくということ

なんですか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 自分の市で施設を賄うかとい

うことなんですけれども、今のところはそういっ

た計画はございません。他市の入所で何とかなる

ということなんで、今のところはそういった予定

はございません。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 就労に結びつけていくということが目

標にあって、なかなか重度の人が多いので、そこ

に結びつかないということがあるとしても、ご家

族と離れて住むということですよね、他市町に頼

むということは。子どもでないにしても、やはり

ご家族が近くにいるほうが戻りやすいということ

もあるでしょうしと考えるときに、結局この那須

塩原市で住めない、半分ぐらいの人ですよね、こ

の半分ぐらいというか、そのくらいの人たちはほ

かのところに頼むということは、ほかの市町はた

くさんのそういうパイを持っていて、幾らでも頼

めばオーケーよというような体制になっているん

ですか、よくわからない。 

○佐藤委員長 塩水部長。 
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○塩水保健福祉部長 私、高齢者福祉施策のほうと

比べてちょっとお話しさせてもらいたいと思うん

ですけれども、高齢者の場合は地域密着型という

概念があって、あれは原則市民の方しか使えない。

でも、障害者の場合はそういう考えはなくて、広

く広域で使えるということなので、例えば那須塩

原市内にそういう施設ができたにしても、全国か

ら応募が、入所できる可能性があるということな

んです。 

  あともう一方で、高齢者のほうは国のほうも挙

げて特養待機者減らすという施策から、交付金と

いうか、名前ちょっと忘れてしまったんですけれ

ども、お金を出すから建ててよという施策を打っ

ているんです。障害者の場合はその施策がないと

いうことで、なかなか市単独でお金出すから、そ

れも、全国の誰もが入ってこられる施設を建てる

というのはなかなか難しいところがあるのかなと

思っております。 

  以上です。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、その辺はわかりました、

違いというのは。 

  87ページにある、これは市内にある施設だと思

うんですが、民間の施設はこういう人数の人をや

っていただいて、運営をして、ちゃんとやってい

けているんですか、実際。お金がそれだけ国とか

から補助されているというのか、全てがそれで賄

えていて、これだけのたった５人とかとなってい

るんですが、いけるようなシステムになっている

んですか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 そちらの運営の件については、

詳しい決算書等の分析はしていないところなんで

すが、補助金も特にはないんですが、いわゆるこ

ちらの収入としましては障害者福祉サービスを使

って、保険点数のように。それでもらってきてや

っているということで、うちのほうから、直接は

聞いたわけでないんですが、やめている施設も特

にはございませんので、経営的には何とかやって

いられるのかなというところで認識はしていると

ころであります。 

○佐藤委員長 塩水部長。 

○塩水保健福祉部長 すみません。先ほど私の発言

のところでちょっと誤解を与えてしまったかなと

思ったんですけれども、国のほうからの交付金な

り補助金というのは、運営に対してではなくて、

あくまでも施設整備に対してだけだということで

ご理解いただければと思います。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、つまり、例えばここの定

員が５人とか、７人とかあるところについては、

４人の人が入っていると、Ａという人の障害の程

度に合わせて、その人に対するケアの必要性で何

十万と出る。このＢの人に対しての程度で何十万

というふうに出るということの中で、ここのグル

ープホームが運営をしていけているというふうに

考えればいいんですね。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 ご指摘のとおりです。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 
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〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し採決いたします。 

  議案第46号 第５期那須塩原市障害福祉計画に

ついては原案のとおり可決すべきものとすること

にご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第46号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 これより予算常任委員会（第２分科

会）審査に切りかえて審査をいたします。 

  議案第９号 平成30年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  田代課長。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 （議案第９号について説明。） 

○佐藤委員長 会議の途中ですが、ここで10分間休

憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５８分 

 

再開 午後 ２時１０分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  議案第９号 平成30年度那須塩原市一般会計予

算の説明が終わりましたので、質疑を許します。 

  山本委員。 

○山本委員 59ページの先ほどの計画とも関係する

のかもしれないんですが、２段目の障害者福祉サ

ービス給付費、昨年に比べて２億5,000万円アッ

プしたということで、説明はいただいたんですが、

これはその前の年もこのくらいずつアップしてい

たんですか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 前年度の前年度なんですが、

約１億円ずつぐらいふえているのが実情でありま

す。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 それはふえていっているというその理

由と、その１億円ずつふえていて、２億5,000万

円ふえているのはなぜかというところをもう一回

お伺いします。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 それでは、２億ふえたという

ことなんですが、実際は１億ずつ毎年はふえてい

るんですが、予算の計上の仕方なんですが、予算

を計上するのが大体11月ぐらいから作業が始まり

まして、次年度の予算を計上するんですけれども、

その年度の実績というのはまだ確定はしていない

ので、前々年度をベースにして予算を要求するも

のですから、どうしても２億ほどが乖離出てしま

うということで、実際は１億ずつぐらいしか上が

っていないんですが、前年度というか平成28年度

をベースにしますので、実際この結果だけで見て

しまうと２億5,000万円違うんですけれども、こ

としの決算が出ると、多分１億円ぐらい上がって

いるということになるんですけれども、数字はそ

ういうことで、その理由については、うちのほう

で大きくは２点あるのかなということで考えてご

ざいます。 
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  １点目としましては、サービスの内容を見ます

と、生活介護、身体をこうやって介護したりとか

するのがふえております。なぜかというと、障害

者の方は親御さんとは住んでいるんですが、親御

さんが30代、40代のうちは子どもの方も小さくて

親御さんも体力があるので、サービスは使わなく

ても自分で見られるよというものがあるんですが、

だんだん50、60になってくると、体力もなくなっ

てきて、子どもさんも今度大きくなってきて、お

風呂に入れるといっても自分より大きい子はなか

なか入れられないということで、親の介護が限界

になってきているというのもあるのかなと。身体

介護がふえているのかなというのがあるのが１点

と。 

  あとは２点目としましては、児童系のサービス、

児童発達支援関係のデイサービス等がふえている

ということで、そちらのほうにつきましては、皆

さんもご存じのように、発達障害という概念が世

の中に浸透してきまして、そういった概念が浸透

した結果、親も関心がありまして、早期にそうい

うお医者さんに見せたりとか、あと児童系のサー

ビスにつながったりしているのがあって伸びてい

るのかなというのと。 

  最後にもう１点目としましては、あとは障害者

の方の就労のサービスが伸びていると。就労訓練

みたいなサービスなんですが、そちらが伸びてい

るということで、やはり障害者の方も何らか、う

ちにずっといるだけではやはり生活に張りがあり

ませんので、世の中に出て少しでもお金を稼ごう

よという機運が高まっているのかなという、その

３点がありまして、毎年１億円ずつふえているの

かなというのが主な理由でございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 どこまでもふえるというのもないとは

思うんですが、見通しとしてはまだここ二、三年

はふえそうということなんですか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 ご指摘のとおり、二、三年ど

ころではなくて、親御さんがどんどん高齢化にな

ってきますので、それこそ通所サービスとか在宅

のサービスを使うどころか、今度、親御さんがそ

れこそ亡くなってしまったら施設に預けるしかな

いということで、需要は確実にふえていくものか

なと。 

  それともう１点は、介護のサービスと違いまし

て、介護は段階によってあなたは何万円までしか

使えませんよと、要介護１だったら16万ぐらいで

したか、２の人はこの何万円までしか使えません

よと上限があるんですが、障害のサービスについ

てはその上限がないので、結構使えるので、今の

制度が続くとすれば結構伸びていくのかなと。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、国が半分出して、県が半

分出して、市が県と同じだけ出すということにな

っていくと、どんどんこれはふえていく可能性が

あって、それをふえていくのに対して、つまりサ

ービスを提供するほうの側もふえるわけですよね。

そういうものは大丈夫なんですか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 サービスの受け皿なんですが、

こちらにつきましては、どうやって事業者に喚起

させるかということについては、うちのほうで地

域自立支援協議会という、どこの市町村でもつく

るようにはなっているんですが、介護関係に携わ

っている事業者の方とかお医者さんとか、あとは

ヘルパーさんとか、障害者の方の親の会とか障害

者当事者とか、いろいろな方が入って集まって協

議する会があるんですが、その中でいろいろな声

を聞いて、こういうサービスが足りないよねとか、

このサービスがもっとあればいいんだというのを
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事業者のほうに届けて、事業者のほうに施設の建

築を促していくというようなシステムでやってお

りまして、実際、就労支援のサービスについても、

来年か再来年について、ある事業所でもう１個つ

くりたいんだということで相談はあったところで

す。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山形委員。 

○山形委員 59ページの自立支援費、自立支援医療

費給付費ということで、前年度から1,000万円の

減。人工透析されている方が少なくなってきたと

いうことで、こちらはだんだん少なくなってきて

いるんですか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 結論から申し上げますと、一

過性のものでございます。もう少し詳しく言いま

すと、この制度につきましては、お医者さんにか

かりますと３割負担ということになってくるんで

すが、国保で７割、自分で３割、その３割分を負

担することになっているんですが、減った原因を

詳しく申し上げますと、生活保護の人工透析の方

が３人、４人亡くなって、この方については３割

じゃなくて10割なので、１年間になると500万ぐ

らいになるんです、お１人、人工透析。３人だと

1,000万円以上ということで、その方がたまたま

３人亡くなったので、一過性で減ったということ

なんですけれども、見通しとしましては、だんだ

んお年寄りになると人工透析になる方も多くなっ

てくるので、将来的にはふえていくのかなという

ことで考えています。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 その透析やられている人数、聞きたい

です。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 はっきりした人数が、透析だ

けに限ってちょっと今の手持ちはないんですが、

この医療制度を受けておりますのは、更生医療と

育成医療ということで、更生医療は、大人の方の

医療で、育成医療が子どもの方の医療で、大人の

方が平成28年度末で約280人、子どもの方が42人

で、人工透析はほとんど大部分だと思うんですが、

８割ぐらいだとは思うんですが、ちょっと正確な

数字、すみません、わかりません。 

  すみません、障害者計画の20ページをごらんに

なってください。 

〔「書いてあります」と言う人あり〕 

○田代社会福祉課長 ここの表に、受給者というこ

とで人工透析が入院が10、入院外が165足す27と

いうことで、全部で足しますと202であります。 

〔「計算すると減っているということか」

と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございますか。 

  金子委員。 

○金子委員 56ページの下のほうの戦没者遺族のほ

うので、本当に遺族として会員になっている人は

どのぐらいいるんですか。ちょっと遠い関係の人

はいっぱいいるんだよね、会員として。だけれど

も、本当に遺族年金なりもらっているような人が

何人かまだいるんですか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 遺族会の会員数については、

名簿上は300人ぐらいだということなんですけれ

ども、実際は活動に出てきている方は十数名ぐら

いで、年々減ってございます。遺族年金について

は、ちょっと私どものほうでは把握はしてござい

ません。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 その次のページの社会福祉協議会のほ

うとの関係なんでしょうけれども、今度、管内視

察をする心の里とかつくしとか、それは社会福祉



－176－ 

協議会のほうで担当しているということですけれ

ども、これは通所支援のほうでやっているのかど

うか、どのぐらいの予算が出ているか、これ、ど

こで見ればいいんでしょうか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 社会福祉協議会の運営費補助

ということで１億6,200万9,000円出ておりますが、

こちらのほうの補助金につきましては、あくまで

も心の里とかつくしのほうの事業費は入ってござ

いません。こちらのほうは法人運営をしていくた

めのいわゆる本所にいる方の人件費ということで

考えていただければなと思います。 

○金子委員 それでそっちのほうの費用はどこから

どういうふうに出ているのかな。 

○田代社会福祉課長 つくし…… 

○金子委員 つくしとか心の里とか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 つくし等の経費につきまして

は、総合支援法に基づきます障害福祉サービスと

いうことなので、そちらのほうで保険点数のよう

に請求をして歳入で入ってくると。それをもとに

人件費等の運営に充てているということでござい

ます。 

○金子委員 そうすると、この予算書には出てこな

いんですか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 予算書には出てきてございま

せん。 

○金子委員 了解です。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 58ページの障害者福祉総務費の中で、

那須地区障害者スポーツレクリエーション大会と

いうのがあるんですけれども、それは毎年行われ

ているわけですけれども、それのうまくいってい

るというか、満足度というか、参加者、障害者が

それをどういうふうに見ているかということと、

あとはこれ、そのほかに以前は研修みたいなのが

結構あったので、そういうものはもうここではな

くなっちゃっているんですか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 スポーツ大会に対する満足度

ということなんですが、直接アンケートはとった

わけではないんですが、年に１回のスポーツ大会

ですので、来ている方を見ると、同じ方が固定し

て来ているということなんですが、推測からしま

すと、楽しみにはして来ているのかなということ

が言えると思います。 

  それと、研修につきましては…… 

○佐藤委員長 関谷係長。 

○関谷障害福祉係長 以前は那須地区の中で那須塩

原市が担当していたもので、発表会のようなもの

があったんですけれども、それについては、特別

支援学校の生徒が出てきて発表するということで、

その那須地区との交流とか一般の方との交流とい

う趣旨からだんだん外れていってしまいまして、

数年前に廃止となった経過がございます。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 もう私も最近余りかかわっていないの

であれだけれども、大分、以前は泊りがけで障害

者たちが、例えば鬼怒川の何とか施設がありまし

たね、あそこはもう今なくなっちゃった、烏山あ

たり、ああいうところとか、そういうところでス

ポーツ大会と同じような感じでそういうのが以前

はあったんだけれども、今はもうそういうのはな

いんですね。 

○佐藤委員長 関谷係長。 

○関谷障害福祉係長 現在は市の身体障害者福祉会

のほうで塩原温泉に泊まりで研修が行われている

のと、それから那須塩原市の心身障害児者父母の

会、こちらで療育訓練ということで、県外にバス
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で行って指導者と一緒にお泊まりをしてくるとい

うものがあります。 

  社会福祉協議会でやっていたあったかハート号

というものがあったんですけれども、あちらはな

くなったと伺っております。 

  今のところ、研修としてはそのような状況でご

ざいます。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 今のその塩原のあれというのはこうい

うところへは出てこない、出てくるんですか。 

○佐藤委員長 関谷係長。 

○関谷障害福祉係長 予算の３款１項３目の1001事

業、身体障害者在宅福祉費の中で60ページです。

その中で補助金としまして、19節補助金の中で身

体障害者福祉会の中の補助金を充てていまして、

その中で会のほうが独自に運営しているという状

況でございます。 

○金子委員 了解です。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 58ページの今の障害者のことなんです

が、扶助費の中で福祉タクシー券というのがある

んですが、すみません、説明お願いします。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 こちらの福祉タクシー券につ

いては、ありていに申し上げれば、重度の方の障

害者で、身体障害者はおおむね１級から３級、知

的の方はＡ１、Ａ２、精神の方は１、２級の方に

対しまして月2,900円分掛ける12ということで

34,800円、年間で交付しておりまして、28年度末

現在では約1,700人に交付をしております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 これは対象者のほとんどの方が使って、

使い切っているんですか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 使い切っているかということ

に関しましては、使い切っていない方もいらっし

ゃいます。といいますのは、重度の障害者の方で

あっても、車を改造して運転したりとかできる方

もいらっしゃいますので、どちらかというと高齢

者よりは使い切っていない率は多いのかなという

ことで認識はしてございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 これもそうしますと、申請をしてチケ

ットをいただくという外出支援タクシーと同じよ

うな形でいただいているということでいいんです

か。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 ご指摘のとおりです。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 前、これ、たしか100円券で渡してい

たような気がするんですが、今も100円単位で使

える形になっているんでしょうか。 

○佐藤委員長 関谷係長。 

○関谷障害福祉係長 現在は100円券と500円券の２

種類に分けて交付をしております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 先ほど１月2,900円の12カ月というこ

とだったんですが、例えば今月5,000円使って来

月は使わないみたいな、１年通してこの３万

4,800円を使えるというふうに考えてよろしいん

でしょうか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 ご指摘のとおりです。 

○山本委員 了解です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 56ページの下から２番目、6001事業、

戦没者遺族等支援費ということで、戦没者追悼式

ということなんだろうと思うんですが、まず１点

は、毎年三島ホールと黒磯の文化会館と交互に行
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っているんだろうと思うんですね、年ごとに。こ

とし、平成30年度、文化会館が使えないのでとい

うことで、成人式はハーモニーホールになるとい

うあれがありましたけれども、この追悼式につい

ては、去年三島ホールでやっているので、ことし

文化会館になるだろうと思うんですが、その時期

についてはかぶらないんですか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 来年度につきましては、やは

り文化会館が使えないので、三島ホールを使用す

る予定でございます。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 もちろんそういうことであれば、予算

上は変わらないということになるんでしょうが、

それについては、その参加予定者の遺族の方には

前もってというか、現時点では通知はされている

んでしょうか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 すみません、ちょっと詳細ま

で把握はしていないんですが、後でちょっと調べ

て。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 わかりました。 

  それと、以前、黒磯の文化会館の大ホールで行

われていた追悼式でございますが、ここのところ

小ホール、これは参加者の人数が減ったというこ

とでございますが、その辺については社会福祉課

として、これ社会福祉課が担当で行っている事業

なんだろうというふうに理解はしているところな

んですが、これから減ってきます。戦後70年以上

たっていますので、当然減ってきてしかるべきな

んですが、例えば去年、日本遺族会のほうではい

わゆる孫の世代に対する組織化を図っているとい

うことで、年代はあれなんですが、青年部という

名前をつけて日本遺族会青年部というのが立ち上

がってはいるんですが、この招待する人について

は、全て遺族会にお任せというスタンスでいるの

かどうかお伺いします。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 そちらにつきましては、全て

お任せということではないんですが、主導は遺族

会にあるんだと思うんですけれども、だんだん

年々少なくなっておりますので、今言われました

孫の代まで拡充できるのかどうかというのは、今

後の遺族会との話し合いで協議していきたいとい

うことで考えてございます。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 それについては、この戦没者追悼式と

言われるものというのは恐らく延々と続けていか

なければならないものだろうというふうに考えて

おりますので、ぜひ遺族会のほうと市のほうでも

きちんと進められるような体制まではあれなんで

しょうけれども、計画を練っていっていただけれ

ばというふうに思いますが。 

  以上です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑は。 

  星副委員長。 

○星副委員長 58ページなんですが、３款１項１目

の自殺対策強化事業費なんですけれども、毎年同

じ予算計上にはなっているんですけれども、これ

は受講者数にしても、やる内容ももう決まってい

るものとしてやっていて、これ以上、何か対策を

打つとか、そういう計画はなく、ただ計上してい

るという考えでよろしいでしょうか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 自殺対策の事業につきまして

は、確かにご指摘のように、今３点行っているん

ですが、１点目としては、カウンセラー利用相談

を月２回やっているものが１つ。あとはゲートキ

ーパー養成講座ということで、こちらにつきまし
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ては、ゲートキーパーとは何かといいますと、ゲ

ートというのは門、キーパーというのは見張り役

ということで日本語には訳されるんですけれども、

いわゆる自殺をしようする人を防ぐ人をゲートキ

ーパーということなんですが、そういった方をど

んどんふやしていこうよということでやっている

講座が２つ目ということと、あともう一つが、委

託料のほうに計上しておりますセルフチェックシ

ステムということで、こちらはホームページのほ

うに、いわゆる「あなたの状態がどうですか」と

いうのをアンケートみたいなので答えていただく

と、あなたの状態はちょっと精神的に不安定です

ねとか、そういう結果が出てくるものをやらせて

いただいているということなんですが、決してず

っとこの３つに特化しているわけではございませ

んが、今のところこちらを主にやっていって、何

かいい事業が出た場合にはやっていきたいなとい

うことでは考えてはいるんですが、今のところは

この３つということで考えております。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 ここのところ、やっぱり若年層の自

殺というものもふえてきているということも問題

にはなっているんですけれども、ラインとかネッ

トの相談という部分は、この予算の中に入ってい

ないのであれなんですけれども、これからの自殺

対策ということでは大事なことになってくるので

はないかと思うんですが、そのあたりの方針的な

部分ではどうなんでしょうか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 確かにラインやメール等の相

談というのは有効な相談にはなり得るのかなとは

思うんですが、今のところちょっといい事例がな

かなか見当たらないものですから、そういった事

例があれば、今後は検討していきたいと思ってお

ります。 

○星副委員長 わかりました。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 61ページの精神障害者福祉費、1001

事業で、精神障害を持っている方の理解を深める

ための事業をやるということで、先ほどご説明あ

ったんですけれども、その具体的な内容を教えて

ください。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 具体的な内容につきましては、

毎年１回、文化会館におきまして、これはＮＰＯ

法人の那須フロンティアというところに補助金を

出しまして、精神障害者に対する世の中の理解を

深めるための事業を行っております。具体的には、

精神障害者関係の映画とか、そういったものを一

般の市民の方に見ていただいて、精神障害者に対

する理解を深めているというものであります。 

○星副委員長 わかりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第９号 平成30年度那須塩原市一般会計予
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算は原案のとおり可決すべきものとすることにご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第９号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○佐藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 （障害者手帳申請時の窓口対応につ

いて。）（生活保護の受給者番号について。） 

○佐藤委員長 ほかに委員の皆さんから何かござい

ますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 社会福祉課の皆さんからは何かござ

いますか。 

  田代社会福祉課長。 

○田代社会福祉課長 特にございません。 

○佐藤委員長 それでは、社会福祉課の審査を終了

いたします。お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。 

  なお、10分間休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時４６分 

 

再開 午後 ２時５８分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎高齢福祉課の審査 

○佐藤委員長 それでは、高齢福祉課の審査に入り

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３６号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 議案第36号 那須塩原市介護保険条

例の一部改正についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 （議案第36号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 すみません。保険料の改定の情報が入

ってありますので、そうすると、きのうですか、

配られた計画の公費と保険料の割合、これが最初

に聞いていたものとこの割合が間違っていたとい

う。これから、公費と１号保険者、２号保険者の

負担割合が違うという資料が、正しいのはこちら

ですというふうにいただいてはいますが、これが

計画の段階のこれが違っているんですけれども、

保険料はこのままで、ご説明いただいたとおりで

変更はないと、そういう認識でよろしいんでしょ

うか。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 きのう、大変申しわけなかっ

たところなんですが、修正点ということで直させ

ていただいた点がございます。 

  今、委員のご指摘がありましたところ、これは

多分、計画書でいいますと128ページのところに

なってくるのかなというふうに思いますけれども、
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調整交付金の考え方について国も疑問を抱いたの

かなというふうに思います。 

  こちらのほうについて、まず調整交付金の考え

方につきまして若干簡単に説明させていただきま

すが、こちらにつきましては、全国ベースで第１

号保険料の格差、これをなくそうというのが主な

目的ということでございまして、そのことからい

たしますと、この調整交付金の交付率が変わって

しまったということをもちまして、その変わった

ということはその変わった分を、これを公平にと

いうことではなく、その分については保険料の格

差を全国ベースで直すということでございまして、

それは保険料のほうの第１号保険料に限って、そ

の調整交付金、基本５％もらいますけれども、う

ちの場合はそれが平均2.74％でございますので、

2.26％、これについては１号保険料のほうの23％

にプラスしてこちらの保険料になっていると、負

担割合になっているということでございますので、

結果といたしまして保険料の算定、これに誤りが

ないものでございます。 

  以上でございます。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 単純計算しますと、１号被保険者の割

合が今まで23％で、実はずっと計算をしているも

のだと思っていたものですから、それが実際には

25.26％になっていましたよと。だけれども、保

険料は5,400円で変わりませんよという説明だと

すると、最初に設定した、最初の、これの誤りで

ない数字で設定したときと誤った数字で設定した

ときの差が、全体的な保険料の割合が１号保険者、

２号保険者をプラスして52.26％だから、誤って

いるほうは51.51％だから、若干上がっているわ

けですよね。保険料の負担割合、１号保険者と２

号保険者が変わっているにもかかわらず、保険料

が変わらない……。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 今の件でございますが、実は

保険料を算定する際には、この訂正後のもので保

険料の算定のほうはしてございます。ただ、計画

書に転記する際に転記ミスということで、その転

記ミスによってこちらの記載が誤ってしまったと

いうことでございまして、その点につきまして、

転記ミスについて混乱をちょっと招いてしまった。

けれども、保険料の算定、こちらにつきましては

今回修正したもの、これに基づきまして算定をし

ておりますので、保険料の算定、これにつきまし

ては今言ったようなことということでございます。 

  以上でございます。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、この誤りに気がついたの

はいつの時点なんでしょうか。勉強会で事前に説

明していただいた時点では、この誤りはわかって

いなかったということなんでしょうか。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 勉強会のときに保険料の計算、

こちらにつきましては、その時点で、この修正後

のもので計算をしておりました。ただ、この勉強

会の時点でここの記載、こちらにつきましては誤

った記載ということで、その勉強会の時点ではち

ょっと気がついていなかったということでござい

ます。 

○相馬委員 わかりました。いいです。ちょっとも

う一回よく見てみます。 

○佐藤委員長 ほかに委員の皆さんからございます

か。 

○相馬委員 じゃ、もう１回いいですか。すみませ

ん、ありました。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、この勉強会のときの資料

で、第１号被保険者負担割合額ということで、③
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第１号被保険者負担割合で23％で計算してあって

64億5,467万7,000円、この数字自体は間違ってい

ないということですか。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 こちらの数字につきましては

誤りはございません。 

  勉強会のときに、Ａ３版で詳細に配らせていた

だいた数字があるんですけれども。ということで、

大変申しわけないということでございますが、勉

強会のときに、基本的な考え方、それから、基本

的な考え方プラス詳細な一つ一つの調整交付金が

幾ら、そこに23％の１号保険者の保険料、それに

先ほど説明した分の調整交付金の差額を足して、

それで計算していく、そういったものをこちらの

ほうのＡ３のところで全部説明をしたこの数字、

こちらの数字が正しい数字でございまして、この

数字がそのままこちらのほうにも載ってございま

す。そして、先ほど言ったように、あくまでも保

険料の算定は間違いなくやっていたところだった

んですけれども、その肝心な計画のところの表記

ミス、転記ミス、これだけがしてしまったので、

ちょっと混乱を招いてしまったということで、こ

ちらにつきましては反省をしたいと存じます。 

  以上でございます。 

○相馬委員 わかりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第36号 那須塩原市介護保険条例の一部改

正については原案のとおり可決すべきものとする

ことにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第36号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４７号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 次に、議案第47号 第７期那須塩原

市高齢者福祉計画についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いします。 

  塩水部長。 

○塩水保健福祉部長 （議案第47号について説明。） 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 （議案第47号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 アンケートについては、そういう各部

門についてアンケートを行っているということで

ございますが、勉強会のときに市民からの意見の

募集ということでパブリックコメント等をやって、

パブリックコメントでの意見があったのかどうか

お伺いします。 
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○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 パブリックコメントにつきま

しては、11月21日から12月20日まで１カ月間行い

まして、意見の提出につきましては１件ほど出て

いたところでございます。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 内容についてご説明いただければ。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 こちらのパブコメの意見に書

かれた内容につきましては、こちらの計画の表現

の仕方にはなってきますが、具体的に、今ちょっ

と、とっちらかってあれで申しわけないんですが、

いわゆる権利擁護の関係についての表現の仕方を

適正な形での表現に直すということで、表現の箇

所を何カ所か直したということで、基本的な考え

方は変わらず、その表現の仕方、こちらについて

ちょっと直させていただいたというようなところ

でございます。 

  以上です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  ございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 51ページの基本理念のところで、さま

ざまなこれまでのアンケートから、高齢者が住み

なれた地域で健やかに生き生きと暮らせるまちづ

くりというのが基本理念というふうになっていま

すが、これ、市民のアンケートのどういうところ

をどういうふうに参考にするとこういう結論にな

ったのか、ご説明いただけますか。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 今の基本理念の設定につきま

してでございます。 

  こちらにつきましては、当然ながらアンケート

の結果、こちらにつきましても当然、参考にして

いたところでございます。ただ、そのアンケート

結果ということだけではなく、上位法であり、総

合計画、またその他、重点的なことの社会福祉の

計画、そういったところの大きな観点から、こち

らの基本理念については設定をさせていただいた

ということでございます。 

  ただ、アンケートの結果のところでございます

と、やはりこちらの中で出てきたところでありま

すけれども、この介護部門のニーズ調査、いわゆ

る一般の高齢者ですね、そういった方々のところ

で調査の内容というか、結果がいろいろ出てきて

おりますけれども、ここの例えば22ページのここ

のところで、地域住民の有志によって健康づくり

や活動、趣味のグループ活動、これで生き生きと

した地域づくりを進めるに当たって、「あなたは

その活動に参加したいと思いますか」というとこ

ろで、57％の方が「参加したい」、これは「参加

したくない」ですね…。ご指摘のところで、内容

的なところになりますけれども、44ページのとこ

ろの内容のところにも書いてございますが、やは

り在宅で生活している要支援、要介護者の方、82.

8％の方が施設等への入所、入居は検討していな

いと、そういった回答があったりとか、それから

健康づくり、介護予防の関係のところにつきまし

ても、やはりこのところにも書いてありますけれ

ども、とじこもりの危険性、増大というところに

つきまして、そういったところにつきましては、

なるべく体を動かしていく、こういったことが必

要ですというような、そういった結果も出ている

と。そういったところを主にある程度、結果から

はそんなところから出てきたということでご理解

いただければ幸いと考えているところでございま

す。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 何ページがどうこうということではな
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いんですけれども、例えば36ページからケアマネ

ージメントの実態に関するアンケートで、ケアマ

ネさんへのアンケートをとったりしているんです

ね。そういうのを見たり、あと課題がどうという

のを見ていると、○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○最初のケアプ

ランの作成をするときに、その負担感が大きいと

いうことは、もう入り口のところでつまずくとい

うか、うまくいっていないというのはどんなに福

祉計画として書いてあることはもっともなことだ

し、言っていることもわかるし、こうありたいと

いうことはよくわかるんですけれども、何かそれ

に一体何が足りないかといったら、やっぱり人が

足りないんではないかなというふうに思うんです

ね。高齢者がふえていくのに、そこに対処する人

が足りなかったり、例えばインフォーマルなサー

ビス導入のための事業所探しが大変だって、事業

所を探すのはやっぱり人手が要るわけだし、何か

ケアプランをつくるのだってロボットがやってく

れるわけではないし、情報について利用者への説

明というのも非常に大変だっていうのも、やっぱ

りケアマネさんが直接やらないといけない。そう

いうことを考えると、とりあえず各、ここの地域

はこの包括さんがやるんだよとなっているんです

けれども、○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

第８期をまたつくるときが来たときに、何と言う

んですかね、進展がなく、課題がふえていくとい

うような印象を持つんですけれども、その辺せっ

かくアンケートをとっているのに、何か見えてく

る課題というのが余り現実的ではない気がするん

ですが、その辺についてお聞かせいただきたい。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 実は私も、一番、今委員おっ

しゃったとおり入り口のところ、特に、もちろん

ケアマネさんもそうですし、地域包括支援センタ

ーの職員、非常にこれから大変な作業が待ってい

るところの中で、その入り口の部分の包括の職員、

ケアマネの職員が不足しているものの中でこれを

進めていくには非常に不安感があると。そこにつ

いては、深刻にうちのほうも捉えているところで

ございます。この人材の不足、絶対的な人手不足

につきまして、本当になかなか報酬ですとかそう

いったところについてはうちのほうではできない

んですけれども、ただ地域包括ケアセンターの人

員を少なくともこちらについては、うちのほうで

何とかできるように裁量もできないこともないも

のがありますので、そちらについては、充実をさ

せていきたいなというふうに前向きに考えている

ところでございます。言葉がちょっと足りないか

も知れませんが以上です。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 つまり、高齢者に対して福祉を充実さ

せようというふうに考えたときには、やっぱり建

物も大切だし、うちで余り世話ができない人には、

訪問することも介護することもそれは大切なんで

すけれども、ともかく最初の段階で、そうやって

人がいないことがわかっていて、それがきっと処

遇の問題なんだと思うんです。もう全てやっぱり

やりたいという気持ち、だって今、介護に対する

知識を持った方もいらっしゃいますし、そういう

人が何かやっぱり社会貢献の仕事だから一生懸命

やりたいと思ったときに、それでは暮らしていけ

ないとか、やっていけないと、一生懸命やってい

ったら自分が倒れちゃうみたいな、多分形になっ

ているんだと思うんですね。それは、国の施策か

もしれないけれども、であるならば、那須塩原市

として、その足りない部分を何とか拠出して、そ
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の人に対してお金を出すなりして、入り口のとこ

ろでとまらない、だってこれ、30とか40％の人が

もう入り口で困っているという現実が見えている

のに、それをアンケートを見ていたら、それなの

に、そこのところで余り人をふやすということの

施策はないような気がするんですけれども、やっ

ぱり那須塩原市版みたいな形でやらないと、全く

もって高齢者が地域に任せたって、やっぱり限度

があるでしょう、みんな高齢化して。このところ

をもう少し真剣に考えることをしないですか、何

かないんですか。 

○佐藤委員長 塩水部長。 

○塩水保健福祉部長 今、委員のご指摘で、ちょっ

と私も新たな、ケアマネジャーさんが足らないと

いう指摘は初めて実は受けたところで、このアン

ケートから読み取れるのは、どっちかといえば、

ケアマネさんが業務を行うに当たって困難をきわ

めて負担感ということだけれども、困難な部分と

いうことで、例えばケアマネさん、要介護１以上

の方のケアプランをつくっていただく方たちなん

ですけれども、一番、パーセンテージが高そうな

ところでいいますと、最初に事業所探しがありま

したけれども、この事業所探しに対しては、そも

そもインフォーマルサービスをやっている、どこ

に市内どんなのがあるんだということをケアマネ

さんたちがわかっていないのかなというところで、

それは私たちの情報の発信の問題があったり、そ

れからケアマネさんのキャッチすることにも問題

があるのかなと私は分析していて、あともう１個

の40％台の医療機関主治医との連携調整、これに

ついては医療と介護の連携というところで、今ま

さに医療側も問題意識を持って介護側と一緒にや

っていこうというところにあるので、ここら辺は

どっちかというと、今度負担感は、これからこの

アンケートをもとに、いろんな施策につなげてい

けるのかなと捉えております。 

  数が足らないというのは、ちょっと今わからな

いですけれども、ケアマネの事業所は結構どんど

んできて30以上あるということなので、またケア

マネ協議会という任意の団体があって、勉強会を

ケアマネさんたちは行っているんですね。そうい

うところで、こういうことも改善されるであろう

し、あとはケアプランの関係でもリハ職の方とか

包括の方が入って、やっぱりケアマネさん自身も

質の向上をしたいというところで、そこにご支援

いただいたりとか、いろんなことをやっておりま

すので、数が足らないというのはちょっと今まで

聞いたことがないので、何ともそれについてはお

答えできないというところと、あとは、ケアマネ

さんにかかわらずに一般的な介護人材不足という

ところでいえば、介護保険制度の中にあるとすれ

ば、例えば独自の事業となると保険料の加算が全

面負担という加算になってしまうし、あとは介護

保険制度に対して、市のほうで単費が出せるかど

うかというのをちょっと検討しないと。ちょっと

原則だめということになっているので、何とも今

のところ、本当に問題はすごく感じているところ

ではあるんですけれども、貴重なご意見というこ

とで受けとめさせていただければと思います。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 この後ろのほうに、公民館ごとの人の

数出ていますよね、ここで稲村だったら１万何人

人がいるとかとあるんですけれども、包括支援セ

ンターは、数は公民館ほどないですよね、例えば

西那須だったら２つしかないみたいな形で。 

  ケアマネさんの数が少なくないのかもしれない

んですが、やっぱり言いたくはなかったんですが

質というのもあります。人なので、やっぱり、経

験のある人とない人、優しさのある人とない人と

言ってはいけないんですけれども、やっぱりそう
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いうものがあって、それから相性があって、その

ご家族の方と、あるいは本人の方とうまく話がで

きなければ、じゃこの人、違う人にしたいわとい

うことがなかなかできないんです、現実は。そう

いうことを聞くこともあります。だから、もう頼

らないわというふうに。でも、頼らなければ、結

局いろいろなものが使えないという、そういうも

のというと、やっぱり人だと思うんですね。 

  確かに、事業所８カ所で人口的なものからいっ

て足りているかもしれないですよ。だけれども、

やっぱり広い那須塩原市に人は点在していて、せ

めて15も公民館があったら15の公民館ぐらいにな

いと気楽には回れないんじゃないでしょうか。私

はそんなふうに思うんです。だから、確かに人は

足りないと誰も言わないのかもしれないけれども、

私はやっぱり適材、適切な人が適切な地域の中で

いなければいけない。それで、身近に本当に、本

当だったら自治会ごとぐらい誰か相談できる人が

いたら本当にいいと思うんですよ。でもそうはで

きないので、せめて公民館ごとぐらいにはいて、

何人いればいいかわからないんですけれども、そ

ういう仕組みをできるだけつくっていかないと、

これつくってもうまくいかないんではないかなと

私はすごく思っています。それを言ってどうにか

なるものではないんですけれども、やっぱり希望

として今後、医療との連携は進めていくみたいな

ので、あとは本当に地域と人との連携を上手にと

っていって、この計画を進めていただきたいとい

うふうに思います。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第47号 第７期那須塩原市高齢者福祉計画

については原案のとおり可決すべきものとするこ

とにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第47号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  会議の途中ですが、ここで10分間休憩いたしま

す。 

 

休憩 午後 ３時５９分 

 

再開 午後 ４時０６分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５４号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 次に、議案第54号 那須地区在宅医

療・介護連携支援センター運営協議会の設置に関

する協議についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  板橋課長。 
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○板橋高齢福祉課長 （議案第54号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 先ほど、この事業につきまし

て私、来年４月と言ってしまいました。来年度４

月からということで、平成30年４月からというこ

とで、ご訂正をお願いします。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 まず、内容についてでございますが、

居宅に関する医療機関と介護サービス事業者の連

携というふうなことになっていますが、まず居宅

に関する医療機関というのは、どういう医療機関

のことを想定しているんでしょうか。 

○佐藤委員長 係長。 

○倉俣地域支援係長 在宅で介護が必要な方という

のは、実際に医療機関に行くというのは難しい方

もいらっしゃるということで、在宅にいて、訪問

診療が受けられる体制であったりとか、それに伴

って医者だけが足らないという部分もありますの

で、訪問看護というところで一緒に連携を組みな

がら訪問看護と訪問診療、あとそれにあわせて、

介護というところもあわせて、両方、医療と介護

が組み合わさってサービスを利用していかないと、

在宅での生活がうまくいかないだろうということ

で、このようなセンターの中心となって相談員が

コーディネートしていくような形になっておりま

す。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 訪問する医療機関というのは、どうい

う医療機関なんでしょうか。いわゆるＮＰＯ法人

の医療機関なのか、それとも病院なのか、それと

も地域の診療所の方が地域をまとめて訪問して歩

くのか、この医療機関というのはどういう医療機

関、ただ単に看護機関、看護師だけなのか、お医

者さんであればどういう医療機関なのか。 

○佐藤委員長 倉俣係長。 

○倉俣地域支援係長 その方によっても必要な医療

というのは、それぞれ皆さん方違うと思うんです

けれども、その中で本当に個人で往診をしていら

っしゃる先生もいらっしゃいますし、あと本当に

往診専門の先生もいらっしゃる。あとは、往診を

しながら時々医療機関に行かなければいけないと

いう場合も、ところもあるんですけれども、結局、

医療という部分についての情報発信がちょっと十

分に介護のほうのケアマネさんもわからないとこ

ろがありますので、実際こんな患者さんがいたと

きに、どんな医療の人とつないでいけるといいの

かなというところの相談であったりとかを受ける

というふうなことを想定しております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 医療機関と結ぶのに関して、今この那

須郡市医師会の中でどのくらいのお医者さんが実

際に在宅にかかわっていらっしゃるのか、教えて

ください。 

○佐藤委員長 係長。 

○倉俣地域支援係長 すみません、詳しい数は、今、

手持ちにないんですけれども、今、市の中で多職

種連携会議というのをやっていまして、訪問診療

という形ではっきりと看板を出してやっている医

療機関もあるんですが、昔からの主治医であって、

そういう方にしたら、その方が寝たきりになった

場合に訪問というか、往診という形で診察してい

らっしゃる先生もいらっしゃるものですから、は

っきりとした数字がつかめていない状況ではあり

ます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 今、かかりつけ医というものを推進し

ていますよね。いざとなったときに、そうやって

往診してくださるとか、在宅医療をこういうふう
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に連携してくださるとかというのがわかれば、じ

ゃ、そういうところの先生にかかりつけ医になっ

ていただこうかなとか思う要因ありますよね。そ

ういうことを、じゃ今後は、これができたら何か

一覧表にして、ここのこの医院のこの先生だった

ら往診してくれるとか、在宅医療をやってくれる

とかというものをもらわなかったら、これつくっ

ても意味がないんですけれども、してくださるん

でしょうか、今後。 

○佐藤委員長 倉俣係長。 

○倉俣地域支援係長 こちらの規約の４条の１号の

ほうに書いてあるとおり、こちらの地域の医療と

介護の資源の把握に関する事務というところにつ

いて、ホームページ上でそのような情報が発信で

きるような形で整えていきたいというところで計

画しております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 ホームページはいいと思うんです。私

は見られますけれども、意外とホームページはア

クセスできない方もいらっしゃいますので、ぜひ

そういう形だけではなくて、紙ベースとか何か、

民生委員さんに聞けばわかるとか、あるいは市役

所に行けばわかるとかという方法もとっていただ

いて、広くそういうことがわかるような形にして

いただくことを、せっかくこういうのをつくるん

ですから、いただきたいなというふうに思います。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 今ご意見いただいたことは、

非常に重要なことだと認識しております。今まで、

郡市医師会が主導となってこの事業を進めていた

ところだったんですけれども、平成30年４月から

は市町村が主体となって、その中でやはり、かか

りつけ医さんがどこかということの細かい情報、

例えば、持っていれば具体的に何時から何時、何

曜日のいつだったら大丈夫ですよと、そういった

細かいものをホームページとかということだけで

はなく、あらゆる手段を考えつく中でこれを周知

していく、これが非常に重要なことだなと思って

おりますので、そこについてはぜひとも、２市１

町、知恵を出し合ってやっていきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 例えば、ごみはカレンダーがあります

よね。ごみはやっぱり勝手に捨てられては困るか

らカレンダーにしていただいていて、もちろんホ

ームページも見られるんですけれども、こういう

医療とか介護とか、市のサービスについても、一

覧表みたいなもので１年に１度、ここのお医者さ

んとこのお医者さんは訪問医療をしてくれます、

往診もできます、この時間だったら電話してもい

いですみたいなものを、できる範囲でいいんです

けれども、そういうものをやっぱりつくっていた

だいてしていただかないと、せっかくいいことを

やっているのに、市民にわからないというふうに

なるともったいないですので、ぜひ工夫をして、

情報の周知をしていただきたいと思います。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 この事務にかかわる方というのは、

資格は何か有する方がやるような形なんですか。

それは、２市１町のほうで選んでやっていくよう

な形ですか。 

○佐藤委員長 倉俣係長。 

○倉俣地域支援係長 既にある程度、人選は終わっ

ておりまして、お２人決まっているんですけれど

も、お１人は今現在、医師会のほうで医療と介護

の連携の拠点事業を行っておりまして、そちらの

業務に携わっている、もとの日赤の連携室にいら

っしゃった方が担当しています。今度、新しく入

るお１人につきましては、保健師でケアマネの資
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格も持っている方というところで、実際に地域に

出て仕事をしていた方というところのお２人の人

選で考えております。 

  以上です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第54号 那須地区在宅医療・介護連携支援

センター運営協議会の設置に関する協議について

は原案のとおり可決すべきものとすることにご異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認め、よって、

議案第54号については原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 これより予算常任委員会（第２分科

会）に切りかえて審査をいたします。 

  議案第９号 平成30年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 （議案第９号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  山本委員。 

○山本委員 歳出のほうで聞きます。歳出で、63ペ

ージの新たにできる認知症のホームと小規模多機

能の併設のホームについては、どちらの地区にで

きるのか教えてください。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 まず、認知症グループホーム

のほうでございまして、１ユニットのほうでござ

います。こちらにつきましては、西那須野地区

─ごめんなさい、２ユニットです。そちらにつ

きましては、西那須野地区の、あそこは…… 

〔「新南」と言う人あり〕 

○板橋高齢福祉課長 新南ですか。 

〔「新南」と言う人あり〕 

○板橋高齢福祉課長 ちょっとお待ちください。新

南ですね、新南にできます。２ユニット、定員18

名で、そうですね、認知症高齢者グループホーム、

これが１施設。 

  もう一つが、これが併設のものでございますが、

これは東原にできるものでございます。東原小学

校からちょうど反対のほうのところを。 

  今のところとは、また別途、新規にということ

で。 

  以上でございます。 

○佐藤委員長 ほかにございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 その前のページの62ページのちょっと
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細かい話なんですが、高齢者生きがいづくりのと

ころの陶芸のあの窯の移設、やっと稲村公民館に

なったみたいなんですが、移設費用に、文化財も

入っているんですが、45万8,000円で、あそこに

あるままを公民館のところに移設をするというこ

との費用なんですか、これ。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 委員おっしゃったとおり、あ

そこにある陶芸窯、あそこのほうを、今度、新し

い稲村公民館のほうに移設するためだけの費用と

いうことでございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 その下にあるこの賃借料は、今のとこ

ろのこれ用地のお金なんですか。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 そこの賃借料につきましては、

おっしゃったとおり、そこの今あるところの用地、

昔で言うところの老人憩の家とか…。 

  以上です。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 今年度、稲村公民館に移設の予定で、

これから交渉するとのことだったんですが、そう

しますと、30年度は、１年間まだあそこに借りた

ままで、そのこの157万8,000円というのが、その

１年分の用地の賃借料ということでいいのですか。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 一応、今回の賃借の予定につ

きましては、その窯の移設で稲村公民館に持って

いったところ、今度は空き地というか使いどころ

が陶芸の活動の場ではなくなってくるということ

がございますが、そこのところにつきまして、わ

かば保育園の駐車場になっていくのか、それとも、

それがどうなっていくのか、そこら辺のところが

今ちょっと見えない部分がございまして、関係課

でちょっと情報共有というわけではなく、情報提

供していただいた中で、そこの中については、３

年間のうち、３年間分は契約結んで、そこの賃料

をはかり、という状態にしているところでありま

す。 

  以上でございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、この157万8,000円は、今、

わかば保育園があって、駐車場に使っていますね、

隣を。その中に建物があって、その建物が移設す

れば、多分壊すんだとは思うんですけれども、そ

れでもあそこの部分は、このお金で借り続けると

いうことなんですか。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 そちらについては、うちの課

とすれば、そこについての所管というか、という、

もっと言ってしまうと、そこの跡地の利用形態が、

例えばそのわかば保育園が民営化になって、そこ

の場所ではないところに行ってしまいますよと。

これはわかりませんけれども、そういった場合に

ついては、また違う方法になってくるかと思いま

すし、もしそうでない場合には、わかば保育園の

駐車場ということでそのままで来て、その場合だ

と、方針が決まったらば、うちのほうからの賃借

ということではなく、今度は子ども未来部のほう

に予算を移していくと、そういった形で調整をし

ているところなんですが、まだその方向性が決ま

らないために、暫定的にうちのほうでその賃借料

を    持っていると、そういった段階です。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 何か少し、何かそうなのか、そういう

ものなのかなと思って、今、聞いていたんですが、

こういうのは前から高齢福祉が持っていて、でも、

移設するしないと言っている間に、わかば保育園

が結局駐車場としてずっと使い続けているんです。

去年、ことしもそうだし、その前からなのに、ず
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っとその高齢福祉部のほうでお金を出しているの

が変な感じがするんです。するんです、私にとっ

ては。ことし、その生涯学習のほうで予算がつい

たので、ここに何か入っているとは思わなかった

んですが、そういう予算の立て方でいいんですか。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 そこについては、いろんな考

え方があるのかなというふうに思いますけれども、

結果的にそういうような形で    ということ

でございます。 

  以上であります。 

○山本委員     やめときます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  ありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第９号 平成30年度那須塩原市一般会計予

算を原案のとおり可決すべきものとすることにご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第９号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１２号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 次に、議案第12号 平成30年度那須

塩原市介護保険特別会計予算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 （議案第12号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  山本委員。 

○山本委員 183ページの先ほど説明をいただいた、

その第７期の福祉計画の印刷の関係なんですが、

これは何冊印刷にかける予定ですか。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 一応、こちらで予算のほう請

求のほうで    いただいたのが500部という

ことでございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 500部で70万円ということなんだと思

うんですけれども、これ    にいただいたの

これに、ここのところにやれば内部印刷で全然構

わないと思うのですが、それと、この印刷屋さん

に出す70万とのお金の計算はしたんですか。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 今回の計画につきまして、 

   のほうグラフの中、そこの中で、こういう

ちょっと見づらい部分があったりとか、グラフ、

棒グラフのところ    、あとは、そのほかの

ところも、ちょっと見づらい部分があるというと

ころの中で、大体２色ぐらいでしたところ、わか
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りやすくなってくるのかなというところで判断さ

せていただきまして、その中で、ちょっと一応、

見積もりをとりまして、これからの見積もり合わ

せということもございますので、その中の見積も

り業者の出してきた金額で    請求させてい

ただく    というところでございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 この前のもちゃんと製本されているん

ですけれども、これのその印刷、製本という書き

方が、データをこちらでつくったものを渡して、

印刷だけしていただいて製本するんではないんで

すか。向こうで、その中身も、つまりつくってい

ただく費用まで入った、これ    なんですか。 

○佐藤委員長 高根沢さん。 

○高根沢介護管理係長     でしたので、その

    た費用につきましては、印刷のみの  

  と製本のみです。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうしますと、見やすくないから見や

すくするとか、色をつけるとかというのは、つま

りここの高齢福祉課でやる話なんですよね。 

  だとするならば、これ直して、ここをここのと

ころにこうすれば、それでも済むような気がする

んですけれども、そういうこともしないんですか。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 そちらのほうについて、検討

をさせていただいた中で、対処のほうもしていき

たい、ちょっと検討のほうをさせていただくとい

うことでご理解をいただければと    。委員

のおっしゃることは重々    。 

○山本委員 高齢なんで、財政のほうで何か話を聞

いていたら、それの中で印刷をして、何ぼでした

っけ、予算だか決算は。40万円の予算を庁内でや

ると４万円安くなるから、庁内でやることを考え

ているという話だったんです。私、そのときに、

それは人件費を考えていないんじゃないのと思っ

たんです、逆にですよ。だから、外に40万で出し

たほうが、    というか、つくったやつのほ

うを印刷するとお金、お金というか人が要ります

よね。 

  なので、というふうに思って聞いていたんです

けれども、今ここで見ましたら、500部を70万円

で外でやってもらうについては、内部で全部つく

って、つまりコピーをしてもらうということです

よね、早い話。というようなものと、じゃ、そこ

までできるんだったら内部でやるのとどっちがど

うなのかなとわからないんです。高くつくかもし

れないです、中でやったら、人件費高いので。外

に出せば、印刷屋さんがそれだけ収入があって、

市税に落ちてくるので、その辺わからないんです

が、逆にその印刷に関しては、いろいろなところ

でそれぞれ考え方が違うので、すみません、そん

な追及するつもりはなかったんですが、どうなの

かなと思ってお聞きしました。 

  以上です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山形委員。 

○山形委員 189ページの新規で、認知症に関する

市民講座ということで事業が上がっていますけれ

ども、事業の内容を教えていただけますか。 

○佐藤委員長 倉俣係長。 

○倉俣地域支援係長 今回は市民講座と書いてある

んですけれども、認知症サポーター養成講座の中

で、市民講座ということで開催する予定になって

おります。 

  というのは、認知症の人がやはり住みなれた地

域で過ごしていくためにということで、市民全体、

市のできるだけ多くの方にサポーター的な役割を

持っていただきたいという思いがあります。その

中で、まずは認知症について理解していただくと
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いうことで、講師の先生１名、とにかく学識経験、

学識のある講師の方で、認知症についての説明を

していただく    に、当事者を招いて、当事

者とその有識者というところでのコラボ、コラボ

じゃないんですけれども、それを講座、一緒に当

事者の気持ちを聞きながら、皆さんで理解を深め

ていくというふうな形の内容での講座を今、計画

しているところでございます。 

  以上です。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 年１回ですか。 

○佐藤委員長 倉俣係長。 

○倉俣地域支援係長 現在、年１回、予定をしてお

ります。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 その一番下の段の地域住民助け合い事

業3,271万ということで、昨年度と比べると予算

がふえているんですけれども、その内容を教えて

いただけますか。 

○佐藤委員長 倉俣係長。 

○倉俣地域支援係長 こちら地域住民助け合い事業

の予算になります。その中で、今回の15公民館地

区に全てに地域助け合い推進員を配置する予定に

なっておりまして、今年度、新たに４名の方を追

加して配置する予定になっております。 

  あわせて、この事業を推進していくに当たって、

社会福祉協議会の職員１名と、地域支援員もその

バックアップ体制として必要だということですの

で１名、そしてプロパーとして、プロパーの人件

費１名と、支え合い推進員の人件費４名分が増加

して、ふえていくような状況になっております。 

  以上です。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 ふえた分は人件費ということで捉えて

いいですか。 

○倉俣地域支援係長 はい、そうです。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 189ページの在宅医療・介護連携推進

費1001事業の一番下、負担金のところで、在宅医

療・介護連携支援センター442万6,000円というこ

とになっておりますが、これ今回、先ほどお話し

したセンターの負担金だと思うんですが、大田原

市、那須町、それと那須塩原市ということで、こ

れ負担金は同額の負担金なんでしょうか。負担割

合があるんでしょうか。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 こちらにつきましては、当然、

２市１町同じということではございませんで、考

え方としては、まだ確定ということではございま

せんが、均等割、それから高齢者割ということで、

その割合を乗じて、そして２市１町、それの負担

金の額を決定というか案をつくったというところ

でございますそれにつきましては、まず那須塩原

市のところにつきましてが442万6,000円というこ

とでございます。これはあくまでも案ということ

で。 

〔「案」と言う人あり〕 

○板橋高齢福祉課長 そうです。まだこれ案という

か、    もちろんしてはございますけれども、

まだ協議会自体が認められていないので、ちょっ

と一応、案という言葉を使っておりました。 

  それから、続きまして大田原市のほうが304万

円、那須町が159万3,000円と、そういう形でござ

います。 

  以上でございます。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうしますと、今のところ、このセン

ターを運営するトータルの費用はこの合計で、ト

ータルの費用はこの合計だと400、700、約1,000



－194－ 

万ということで。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 委員がおっしゃるとおり約

1,000万、正式に言いますと906万円、こちらのほ

うで考えておるところでございます。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、この在宅コーディネータ

ー２名分雇われるんでしょうけれども、その人の

人件費入れて1,000万で、家賃入れて1,000万で全

部でこのぐらいの金額でおさまるという、そうい

うことでよろしいんでしょうか。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 コーディネーターの２名分で、

それからその家賃といいますか、そちらの使用料、

そちらも含め、ことを全部合わせた額、それで

906万円、これでおさまると、そういう予算額で

ございます。 

  以上です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 189ページの新規のところで、多職

種連携会議に要する消耗品でエンディングノート

というのがあるんですけれども、この内容を教え

てください。 

〔「これは質疑で」「いなかった」「星さ

んはいなかった」と言う人あり〕 

○星副委員長 ああ、すみません、いなかったから。

聞いたんですね、ああ、じゃ、いい。済だものね。 

〔「１回聞いたものね」と言う人あり〕 

○星副委員長 じゃ、時間もったいないから。 

〔「お願いします」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 エンディングノートでござい

ますが、こちらにつきましては、自分が望む終末

期、人生の終末期を迎えるために必要な情報、例

えば、どのような介護を受けたいのか、どのよう

な医療を終末期のときに希望するのか、そういっ

たところを記録していく、また、そのほかに残さ

れた家族等々のために、自分の預貯金のありかは

ここにありますよとか、そういったことをちゃん

と記録をしまして、そういうことによって自分が

安心して終末期を迎えられるよう、そういったノ

ートということでございます。 

  以上でございます。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 それを今度、希望する方に渡すのか、

それとも高齢福祉課のほうで窓口に置いて渡すよ

うにするのか、どのような形でこれを持っていく

のかなと、活用方法ですね。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 一応、こちらのエンディング

ノートのところにつきましては、先ほどの議案に

もございました    事業の、その中の一つの

手法として使っていきたいなと、そのように考え

ているところでございます。 

  そのほかで、やはり市民の方を対象にした研修

会、講習会、これを先ほど説明をさせていただい

た多職種連携会議というものを月１回やるんです

けれども、その中でいろいろな研修会とかそうい

った場面が、今後どんどん出てくるところでござ

います。そういった機会にこれを活用しまして、

そのエンディングノート1,000部購入というとこ

ろを配付して活用をしていきたいと、そのように

考えてございます。 

  以上でございます。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 そうすると、これは1,000部購入し

てということは、市販されているやつを購入して

ということで、那須塩原バージョンでつくるとか、

そういうわけではないということですか。 
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○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 購入ということに関しますと、

購入にはなってくるんですけれども、那須塩原バ

ージョンというものでできたものを購入するとい

うこと    。 

○塩水保健福祉部長 じゃ、すみません、ちょっと。 

○佐藤委員長 塩水部長。 

○塩水保健福祉部長 私、説明、質疑の中でちょっ

と、その段階の私の情報で相違があったので補足

というか、一応、その多職種連携会議、専門職の

方たくさんいらっしゃるので、そこでまず内容も

検討したいという話は出ていました。その結果と

して、もしかしたら市販のものを買うかもしれな

いし、オリジナルのものをつくるかもしれないと

いうことで、まだそこら辺はその方たちと話し合

いの中で決めていくというふうになる流れだとい

うことです。すみません、補足をさせてもらいま

す。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑を終了したいと思いますが、異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第12号 平成30年度那須塩原市介護保険特

別会計予算は原案のとおり可決すべきものとする

ことにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第12号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○佐藤委員長 次第にはございませんが、そのほか

で委員の皆さんから何かございますか。 

  大野委員。 

○大野委員 （小規模多機能型居宅介護施設等の立

地について。） 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 （生きがいサロンの運営のサポート

について。） 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 （認知症サポーター養成講座につい

て。） 

○佐藤委員長 ほかに何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 高齢福祉課の皆さんから何かござい

ませんか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、高齢福祉課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。 

  なお、10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ５時１５分 
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再開 午後 ５時３０分 

 

○佐藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市民課の審査 

○佐藤委員長 それでは、市民課の審査に入ります。 

  これより予算常任委員会（第２分科会）に切り

かえて審査をいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 議案第９号 平成30年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  荒川課長。 

○荒川市民課長 （議案第９号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 ９ページ、13款使用料及び手数料の総

務手数料のところで、下から７行目、個人番号カ

ード・通知カード再交付手数料として70万4,000

円ですが、これは再交付は何名分予定して、しか

も１名再交付するのに幾らかかるものなんでしょ

うか。 

○佐藤委員長 荒川課長。 

○荒川市民課長 まず、何名かというところなんで

すが、27年度、28年度、29年度の途中の実績に基

づきまして、こちらは通知カードが1,355件見込

んでおります。個人番号カード、マイナンバーカ

ードのついては34件を計上しております。単価に

ついては、通知カードが500円、マイナンバーカ

ードが800円となっております。 

  以上です。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 通知カードが1,355件ということとい

うことなんですが、これ、どういった理由が多い

んでしょうか。 

○佐藤委員長 荒川課長。 

○荒川市民課長 27年10月以降、一、二カ月の間に

各世帯に郵送させていただいているんですけれど

も、大事にするようにということで、皆さんしま

い込んだ場所を忘れてしまったとかというのが一

番多いですけれども、あとは会社に持っていくと

きにあったはずなんだけれども、どうかというこ

とでおいでになるという場合もございます。 

  以上です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑を終了したいと思いますが、異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了
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し、採決いたします。 

  議案第９号 平成30年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることにご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第９号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○佐藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 市民課の皆さんからは何かございま

すか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、市民課の審査を終了いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○佐藤委員長 これで本日の審査事項は終了いたし

ました。 

  委員の皆さんにおかれましては、あす10時より

委員会を再開いたしますので、よろしくお願いい

たします。 

  以上で散会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

散会 午後 ５時４２分 
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委 員 中 村 芳 隆    

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

保健福祉部長 
兼 

福祉事務所長 
塩  水  香 代 子   社会福祉課長 田  代  正  行   

国保年金課長 渡  辺  直 次 郎   
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副 主 幹 
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部 長 

藤  田  恵  子   
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課 長 

高  久  幸  代   
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課 長 補 佐 
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係 長 
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給 付 係 長 伊  藤  俊  彦   総合支援係長 渋  井  尚  子   

子ども・子育 
て 総 合 
センター所長 

八 木 澤  明  美   
子ども・子育 
て総合センタ 
ー 副 所 長 

大  木  美 奈 子   

子ども・子育 
て 総 合 
センター主査 
（係長級） 

金  山  富 美 恵   

子ども・子育 
て 総 合 
センター主査 
（係長級） 

長  岡  栄  治   

保 育 課 長 江  連  宣  仁   
保育課長補佐 
兼児童係長 

齋  藤  芳  子   

保 育 係 長 本  澤  英  紀   保育係副主幹 相  馬  恭  子   

 

出席議会事務局職員 



－200－ 

書 記 磯     昭  弘     

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．審査事項 

   〔子ども未来部〕 

    ・子ども未来部長挨拶 

   〔子育て支援課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第 ９号 平成３０年度那須塩原市一般会計予算 

   〔保育課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第 ９号 平成３０年度那須塩原市一般会計予算 

   〔保健福祉部〕 

    ・保健福祉部長挨拶 

   〔国保年金課〕 

    ・議案第２７号 那須塩原市国民健康保険税条例の一部改正について 

    ・議案第３０号 那須塩原市国民健康保険財政調整基金条例の一部改正について 

    ・議案第３１号 那須塩原市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例の一部改正について 

    ・議案第３５号 那須塩原市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 

    ・議案第４８号 第２期那須塩原市国民健康保険事業実施計画について 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第 ９号 平成３０年度那須塩原市一般会計予算 

    ・議案第１０号 平成３０年度那須塩原市国民健康保険特別会計予算 

    ・議案第１１号 平成３０年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計予算 

  ３．その他 

  ４．閉 会 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○佐藤委員長 皆さん、おはようございます。 

  散会前に引き続き、会議を始めます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎子ども未来部の審査 

○佐藤委員長 これより子ども未来部の審査を始め

ます。 

  審査に先立ち、藤田子ども未来部長からご挨拶

をいただきます。では、部長、よろしくお願いし

ます。 

○藤田子ども未来部長 （挨拶。） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎子ども支援課の審査 

○佐藤委員長 それでは、子育て支援課の審査に入

ります。 

  これより予算常任委員会第二分科会に切りかえ

て審査をいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 議案第９号 平成30年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  高久課長。 

○高久子育て支援課長 （議案第9号について説

明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  山本委員。 

○山本委員 ちょっと忘れてしまうので、今の最後

のところの歳入のところの子どもの居場所運営費

補助金なんですけれども、つまり、黒磯で去年７

月から立ち上げたところについては、30年度と31

年度と、立ち上げから３年なので２年間分はこの

補助金が出る。 

  それから、西那須野については26年度から28年

度モデル事業でやった後、その29年度も補助金を

申請したけれどもそれが通らなかったので、なく

なって、ことしもないと、そういうことなんです

か。 

○佐藤委員長 高久課長。 

○高久子育て支援課長 まず、県補助金に対しまし

てですけれども、立ち上げの年からです。立ち上

げの年を含めて３年間ということになってござい

ますので、29、30、31年までになってしまいます。 

  それと、国庫補助金につきましては、最初から

県がそれを活用する気持ちというか、予定はない

ということで、一切29年度からの補助に対しては

国も県も西那須野地区についてはつかないという

ことになってしまっている状況でございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、西那須野もその運営に対

しては全て市が負担をして、今までどおり行える

ということの認識でよろしいですか。 

○佐藤委員長 高久課長。 

○高久子育て支援課長 事業につきましては、債務

負担行為でもって３年間の契約をしてございます

ので、途中でやめるということはございません。 

  ただ、単費になってしまうということに関して

は、これから厳しいものがあるなということは感

じております。事業課といたしましては、この事

業が１年、２年で効果が出るものとは思ってござ



－202－ 

いません。やはり、長いことこつこつと続けてい

くことによって、その子どもたちが貧困の連鎖を

断ち切るということは、子どもたちが大きくなっ

て同じような貧困状態に陥らないということが目

標なものですから、やはり長い支援が本当は必要

なのではないかというふうに考えておりますので、

やり方などを工夫して、今の段階でこれから先の

ことはなかなか言いにくいことではありますけれ

ども、事業課としては、やはり継続は本当はして

いかなければならないものというような認識では

おります。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 今回、黒磯の部分が家から近いので、

時々見に行ったり話を聞いたりするんですけれど

も、西那須野もそうでしたけれども、決してこれ、

減らないと思うんですね。少なくともこの５年、

10年で減っていって需要がなくなるということで

はなくて、やり方によってはもっともっとこうい

うところを利用したいというか、必要だという子

どもはいると思うんですね。なかなか、運営は多

分、補助がないとできない話なんです。 

  なので、国とか県とかのそういうものが厳しい

のであれば、それこそスクラップ・アンド・ビル

ドじゃないんですけれども、必要なところにお金

を投入すべきなので、この事業に関しては、市単

独でも頑張ってやっていくような努力をしてほし

いと思いますし、議会としてもそういう方向で頑

張って、要求していきたいというふうに思います。

意見です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 72ページなんですが、発達支援シス

テムで、先ほどの説明の中でなかなか心理職の方

が募集しても来ないという説明もあったんですけ

れども、その中で、新規事業としてのＷＩＳＣの、

検査機も買うということなんですが、このＷＩＳ

Ｃも、やっぱりちゃんと知識があってとれる方が

いないとはかれないものだと思うんですけれども、

こういった業務については、どなたというか、や

っぱり担当の方とかはきちんといらっしゃるので

しょうか。 

○佐藤委員長 係長。 

○金山子ども・子育て総合センター主査（係長級） 

  ＷＩＳＣ検査に関しましては、言語聴覚士がテ

ストをされることになっておりますが、子ども発

達支援カウンセラーとして、実は臨床発達心理士

を１名と、言語聴覚士を１名と、作業療法士を２

名と、心理相談員を１名と、あと特別教育士とい

う資格があるんですけれども、それと保育士を持

っている者１名、合計６名を雇用して、委嘱して

おります。ですから、そのほかでＷＩＳＣをとれ

るという形になりますと、ＷＩＳＣのほうは研修

を受けないと一応、検査をとる資格を得られない

ものですから、今６名委嘱している中で、ＷＩＳ

Ｃを事実上とれるという方が臨床発達心理士さん

と言語聴覚士という形で２名おりますので、そこ

で、就学前のお子さんに関してはテストをとれる

というところなので、需要に関しては、ニーズに

関しては対応できているというような状況です。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 そうしますと、結構このＷＩＳＣ検

査をやる方、就学前の、今までも人数も結構いて、

やはり、これは専門的に持ったほうがよくて、こ

れからもふえるだろうという部分で手厚くやって

いくということでよろしいですか。手厚くという

か、さらに、今までの福祉大とか何とかをお願い

していたの等あるんですけれども。 

○佐藤委員長 金山係長。 

○金山子ども・子育て総合センター主査（係長級） 

  そうですね、就学後に関しましては、学校の教
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員がとれるような形になっておりますので、また、

教員、学校教育課で雇用しているカウンセラーさ

んがおりますので、そちらのほうで対応はできる

んですけれども、就学前の段階では、年長児でわ

かば相談という形で就学相談を行っております。

その際に発達の検査もしくは知能検査という形で、

どういった学びの方法が必要かという段階で、医

療機関に受診をする前に発達の検査を一度とりま

しょうという形でとっているというのが現状です

ので、数的には、人数的には20名弱のお子さんが

とっているという形で、お母さん、保護者にご説

明をして、就学を考えるというような形をとって

おります。ですので、それは必ず継続をしていき

たいという形で考えております。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 わかりました。 

  あと、同じページでひとり親家庭支援のほうな

んですけれども、先ほどの説明の中では、実績か

ら大幅減になったということなんですが、ひとり

親家庭そのものは、データがないのであれなんで

すけれども、ふえているのではないかと思うんで

すけれども、この、要は、教育訓練、自立支援の

訓練のための給付だと思うんですけれども、これ

が、要は使いにくいがために利用者さんが減って

しまっているのか、やはり、もっと違う仕事にみ

んなついているので要らないっていうのか、その

辺の分析はされているのでしょうか。 

○佐藤委員長 長岡係長。 

○長岡子ども・子育て総合センター主査（係長級） 

  実際、こちらの給付は、申請がないとまずは受

けられないという前提がございまして、そしてま

た、その自立に向けた、ご本人がステップアップ

をしたい、スキルアップをしたいといった場合に、

明確な目標というものをお持ちの方をやはり支援

していただくというか、支援していく、資格につ

なげていくといった事業の中で、なかなかその、

私ども担当課としては、なるべく知っていただく

ために、みるメールですとか広報ですとかホーム

ページといったことで、ひとり親の方に広くご案

内してございますし、あとは児童扶養手当の現況

届、ひとり親の方いらっしゃるんですけれども、

その方にＰＲということで、情報はお届けしてい

るところです。ただ、なかなかうちの窓口に来て

いただく方が、現状としてはそれほどいらっしゃ

らないというところがございまして、具体的なニ

ーズの、使い勝手の部分とかというお話は聞けて

いる状況ではないんですけれども、今後ともこの

周知の部分はよりさせていただいて、なるべく多

くの方に使っていただきたいと、そういった努力

は続けていきたいというふうに考えてございます。 

  以上です。 

○佐藤委員長 高久課長。 

○高久子育て支援課長 大部分がひとり親高等職業

訓練促進給付金というのの支給をしているという

ところではあるんですけれども、この事業につき

ましては、資格を取るというので、資格が限定さ

れております。多いのは准看護師、看護師とか、

あとは保育士であるとか、あとは介護福祉士、理

学療法士なんていう方もいらっしゃいましたし、

調理師なんかもあるんですけれども、ちょっと、

すみません。 

  それで、結構やはり、２年から３年資格取得に

かかるということで、結構やっぱりハードルは高

いのかなというふうに感じております。あと、ひ

とり親の数というのなんですけれども、ちょっと、

ひとり親というのでは数をカウントするというの

が私どものほうにはなくて、例えば児童扶養手当

の受給者であるとか、ひとり親家庭医療助成の受

給資格者であるとかという、そういうものではか

るしかないんですが、児童扶養手当の受給者で言
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えば、ここ数年横ばいで、若干減りぎみな感じで、

ふえているというのは必ずしも手当の受給者等は

ないということなんですけれども、先ほど現況届

のときにとか、ＰＲしていますとかいう話をした

と思うんですけれども、こういったガイドブック

というのをつくっております。これを窓口にずっ

と置いてあります。 

  それと、現況届のときにも自由にお持ちくださ

いということで、この中に、そういったいろんな

制度がありまして、中にその職業訓練の給付金の

ことが書いてあるわけなんですけれども、そこで、

そのほかにみるメールであったりとか、あとは広

報なんかにも載せていますし、あらゆる機会を通

してＰＲをするということはやっているつもりな

んですけれども、やはり、この内容自体が、先ほ

ど言いました２年、３年かかる職業ということも

あるので、資格取得するためにはやはり、結構覚

悟が要るんだなというふうに感じてはおります。 

  ですので、より今後もＰＲに努めて、皆さん方

にこういうのを利用してもらって、資格を取って

もらって自立につなげていってもらいたいなとい

うふうに考えております。 

  以上です。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 内容はよくわかりました。 

  結局、使い勝手とか、やっぱりハードルが高い

と思うんです。２年、３年かかるということは、

結局そこの学校に通うなり何なり勉強するのに、

収入がないと勉強できないし、要は、収入がない

と生活ができないじゃないですか。でも、勉強に

行くと収入がなくなってしまったりとか、例えば、

その人それぞれ家庭によって事情はさまざまかな

とは思うんですけれども、じゃ、その間、行って

いる間子どもはどうするのかとか、そういった、

現実的な、ＰＲはもちろん物すごくいろいろ努力

されているなというのはわかるんですけれども、

現実的な困り感が解決されないと、利用する方も

それほど多くはならないんじゃないかと思うんで

すが、その辺はどうなんでしょうか。 

○佐藤委員長 高久課長。 

○高久子育て支援課長 先ほど来説明をさせていた

だいております高等職業訓練促進というものが、

こういったものを職業訓練に、資格を取るために

専念していただくということで、その間の生活費

を支給するというふうな内容になってございます。

非課税世帯ですと月額10万円、課税世帯ですと７

万500円が毎月支給されるということになってご

ざいます。学校に行っている間、小さいお子さん

がいる場合、保育園のほうは、就学というのも保

育に必要な理由になってございますので、保育園

に預けるということも可能でございます。 

  以上です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  中村委員。 

○中村委員 64ページの赤ちゃんの駅表示用シール

でございますが、これ、施設は何カ所ぐらい、ど

んな施設にこのシール張ってあるのか。あと、何

カ所ぐらい想定しているのかお聞かせください。 

○佐藤委員長 高久課長。 

○高久子育て支援課長 この事業につきましては、

30年度に早々取りかかるということで、まだ制度

設計も実はしていないのです。条件ですね、こう

いった施設であれば登録して差し支えないという

か、そういう条件なんかも細かく今後決めていく

わけなんですけれども、なので、まずは公共施設

を一応調査はしたんですけれども、ちょっとやり

方がまずかったかなと思うところがあって、きち

んとしたその基準というものを決めてから始まっ

たわけではなかったので、もう一回やろうかなと

いうふうに私のほうでは感じています。 
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  あとは、それ以外の民間の施設ですね、恐らく、

いろんな施設があると思うんですけれども、皆さ

んが行かれるのは商業施設とかも入ってきますの

で、そういったところは調査をかけていくような

形にはなってございます。 

  ステッカーは、一応予算では200万円を計上さ

せていただいております。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 計画は立てて、次に実行するものの内

容はまだこれから精査するということでございま

しょうが、やはり、赤ちゃんがよく利用するよう

な環境のところにそういったものを持っていく、

つくりたいという思想で始まっているわけだと思

いますので、発想はすごいすばらしいと思います

ので、よろしくお願いしたいと思いますが、計画

前にはある程度こう、事業をする前にはある程度

の調査をしっかりと取り組んで、やはり、こうい

うものに向かっていかないと、これからやるんだ

なんて言われても、私どもも、どういうところで

やるんですかなんてこうやっぱり聞くものですか

ら、こういうところとこういうところにこういう

ものをやって、目的はこうですよといったもの、

しっかりやっぱりして取り組んでいただければと

思っております。 

  そんな中で、この赤ちゃんの移動式テント等々、

これ、テントなんかは折り畳み式テントで何セッ

トぐらい購入するんですか。 

○佐藤委員長 高久課長。 

○高久子育て支援課長 これは、イベント等におい

て使う場合に貸し出すということでございますの

で、１セットのみ予定してございます。 

○中村委員 わかりました。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 同じところなんですけれども、子ど

も・子育て未来プラン策定へのニーズ調査につい

て、多分第１次をつくったときにもされたんだと

思うんですが、これは、どういうところに委託を

して、最初の５年前のときと同じところに委託す

るのか、少し内容を教えてください。 

○佐藤委員長 高久課長。 

○高久子育て支援課長 調査の方法につきましては、

５年前は県からいろいろ示されていまして、それ

にのっとって調査をしたという経過がございます。

ですが、事業者に関しては、同じところというわ

けではなく、やはり入札なり何なりでの業者の選

定はされるものというふうに考えてございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 こういうものの調査というのは、委託

をしないとできないものなんですか。例えば、中

である程度、つまり那須塩原市の現状が、されて

いる方がわかっていて、そのいちいち、これで５

年過ぎるわけですよね、そろそろ。31年までで５

年、３年ぐらいやっているわけですので、ニーズ

調査のやり方についても多分ノウハウができてい

たり、こういうことをこうやって聞けば次のプラ

ンに役立つだろうというのは、実際に那須塩原で

いろんなことをされている方のほうがよくわかる

と思うんですが、この、委託をして外の人にやっ

てもらうということというのは、お金もかかるし、

割と実態が見えてこないような調査も多々あるん

ですけれども、これに関してはそういうことの検

討はされなかったんですか。 

  例えば、中でやるのに臨時の職員を何人か雇用

して、それでその人たちに、つまり、皆さんでや

る。私はそのほうが絶対にいいものが、同じお金

をかけたらもっといいものができるというふうに、

何でもそういうふうに思うんですが、割と委託は   

ですからね。形も格好いいものができます、確か

に。でも、それが本当に次のプランに役立ってい

くのかというところの検証は余りなされていない
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ような気がするので、特にその子ども・子育てと

いうのは、現実に私たちの生活に関係していくと

ころに、特にどういうものをやってお金を使って

いくかということの基礎になるものですので、そ

ういうふうに考えなかったのかどうかお尋ねする

ところです。 

○佐藤委員長 補佐。 

○相馬子育て支援課長補佐 このニーズ調査につい

ては、外注にするにしても、どんなものを、こう

いうことに関して質問をしたいとか、そういうこ

とに関してはある程度うちのほうでも考えを持っ

て委託もできるかと思うので、全くその調査自体

を全部、調査項目から何からを業者さんが決める

という考えではないかなというふうには思ってお

ります。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうしていただけるならいいんですけ

れども、どちらかというと、行政が行う委託の調

査というのは、もうメニューが決まっていて、全

部パソコンに入れて、そこに広さを入れたり人口

を入れたり、いろいろな数字を入れると出てくる

んです、本当に。だから、意外と見ていると、あ

ら、これどこかで見たのと似ているなみたいなも

のがたくさんあります。 

  確かに、子ども・子育てのメニューというのは、

することも決まっているというものはあるんです

が、でも、そのきめ細かいものをやっていく、特

に第２次ということは、今までやってきているも

のがあって、やっぱり限られたお金をどういうふ

うにしたらいい子どもが育つかって、親に対して

いいケアができるか、子どもが育つかっていうと

ころの、これ根幹のところだと思うので、ぜひ、

もう予算に出ていて委託が決まっているのだとは

思いますけれども、市の職員の方がかかわってい

ただいて、県から示されたからこのままとか、国

のラインがあるからそのままということではなく

て、大変でしょうけれども、かかわっていただく

ことでこの先のいいプランができていくと思いま

すので、これはこれでいいんですけれども、そう

いうふうな意識を持ってやっていただきたいとい

うふうに思います。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山形委員。 

○山形委員 その下の、同じページなんですけれど

も、つどいの広場運営費、先ほどＮＰＯ法人、２

つの団体に委託料として交付しているということ

で、前年度と比べて200万ぐらいふえているんで

すが、その内容を教えていただけますか。 

○佐藤委員長 高久課長。 

○高久子育て支援課長 すみません。私２つって言

ったとしたらすみません。２カ所ということなん

ですね。西那須野地区とそれから黒磯地区、それ

ぞれ駅のそばにあるんですけれども、２カ所をそ

れぞれＮＰＯ法人に委託している。別契約なんで

す。でも、実を言うと、その相手方は一緒なんで

す。すみません。何か私の、ちょっと説明がおか

しかったかもしれません。申しわけありません。 

  それで、実は、こちらも５年間の債務負担とい

うことで５年間の契約をしているところでござい

まして、ま～るが29年度までで新たな契約を、30

年度からの契約を結ぶというところで、その事務

を行ったところなんですけれども、今現在ま～る

をやっていただいている場所、開設場所が、部屋

が１つしかなくて狭いというような問題がござい

ました。やはり、いろんな方たくさん来まして、

そこでお昼を食べたりとかしているわけなんです

けれども、片方で小さいお子さんも来ますので、

おむつがえしたりなんかするということもありま

す。 

  ですので、２部屋あったほうがいいかなという
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ところで、この、ちょうど委託の期間が切れる、

新しい事業者にプロポーザルを行ったんですけれ

ども、そのときに、私どものほうで予算取り、そ

れから設計をさせていただいたんですが、そのと

きに、別な場所を新たに借りるというところで、

広さが広くなりまして、その分の家賃ですね、賃

借料。それと、応募してきたのが１事業者ではあ

ったんですが、複数を考えていても、新たに始め

るのであれば、そこを改修する費用も出るかもし

れないということで、その改修費も見込んでござ

いました。 

  それで、あとは人件費としまして、今まで人件

費の積算は私どものほうの都合でもってやってい

たわけなんですけれども、保育士の臨時職員の単

価ですね、そういったものを参考に積算したとい

うこともありまして、その分も若干ふえてござい

ます。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 場所が移動したということと、ちょっ

と、ま～るのほうでしたっけ。西那須野のほう。 

○佐藤委員長 高久課長。 

○高久子育て支援課長 すみません、説明が。 

  30年から移転を予定しているということです。

西那須野地区のま～るが移転ということでござい

ます。場所は、パリジャンっていうパン屋さんの、

空き店舗があったので。そちらのほうに移転をす

る予定でございます。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 そこに移動するということの家賃とい

うことで理解していいですか。 

○佐藤委員長 高久課長。 

○高久子育て支援課長 そうですね、今現在の場所

はかなりお安く貸していただいていたということ

もありました。ただ、どうしても人数がどんどん、

認知度が高まってすごく利用者数がふえているん

ですね。なので、それと、あと駐車場ももうちょ

っとあったほうがいいかなと。イベントなんかも

結構やっているので、そのときも結構ふえるんで

すね、参加者が。なので、その駐車場がある程度

の広さを確保できて、もう少し広いところという

ところで探してというふうに伺っています。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 79ページのこども医療費のところなん

ですけれども、扶助費で医療費、３億2,000万あ

ったと思います、こども医療費助成。だったと思

うんですが、すみません、ちょっとここのところ、

どんなふうな計算でどのくらいのレセプトでこれ

が、医療費がふえているのかどうなのか。どのく

らいの年で、例えば今18まででしたっけ、子ども

医療費。中学生がどのくらいで高校生がどのくら

いで乳幼児がというのがわかればちょっと。私、

予算初めてなので教えてください。 

○佐藤委員長 係長、どうぞ。 

○伊藤給付係長 給付係の伊藤と申します。 

  こども医療費の助成、扶助費につきましては、

人数ベースでちょっと考えているところではある

んですけれども、未就学児、小学生、中学生と高

校生ということで医療費の助成が異なっておりま

す。それぞれ人数で、見込みの対象者数で申し上

げますと、未就学児がおおむね6,600人程度、小

学生がやはり6,600人程度、続きまして中学生、

高校生も対象者でやはり6,600人程度いるという

ふうに見込んでおります。 

  すみません、未就学児、先ほど対象者6,600人

と申し上げたんですが、こちらが若干、金額のほ

うはある程度予算額はずれるところがあることは

あるんですが、おおむね２億1,000万程度ぐらい

と見ています。小学生のほうが7,900万程度、中

学生、高校生が2,600万程度ということで一応見
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込んで積算のほうはしております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 人数とお金はわかりましたが、これは、

全体的にこういうシステムにして、医療費は上が

っているのか、あるいはこれから下がっているの

かどうなのか。 

○佐藤委員長 伊藤係長。 

○伊藤給付係長 医療費の状況ということで説明を

させていただきますと、医療費の助成件数ですと

か申請件数ですね、あと医療費の実際の支払い額

のほうについては、年々伸びているところです。 

  その数が減っているところは、もちろんデータ

としてはあるんですが、それぞれの方が言う、借

りぐあいというところまでは、ちょっと我々も把

握はできないんですが、皆さんが結構この制度を

よく使っていらっしゃって、件数及びその助成額

のほうは伸びているのかなというふうには予測し

ています。 

  以上です。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 子ども医療費を無料にしているという

のは全国多くなっていますし、子育て支援の大き

なファクターだとは思うんですけれども、一方で

無料であるということで過剰な受診をする、あっ

ちへ行ったりこっちへ行ったりということがある

ということと、もう一つは行く人は非常によく医

療費を使うというか、ちょっとしたことでもう病

院に行くという、それはもう大人もそうなんです

が、そういう傾向にあることがこども医療費の無

料化が後押ししているというようなことが全国的

に言われているんですけれども、那須塩原市の場

合はそういうものの、点検すればわかることって

ありますよね。多重の受診とか、そういうことを

子どもの場合はしているんですか。チェックをし

ているんですか。 

○佐藤委員長 藤田部長。 

○藤田子ども未来部長 回答になるかどうかわから

ないんですけれども、多重受診のチェックという

ところで、窓口で医療費助成の申請をするときに

はあくまでも領収書とか、あとは現物給付という

と病院でお支払いがないというので、診察の内容

までは担当のほうでは見られない状況です。 

  あとは、多重受診等というのは、それぞれの保

険者、例えば那須塩原市でしたら国保で多重受診

というのが現実にはリストアップされて、頻回受

診だよということで指導ができるようなシステム

になっていますし、あと社会保険の中でも同じよ

うな制度があるのではないのかというふうには考

えております。 

  ただ、窓口等々で市民の方々から申請いただく

段階で多重受診であるとか、過剰受診であるとか

という判断というのはなかなか厳しいというのが

現状でございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 医療費はとても本当に難しくて、行か

なければならない人が行かなくて命をというよう

なこともあります、うんとちっちゃな子どもでも。

でも、逆もあると思うんですけれども、子ども未

来部の考え方として、このこども医療費の助成に、

これはいいことなんですけれども、伸びていくこ

とに対して、よく言いますよね、去年の実績に合

わせてと。予算を立てていくというときにまた来

年のとき、ことし多そうだからまたというふうに、

その辺についてはどういうふうに考えてその予算

立てをしているんですか。 

○佐藤委員長 藤田部長。 

○藤田子ども未来部長 すみません、なかなかご質

問の趣旨が私はよく判断できなかったんですけれ

ども、もう一度お願いしていいですか。 

○佐藤委員長 山本委員。 
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○山本委員 ただで医療を受けられるというのはい

いことだと思うんです、子どもにとっても。ちっ

ちゃい子にとっても命にかかわることなんですけ

れども、つまり先ほどから、例えば先ほどの何で

したっけ、ひとり親家庭は行動なんとかというと

きは実績に合わせて減らしたと言いましたよね。

そういうちょっと比べるものではないんですけれ

ども、予算の中で、限られたお金の中で、子育て

支援の中で、何十億とか何百億と決まっている中

でどうやってやっぱり配分していくかというとき

にこの医療費、こども医療費に関しては実績がこ

とし、だから３億だった、じゃ、今年度見たら３

億5,000万円だった、じゃ、来年もふやさなきゃ

いけないねと言って、実績を見てその予算を立て

ているのかどうかと考え方を聞きたいということ。 

○佐藤委員長 部長。 

○藤田子ども未来部長 すみません、失礼しました。 

  医療費助成というのは、実績に近い数字で当然

見込むしかないですし、ひとり親と今お話ありま

したけれども、ひとり親のも実績で見込んだんで

すが、そもそもの該当数が非常に少ないというの

もありますし、今年度受けた人が来年度も受ける

という、２年、３年の継続の事業というのもある

ので、そのサイクルの中で当然実績、あと新規と

いうのも30年度で何人の方が新規で来るかという

のは、ある程度見込みはしますけれども、それが

そのままにいくとは限らないです。ですので、最

悪の場合には、申しわけないんですが、補正予算

で対応させていただくということでやっています。 

  ですけれども、そもそもやっぱりベースとして

考えるのは、今までの実績と今後の伸びというも

のを勘案して当初予算を積算するということで、

私どものほうでは基本的には考えております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 医療費の伸びというのは、逆に考えれ

ば健康ではないということにつながると思うんで

すね。健康であれば医者に行くことはないし、子

どもにとっては、特に予防ということはそれぞれ

別にやっているので、大きいと思うんですね。そ

ういうふうに考えると、やはり医療費に私は過剰

医療というのがあるだろうというふうに今思って

いるんですね。その辺のところもやはり片方では

考えていただいて、やっていただければなという

ふうに思います。 

  以上です。 

○佐藤委員長 ほかに質問はございませんか。 

  金子委員。 

○金子委員 じゃ、63ページの児童福祉総務費です

けれども、ここ、いろいろな保育園民営化費は保

育課かななんてちょっと思ったりもしていますが、

それから、子どもの権利救済委員会は教育のほう

も関係してくるかなと思ったり、いじめ問題再調

査、これも教育のほうと、この辺のところはどう

なっているかということと、もし今ここもあれで

すよね、範囲で大丈夫なんですよね。子どもの権

利救済委員会というののどういうふうな活動をし

ているのかということをちょっともし聞ければ。 

○佐藤委員長 高久課長。 

○高久子育て支援課長 まず、保育園の民営化に係

る移管先候補者評価委員会分、こちらにつきまし

ては、保育園の運営のほうは保育課のほうで所管

してございますが、民営化とか保育園の整備とか

は子育て支援課のほうで所管しております。 

  あと、子どもの権利救済委員会、こちらも子ど

もの権利条例というものが定めてございまして、

その中で権利に関しての相談があったときに救済

委員会を開いて、そうしたときに申し立てがあっ

て開くというふうに私解釈していたんですけれど

も、そういったことがあった場合に、保育園の民

営化も保育園の民営化が決定をして、それから事
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業先の事業者を決める段階になって初めて、こう

いった人たちに委嘱していただいて決めて、評価

していただくというところと、それから子ども権

利救済委員会のそういった救済の申し立てがあっ

て、救済委員会を開かなければならないとなった

ときに初めて、そういった委員さん方に集まって

いただいてということになります。 

  それから、いじめ問題再調査委員会は、教育委

員会のほうでいじめ問題について調査をするとい

うところで、今回条例のほうが議案に上がってい

るかと思うですけれども、それが調査したんだけ

れども、やはりその結果についてもう一回調査し

ないといけないのではないか。でも、やはり重大

ないじめというところで限られてくるようでござ

いますけれども、こちらのほうもそういった案件

がなければ開催しないというところでございます。 

  残りの子ども・子育て会議は、毎年二、三回実

施している感じでございまして、これは定例でや

っているものでございます。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 この児童福祉のほうでやるのも大いに

結構だと思います。 

  それで、あと次に、次のページの64ページの、

一緒のところか。なすの園については民営化する

ということで、内容は変わらずにやっぱり事務組

合のほうでそのまま継続するということで、内容

は変わらないで継続するわけですか。 

○佐藤委員長 高久課長。 

○高久子育て支援課長 内容的には、広域行政事務

組合のものになるものですので、詳しくお答えで

きるかというとちょっと難しいところになるんで

すが、今現在お聞きしている話ですと完全民営化

ですので、事業者さんがやると、30年２月からや

るということで進んでいるという話をお聞きして

います。 

  内容的には、今までなすの園として広域で指定

管理者だったと思うんですが、ずっとやってきた

ものを引き継ぎ、なおかつ民営化で新たな事業者

さんがやるわけですから、事業の経営の中でこち

らのこともプラスしてやるかもしれないという話

は聞いていますが、詳しくはちょっと申しわけな

いんですが、お答えできずにすみません。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 わかりました。結構です。 

  それ、次に71ページ、児童虐待防止対策の項で、

これはあれですね、子育て総合センターのほうで

これはやるということで、事務補助員というのが

ありますけれども、それも子育て総合センターの

職員という考え方でいいですよね。 

○佐藤委員長 高久課長。 

○高久子育て支援課長 そのとおり児童虐待防止に

関しては子ども・子育て支援センターで所管して

おりまして、そこをそれは相談員は結構何人かい

るんですが、事務をやる者がちょっとやはり今相

談員が出払ってしまったりとかすると、電話を受

ける者もいなくなるような手薄な状態なこともあ

るということで、簡単な電話応対だったり、簡単

な事務処理だったりとかをやっていただくという

ことで、臨時職員等も同じような形でやって雇っ

てございます。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 了解です。 

  その下の子育て短期支援費、子育て相互活動補

償ということで、それから子育て短期支援事業の

委託料、これのほうは何かキッズシェルターとい

う考え方でいいんでしょうか、その相手先という

か。 

○佐藤委員長 高久課長。 

○高久子育て支援課長 子育てをしている親御さん

が理由があって養育できない期間を一時的に保護
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するというところですけれども、委託契約を結び

まして、その相手先でいる方、ＮＰＯ法人であっ

たり、児童家庭支援施設であったりとかと委託を

契約を結んでお願いしていく予定でございます。 

  すみません、それでおっしゃるとおり、キッズ

シェルターさんのほうの委託契約はしております。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 わかりました。 

  その72ページ、児童措置費の中で母子生活支援

施設措置費、それでこの中の母子生活支援施設入

所ということ、これは先ほど母子寮ということで

やはりしていましたけれども、これはどこになり

ますか。 

○佐藤委員長 高久課長。 

○高久子育て支援課長 場所につきましては、近年

母子寮と言われるところに入所される方の中には

ＤＶ被害者も結構多うございますので、大変申し

わけございませんが、場所についてはこの場では

お答えできかねますので、ご了承ください。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 どの辺かということでもできかねます

か、どういうケース。 

○佐藤委員長 長岡係長。 

○長岡係長 これは具体的にどういう指定している

わけでなくて、予算上、全国にこういった施設は

あるんですけれども、そういった施設にお願いす

るときの委託費のような形でお支払いする内容と

ご理解いただければと思います。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 もしできれば、大体あそことあそこと、

それがあれば、もし知らせてもらえば大体、そう

いうのはそれもないしょですか。 

○佐藤委員長 金子委員、それを聞いてどうするん

ですか。 

○金子委員 いや、それは大事なことなんですよ。 

○佐藤委員長 何が大事かということで、教えられ

ないということなんです。 

○金子委員 いやいや、だから教えられないのかな

と聞いている。 

○佐藤委員長 部長。 

○藤田子ども未来部長 すみません、具体的にはお

教えできないと課長が申したのは、ちょっとすみ

ません、実際にはそれぞれの方々にいろんな事情

があります。先ほど申し上げたように、ＤＶが原

因としてそういう施設を必要とされている方もい

ますので、日本全国その必要性に応じていろいろ

なところに入所していただいております。 

  ですから、来年度については、来年度実際に対

応する段で、北は北海道から南は沖縄までどこに

施設になるかはそれぞれの方々とお話をする中で、

相談する中で決めていくものですので、予算上は

そういう方々の対応ができるようにということで

計上させていただいたものでございますので、具

体的な施設はどの辺という話ではございませんの

で、ご了解いただければと思います。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 それは、じゃ、結構です。 

  私は、もう大体この那須塩原市の場合はどの辺

かというのを知っていたほうがいろいろそういう

のも多少かかわっている、この予算組みしている

だけにと思ったので、それは結構です。 

  それから、73ページの児童手当費と、それから

児童扶養手当費の中で扶助費が両方出ているわけ

ですけれども、かなり大きな額で出いてるわけ、

これの分け方というか、はっきりしたわけ方をち

ょっとお聞きしたいんですけれども。 

○佐藤委員長 高久課長。 

○高久子育て支援課長 すみません、手当の内容、

受給者資格者とか、そういうところでいいのかな

と思いますが、児童手当費というのを先ほども説
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明いたしましたが、義務教育、中学校修了までの

お子さんを養育している方に対して支払う手当と

いうことで、ひとり親とか、そういうことはござ

いません。一般の家庭であったりとか、それも全

て該当します。 

  あとは、児童扶養手当に関しては、離婚とかし

ている場合はもらえる場合もあるんですけれども、

親が何らか理由でいなかったりとかして養育して

いる場合とか、父または母がいない、そういう家

庭に対してですので、いわゆるひとり親がほとん

どかとは思います。あとは、未婚だったりとかい

ろいろ要件はあるんですが、そちらの18歳到達後

の３月ですから、高校へ行っていれば高校３年生

終わるまでの子どもさんを養育しているひとり親

の方に支払っている手当というふうになります。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 これはダブる場合もありますか。 

○佐藤委員長 高久課長。 

○高久子育て支援課長 もちろんございます。 

○金子委員 ダブるのね。 

○高久子育て支援課長 はい。 

○金子委員 了解です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 では、質疑を終了したいと思います

が、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第９号 平成30年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることにご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第９号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

○佐藤委員長 次第にはございませんが、そのほか

で委員の皆さんから何かございますか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 （子どもに対するジェネリック医薬

品の推奨について。） 

○佐藤委員長 ほかに委員の皆さんからございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 子育て支援課の皆さんから何かござ

いませんか。 

  高久課長。 

○高久子育て支援課長 今度の全員協議会に出させ

て説明をさせていただく報告案件ということなん

ですけれども、子ども・子育て支援事業の中間見

直しについて、今から資料を配らせていただきた

いんですが、よろしいですか。ちょっと説明をさ

せていただきたい。 

○佐藤委員長 どうぞ。 

〔資料配付〕 

○佐藤委員長 じゃ、高久課長、どうぞ。 

○高久子育て支援課長 （子ども・子育て未来プラ

ンの中間見直しの概要について。） 

○佐藤委員長 それでは、子育て支援課の審査を終

了いたします。 
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  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。 

  なお、10分間休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時３０分 

 

再開 午前１１時４０分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎保育課の審査 

○佐藤委員長 それでは、保育課の審査に入ります。 

  これより予算常任委員会（第二分科会）に切り

かえて審査をいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 議案第９号 平成30年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  江連課長。 

○江連保育課長 （議案第9号について説明。） 

○佐藤委員長 会議の途中ですが、昼食のため休憩

いたします。 

  なお、13時開会いたします。 

 

休憩 午後 零時１５分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き、会議を開始しま

す。 

  先ほど説明が終わりましたので、質疑を許しま

す。 

  大野委員。 

○大野委員 すみません、各保育園の賄い材料費っ

て出てきているんですけれども、何か基準がある

んですか。何歳児は幾らとかというその計算方法、

あれば教えていただきたいんですけれども。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 先ほどのご質問でございますが、

賄い材料費ということで、３歳児未満は１人頭

5,140円…… 

〔「一月」と言う人あり〕 

○江連保育課長 はい。３歳以上が3,600円。主食

が自前といいますか持参ということになりますの

で、賄い材料費、主食分が安くなってございます。

これも園の人数によりまして各園この金額で予算

計上させていただいております。 

○佐藤委員長 大野委員。 

○大野委員 わかりました。各保育園、定員があっ

て、もちろん３歳未満の子が何人とか３歳以上の

子が何人と、みんなばらばらだとは思うんですけ

れども、私、ちょっと単純に出ている数字を定員

で割っちゃったんで数字が大分違っちゃったのか

なと。例えばさくら保育園の90人定員で、１人頭

が９万200円ですね、年間。安いとこだと、さき

たま保育園なんかは定員が120人で８万1,075円、

１万円弱ぐらい違う。あとはひがしなす保育園も

120名定員で７万6,650円かな。でも、わかりまし

た。 

〔「じゃ関連で」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 関連なんですが、この給食材料費の考

え方は学校給食と同じでいいんでしょうか。学校
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給食っていうのは、材料費だけ親から集めている

という形なんですが、保育園のものもこれは給食

用材料と書いてあるので、食材費だけの分を預け

ていて、あとの例えば調理員のお金とかいろいろ

かかりますよね、給食つくる。そういうものは市

が見ているという考え方でこれはいいんですか。

計算の仕方。 

○佐藤委員長 本澤係長。 

○本澤保育係長 おっしゃるとおりで、特に材料費。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 じゃ、このおやつ代というのは、今の

３歳以上3,600円の中におやつ代も含まれていて

の値段なんですか。 

○佐藤委員長 本澤係長。 

○本澤保育係長 おっしゃるとおり、おやつ代も含

んでの金額です。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 先ほど大野委員が言ったように、定員

で割ると多くなるというのは、どこも定員アップ、

何割かいっぱい人、子どもをとっていることによ

るということでいいんですよね。 

○佐藤委員長 本澤係長。 

○本澤保育係長 その定員ではなくて、定員はある

んですけれども、定員を若干弾力的に運用してい

て29年度の状況ですとかそういったところで30年

度の状況を計算してきていますんで、必ずしも定

員ではない。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山形委員。 

○山形委員 69ページの南保育園の中に使用料、那

須疏水３万2,000円と書いてあるんですけれども、

那須疏水の何を使っているか教えていただけます

か。 

○佐藤委員長 暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時０６分 

 

再開 午後 １時０７分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を始めます。 

  江連課長。 

○江連保育課長 こちらにつきましては、し尿浄化

槽排水の放流ということで契約をしてございまし

て、32人槽で現在27年から32年までということで、

５年間で年額幾らということで契約してございま

すので、放流のための使用料ということでござい

ます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  中村委員。 

○中村委員 65ページなんですが、賃借料、保育園

管理費のわかば、いなむら、三島保育園の合計で

654万6,000円ということですが、これちょっと３

つ、１つずつどのぐらいのお金払っているか教え

てください。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 わかば保育園の賃借料でございま

すが、年間71万1,765円です。もう１筆ございま

して、もう１筆が158万2,546円。この合計が２筆

分ですね。こちら、わかば保育園となっておりま

す。合計しますと229万4,311円になっております。 

  続きまして、いなむら保育園でございます。

109万5,604円でございます。 

  続きまして、三島保育園でございます。315万

5,530円でございます。 

○中村委員 わかりました。そんな中でわかば保育

園のところが229万4,000円でございまして、きの

うちょっとございましたように、そこの敷地にあ

る窯が稲村公民館のほうに移動するということで、

それを借地しているのが157万8,000円計上されて

いたんですよ。もう撤去するから要らないだろう
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ということでございましたら、保育園の駐車場に

使うのだよという話なので、お互いに連携をとっ

てはおられるとは思いますが、窯がなくなった後

の処理とわかば保育園あわせますと、これ約370

万円、400万近く借地料として計上していかなけ

ればいけない中で、その駐車場用地を借りて運営

しなければ、かまの部分ですね、駐車場がなくな

ってしまうおそれがあるようなこと、あるんです

か。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 現在、保育士といいますか、職員

の駐車場としても一部利用してございますし、保

護者の送迎等にも利用させていただいておるとこ

ろでございますので、かまが移転しまして高齢福

祉課のほうで、建物を壊した後につきましては、

うちのほうが管理するような計画となってござい

ます。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 そうしますと、わかば保育園が民営化

で移転しない限りは、この両方を借地契約を結ん

で借りていくという考えでよろしいんですね。 

○江連保育課長 はい、現在のところはそういう予

定でございます。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 そうしますと、今度いなむら保育園の

109万5,604円、これをお借りして、ことしは計上

されておりますが、来年の４月から移動されます

んで、そういったものに対してはこの借地関係は

今年度をもって終了という考えでよろしいんです

か。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 最終的には解体撤去、更地にしな

いと土地を返すことができませんので、解体撤去

後というような計画でございます。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 そうしますと、30年度プラス解体する

と１年は地代としてお支払いする可能性があると

いうことの考えでよろしいんですか。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 現在の契約が30年度末でございま

すが、実際はその解体がございます。それと同時

にちょっと放射能の除染土がございますので。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 意味がわかんないですが、放射能除染

がどうのこうのということは、要するに現在の借

地をきれいに除染工事をしてお返しするというこ

とを今言われているんですか。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 仮に埋設されておりますので、保

育園の下に。その処理という、他の所に入れなく

てはならないのかなということでございます。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 そういった対策も当然どの小中学校も

あるし保育園もあるし、当然処理したものは国の

制度に従って移動するというシステムになってい

こうと思いますが、いずれにしましてもそういっ

たものがわかれば早いうちに手を打って、やはり

使わなくなった土地をしっかり地主さんのほうに

お返しするということも、これ税金の無駄遣いに

ならないということも考えますと、適正な価格で

借りて適正な時期にお返しするということは、や

はり必須でありますんで、その点しっかりとやっ

ていただきたいと思っております。 

  わかば保育園も当然民営化になるまでには何年

か後には、これ移動するわけでしょうから、そう

いったことにつきましても契約をしっかりした中

で取り組んでいただきたいと、こう思っておりま

す。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 ちょっとさっき皆さんで雑談の中で出
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たんですが、それぞれの保育園の中のテレビ受信

料、２カ所計上になっていて、あと計上になって

いないということは、皆さん、もやもやしていた

もんですから、理由をちょっと聞かせていただき

たい。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 確認して…。多分ですけれども、

２台あるところは１台分は免除となっていまして、

さくらと大貫が予算計上になっておりますので、

２台の分なのかなと思いますが、確信はございま

せん。 

○佐藤委員長 藤田部長。 

○藤田子ども未来部長 もしお許しいただけるよう

でしたら、市内全部、各施設の受信料の調査とい

うのをおととしかな、一律でやりましたので、そ

のＮＨＫ受信料の決まりごとの中で免除になるの

かとか、２台目はどうなるというのがあって、各

施設によってテレビがあったりとか、そもそもな

かったりとかというのがあるので、至急調べまし

て議員の方々に後でお知らせするということでよ

ろしければ、そうさせていただきます。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 本当に深刻な話じゃないんで。ただ各

所管から出てきた審査の中で、施設によって値段

がばらばらということがちょっと出たのを山形議

員が前回確認をした中で、２万6,000円払ったり

２万2,000円とか１万8,000円とか、そういった計

上がされていた中で確認しましたら、今回はちょ

うど２カ所しか１万5,000円計上されていなかっ

たというので、その理由を聞いただけですから、

余り深刻にならないで、ＮＨＫの方針でこの間も

それぞれの保育施設とか病院とかそうしたものに

対しては非受信料とするというようなことも言わ

れておりましたんで、そういった意味については

わかっておりますんで大丈夫です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 同じく保育園の66ページのさくら保育

園の管理運営費で、細かいことなんですが、それ

ぞれの保育園が光熱水費でガスと水道と電気を計

上しているんですね。今、下水が通っているとこ

ろは上下水道があるんですが、さくら保育園はこ

こで見るとガスしかないんですけれども、電気と

水道料はどこから出ているのですか。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 こちらにつきましては、併設とい

うんですか、いきいきふれいあいセンターのほう

で一括して保育園の分を払っていただいていると

いうことで計上してございません。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 いきふれは、一部黒磯公民館があって、

いきふれがあってだと思う。そうかなとは思った

んですが、それでも保育園で使っている分を算定

してこちらに入れるというような、結構な額です

よ、100万ぐらい、多分。100万か500、わかんな

いですが、そういうふうなことをしないで全部い

きふれにおんぶにだっこみたいな形になって、ず

っとそういうふうにして、これからもしていこう

ということなんですか。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 今までもこのような形でして、分

けて計算するにはそれなりの設備も必要となると

思いますので、今のところこのような形で今後も

やっていこうと思っております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 保育園とか公民館と一般家庭との、も

しかするとその電気料とか水道料のお金の払い方

が違うのであれば、ちょっと申しわけないんです

けれども、普通の家庭だと使えば使うほど高くな

るんですね、基準のお金が。水道もそうですし電
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気もそうなんですね。そうすると、これって一体

でいきふれに払ってもらっているということは、

メーターが１個にしても、つまり量が大きくなる

わけじゃないですか。きっと施設なので家庭より

ずっとたくさん使う部分があるので、メーターが

１個になっちゃっているから仕方がないのかもし

れないんですが、分けたほうが安くなるんではな

いのかなって素人的に考えるんですが、そこはど

ういうふうに考えてやっているんですか。 

○佐藤委員長 ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時２１分 

 

再開 午後 １時２３分 

 

○佐藤委員長 じゃ、会議を開始します。 

  ほかに質疑ございませんか。 

  金子委員。 

○金子委員 70ページの民間保育施設運営支援費の

中で、小規模保育事業所と家庭的保育事業所とあ

るんですが、小規模保育というのはわかるんです

が、家庭的保育というのはどのような状況で、そ

して何件くらいそういうものがあるんですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○本澤保育係長 家庭的保育事業なんですけれども、

これについては本当に少人数の５人までのゼロ、

１、２歳児をお預かりする施設になっておりまし

て、ゼロ、１、２歳児ということで、まず３人に

対して１人保育士さん、家庭的保育者という方が

いらっしゃるんですけれども、４人以上になった

場合には、もう１人家庭的保育者の補助者という

ことで、２人でお子さんを見ていただくような設

備。 

  そして、家庭的保育事業所については、鍋掛の

ところに「りとるぐゥ」という施設があるんです

けれども、こちらが市内では１カ所ございます。 

○金子委員 わかりました。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 じゃ、すみません、66ページのたかは

やし保育園の管理費のところで手洗い器更新とい

うことがございまして、これは保健所の指摘とい

うようなことだったと思うんですが、その内容を

再度ちょっと詳しく説明いただいてよろしいでし

ょうか。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 先ほども若干ご説明させていただ

いたんですが、現在あるものが小さくて、シンク

ですか、それを洗うのがやっとのところなんです

が給食の調理室にあるものですので、肘まで洗え

る大きなシンクにかえなさいというような指導が

ございまして、このような予算取りをしておると

ころでございます。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 これまでは、そういった指摘はされな

かったということなんでしょうか。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 10月18日に監査が入りまして、指

摘を受けたことによる予算計上ということですの

で、これまでは特になかったのかなと理解してお

ります。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 たかはやし保育園だけなのかどうなの

か、そのほかの保育園では、そうしたことはない

という理解でよろしいんでしょうか。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 すみません、ほかの園の状況が今、

全部わかっているわけではないんですが、一応、

指導に入って指摘されたところから順次、直して

いるとういうのが正直なところでございます。 

○佐藤委員長 相馬委員。 
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○相馬委員 保健所に指摘されたことでもあります

し、恐らく、市のほうで独自に調査というか、点

検していただいたほうがよろしいんではないかと

思いますんで、よろしくお願いします。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 努力いたします。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑を終了したいと思いますが、異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第９号 平成30年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることにご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第９号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  次第にはございませんが、その他で委員の皆さ

んから何かございますか。 

  中村委員。 

○中村委員 （青木小学校の学童保育について） 

○佐藤委員長 ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 保育課の皆さんからは何かございま

すか。 

  江連課長。 

○江連保育課長 ございません。 

○佐藤委員長 それでは、保育課の審査を終了いた

します。 

  これで、子ども未来部の今定例会における審査

は終了となりますが、子ども未来部全体として何

かございますか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 なければ、以上で子ども未来部の審

査を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。 

 

休憩 午後 １時３０分 

 

再開 午後 １時３７分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎発言の削除 

○佐藤委員長 ここで山本委員より発言がございま

す。 

○山本委員 昨日の高齢福祉課の審査の中で、質疑

の発言の中で、ケアマネジャーの、ちょっと数に

ついて少し事実誤認がございましたので、その部

分の訂正をというか、削除をお願いしたいと思い

ます。 

  以上です。 

○佐藤委員長 じゃ、削除の場所については、後で
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検討ということでよろしいですか。 

○山本委員 はい。 

○佐藤委員長 わかりました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎国保年金課の審査 

○佐藤委員長 それでは、国保年金課の審査に入り

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２７号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 議案第27号 那須塩原市国民健康保

険税条例の一部改正についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○渡辺国保年金課長 議案の説明に入ります前に、

１つご報告申し上げます。 

  本日の議題で、議案第48号ですね、国民健康保

険の保健事業の実施計画、こちらの中で、審議に

際しまして事前に委員長、副委員長の了承を得て

おりますが、担当職員、根本シンタのほう、１名

おりますのでご報告申し上げます。よろしくお願

いします。 

  （議案第27号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  山本委員。 

○山本委員 この試算でいくと、30年度に国民健康

保険税が下がる世帯は、およそどのくらいあると

見ているんですか。 

○佐藤委員長 渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 今回、試算に当たりまして、

まず、下がる条件としては、資産割が廃止になる。

予想としては、そうなった世帯が不足が幾らある

かによって、年間の税額が上がる、下がるが決ま

ってくるものですから、世帯が本当に１万8,000

世帯とかある中で、ちょっと個別の世帯の計算は

できないことで、そこまで出していないです。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 それでも、この計算をしていくのに今、

固定資産税がかかっているところは５％とだと、

今説明があったと思いますし、限度額は89万以上

はないわけですし、所得割も7.2％が7.9％になる

ということでいくと、ざっと計算ができると思う

ので。じゃ逆に、ほとんどの方が上がるというふ

うに理解をしてよろしいですか。 

○佐藤委員長 渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 まず、トータルで申しますと、

トータル税収はほぼ変わらないことなので、上が

る方がいて、下がる方がいて、多分同じぐらいか

なとイメージはしているんですが、その中でまず、

資産割を持っている方、１万8,000世帯あるんで

すか、全体で。そのうち約６割弱、１万か１万1,

000世帯が資産割があります。その方は、必ずそ

の分がなくなるので減りますが、参考までに所得

が幾らあるかによって、所得割の率を掛けて決ま

るんですが、これ参考までに申しますと、じゃ年

間、所得平均というのは100万円か200万円ぐらい

が所得は多いんですが、階層が。100万円世帯だ

とすると、資産割を約４万円ぐらいで大体、税が

とんとんになります。 

  ということは逆に言うと、100万円世帯は、資

産は４万円以上持っていれば、トータルでマイナ

スなんですね、４万以下だとトータルがプラスに

なるという感じです。計算上。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 ちょっと、なかなか難しいところなん
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ですが、所得が100万ぐらいの方で資産ばっかり

たくさん持っている方って、そんなにいらっしゃ

るんですか。 

○佐藤委員長 渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 所得が少ない方については、

退職者とか、年齢が高いところで収入は減ってし

まったけれども、土地、建物があるんだという方

が多いです。 

○山本委員 了解しました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑を終了したいと思いますが、異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第27号 那須塩原市国民健康保険税条例の

一部改正については原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第27号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３０号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 次に、議案第30号 那須塩原市国民

健康保険財政調整基金条例の一部改正についてを

議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 （議案第30号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 そうしますと、この県に対する納付の

額については、あくまでも市が主導して決定がで

きるという、そういうことになるんでしょうか。

それとも、県の意思によって決定されるものなん

でしょうか。 

○佐藤委員長 渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 まず、各資料等を市が県に提

供しまして、それに基づいて県が決定しますので、

市のほうは、県の決定が来るまではちょっと額が

つかめないということになります。 

  県から通知が来るのは、ことしの場合だと、１

月になってから正式な通知が来て、それまでは概

算で来ていたんですが。来年以降もそんな流れに

なるものと思います。 

  以上です。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 恐らく、財政調整基金のこの国民健康

保険の財政調整基金の額というのは、各市町によ

って大分下がったような印象があったんですが、

県から来る割合は、基金の額の総額に割合を合わ

せて、ある程度平等に来るものだというふうな解

釈をされていらっしゃるのか、それとも那須塩原

市はいっぱいあるから、率が高くなるよとかとい
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う話が出ているのか、その辺についてはいかがな

んでしょうか。 

○佐藤委員長 渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 県の納付金計算には、各市町

の基金の額は影響していないんですね。あくまで

もそれは、市町が今まで持ってきたもので、それ

はこれに入れないで県は計算します。基金がある

から納付金が上がるとかとはならないです。 

○相馬委員 了解しました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑を終了したいと思いますが、異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第30号 那須塩原市国民健康保険財政調整

基金条例の一部改正については原案のとおり可決

すべきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第30号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３１号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 次に、議案第31号 那須塩原市国民

健康保険高額療養資金貸付基金条例の一部改正に

ついてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 （議案第31号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑を終了したいと思いますが、異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第31号 那須塩原市国民健康保険高額療養

資金貸付基金条例の一部改正については原案のと

おり可決すべきものとすることにご異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第31号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３５号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○佐藤委員長 次に、議案第35号 那須塩原市後期

高齢者医療に関する条例の一部改正についてを議

題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 （議案第35号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  山本委員。 

○山本委員 これ、例えば那須塩原の人が福島県の

白河市の施設に入った場合に、今までは後期高齢

者になると白河市のほうの連盟に入っていたのが、

今までどおり那須塩原市でいいということだと、

いいんですね。 

  それで、その場合、その方の住所はそのまま白

河の住所に置いておくということでよろしいんで

すか。 

○佐藤委員長 渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 そのとおりでございます。 

○山本委員 了解しました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑を終了したいと思いますが、異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第35号 那須塩原市後期高齢者医療に関す

る条例の一部改正については、原案のとおり可決

すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第35号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  会議の途中ですが、ここで10分間休憩いたしま

す。 

 

休憩 午後 ２時００分 

 

再開 午後 ２時１０分 

 

○佐藤委員長 では、休憩前に引き続き会議を開始

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４８号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○佐藤委員長 次に、議案第48号 第２期那須塩原

市国民健康保険保健事業実施計画についてを議題

といたします。 

  執行部の説明をお願いします。 

  渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 （議案第48号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許
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します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 それではすみません、57ページ、第４

章の特定健康診査等の目標値ということでござい

ますが、下の四角の中に表がございまして、平成

27年度の39.7％、平成28年度39.8％、平成29年度

40％というふうに、0.1％、もしくは0.2％ずつ来

ているわけですけれども、これで平成32年度に一

気に48％まで書いてある数字ではあるんですが、

これに対する、目標値ですから目標値なんだろう

と思うんですが、自信のほどを伺えればと思いま

す。 

○佐藤委員長 渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 自信があるくらいならいいん

ですけれども、国のほうの目標値としては、これ

は全国的に60％を目指しているんです、今。それ

はもちろん一気には無理なことなので、それを段

階的に上げていく中で、今回の2020年までには

48％というのを一応最大目標にして、今期として

は上げています。 

  県内の平均としては、平成28年度ベースだと多

分三十二、三％なので、平均よりは少々高いんで

すが、これからとなるとなかなか大変だろうと思

うので、そこはちょっと少しずつ上げようと思い

ます。 

○相馬委員 わかりました。すみません。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 すみません、このデータヘルス計画、

６年間ということなんですけれども、この間で、

すみません、前にもしかしたら説明を受けていた

かもしれないんですけれども、一旦見直しだった

りとか、ちょっとここはこうしたほうがいいとか

という、そういう見直しなんかは途中で入れたり

はするんですか。 

○佐藤委員長 渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 その辺は、毎年県のほうとや

りとりございまして、現在の状況とか報告しなが

ら、見直しを図ったり指導を受けたりというのを

しています。 

○星副委員長 それで、また目標値が変わったりと

か、そういうことも考えられるということですね。 

○佐藤委員長 渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 こちらの計画書の中の目標と

数字は、多分変わらないと思うんです。 

○星副委員長 そこの目標値、48％の数字は変わら

ないということですね。 

○渡辺国保年金課長 そうですね。 

○星副委員長 それ以上高くなるにはこしたことは

ないんですけれども、ただ……すみません。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 県との話し合いの中で、見直しもし

ていくということで、例えば思ったような数字が、

これはちょっと上がっていないよねとか、一応こ

こはどうしたらいいとかという細部にわたっての

話し合いをしていくのかなと思うんですが、ちょ

っと何か数字的には余りよくないよねといった場

合の県からの指導とか、例えばそこからじゃちょ

っとペナルティー的な部分が科せられたりという

のも考え、あるんですか、そういうようなことが。 

○佐藤委員長 渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 ペナルティーは、今のところ

聞いていませんけれども、多分、他市の状況とか、

県のほうからはアドバイスとかは受けられると思

います。この率が低い場合ですね。 

○星副委員長 率が低い場合、そうですね、あくま

でも。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ
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き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑を終了したいと思いますが、異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

して採決いたします。 

  議案第48号 第２期那須塩原市国民健康保険保

健事業実施計画については原案のとおり可決すべ

きものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第48号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○佐藤委員長 これより予算常任委員会第２分科会

に切りかえて審査をいたします。 

  議案第９号 平成30年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 （議案第9号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 すみません、57ページの下から２段目、

国民健康保険特別会計繰出金７億8,338万3,000円

というこの金額でございますが、これを算出する

ための基準というのか法定基準なのか、これを算

出するための方法を、すみません、ご説明いただ

ければと思います。 

○佐藤委員長 渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 こちらは、先ほどご説明申し

上げましたとおり、法定分として計上したもので

すけれども、４つの前に言った項目で計算してい

まして、１つは一番初めに説明申し上げた保険基

盤安定分としまして、こちらは国保の被保険者は

低所得者が多くて、保険料の軽減とか、それをし

てしまうと保険料が入らなくなってしまうので、

その軽減分とかを公費で後から支援されるので、

それを繰り出すのが１つです。 

  もう一つは、職員給与とか事務費とかの経費で

す。 

  あとは、出産、育児負担金に係る費用も、やは

りこれも後から地方交付税措置がされるので、そ

ちらも繰出金として見ています。 

  もう一つが、保険基盤安定と似ているものです

けれども、財政安定化支援事業というところで、

やはり年齢構成が高いとかというところで、その

市町によってちょっと額が違うんですけれども、

その分を支援してくれるということで、こういっ

た４つの項目で繰り出ししています。 

○相馬委員 わかりました。ありがとうございます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑を終了したいと思いますが、異
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議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第９号 平成30年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることにご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第９号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○佐藤委員長 次に、議案第10号 平成30年度那須

塩原市国民健康保険特別会計予算を議題といたし

ます。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 （議案第10号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 そうしますと、171ページの基金積立

金というところで、積立金は財政調整基金の利子

ということになっておりますが、今後、県のほう

の事業になってくるということであれば、財政調

整基金に利子以外の積み立て、予算が利子しかな

いので、恐らく利子以外の積み立てはなくなると

いうことで理解すればよろしいんでしょうか。 

○佐藤委員長 渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 こちらですが、９月補正のと

きに、29年度の決算ほかなんですけれども、その

ときの剰余金が出れば、あとはその剰余金に応じ

て２分の１を積み立てるということもございます、

可能性もあります。 

○相馬委員 可能性はあると。 

○渡辺国保年金課長 はい。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 このＡ３の表を見ていてお聞きするん

ですが、基本的なところなんですが、お金の実際

の動きのことをお聞きしたいんですけれども、こ

れを見れば歳入と歳出が両方書かれているんです

が、実際のところ、市がそれぞれの医療機関にお

金を払わなければいけないわけですよね、86億円

から。それで、国民健康保険税を集めるのは１年

かけて集めるわけですよね、市民から。県から入

ってくる86億円もどこかの部分で入ってくると思

うんですが、これの実際の現金の動きというのは、

ずれが生じると思うんです。一度に国保税は入っ

てこないし、給付する病院に払うものも１年間で

払うわけですよね。それというのはどういうふう

にして入って、出て、現金が足りなくならないの

か、現金が動かないのか、その辺の説明をしてい

ただけますか。 

○佐藤委員長 渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 まず、市がお金を支出するの

は県に対する納付金、ピンクのほうです。それは、

もちろん健康保険税は納期が７月からしか入らな

いので、８月から月割り等で33億9,000万を県に

対して納めます、まず、お金を。一方で病院等に
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支払う保険給付費の分、こちらは４月の段階で県

に対して概算の交付申請というのを行って、年間

通しての80億とか。あとは毎月毎月決まった数字

が出るので、それが一旦県から市に、現金のわけ

はないと思うんですけれども、経理上、動くとい

う感じで、市の直接の支出はないです。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 何を言いたいかというと、つまり医療

機関にお金を払ってくれるものの、お金を一旦県

から受け取って払うという、形上はそういうふう

になっていますよね。つまり、病院に本当に払わ

れるお金というのは、今までどう払っていたのか

よくわからないんですが、今までと同じように４

月に病院が必要だったお金のうち３割とかしか私

たちは払わないわけだから、残りの分が支払われ

るのは今までと何ら変わりなく、ちゃんと入って

いくのかどうかとお聞きしたいんです。 

○佐藤委員長 渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 そうですね、財政運用主体が

県になるということで、間に県は入りますが、病

院に対する支払い方法とかは変わらないです。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 それでは、もう一つ、結局、お金を集

めるのも市がやらなければいけないし、病院に支

払うのも市がやらなければいけないとか。 

〔「県が」と言う人あり〕 

○山本委員 それは県……。その辺のところで、こ

こにいる職員、市にいる国保の関係の職員の仕事

は実際として少しは減るんですか。 

○佐藤委員長 渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 いや、減らないです。 

  まず、基本的に保険事業は窓口も含めて変わら

ないんですけれども、プラスそれの手続関係が若

干ふえてくるかもしれません、どっちかというと。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、これを県で一体化してや

るということは、私は合理化なのかなと思ったん

です。いろんなものを合理的に行って、人も、県

がやってくれる部分が多くなって、将来的には那

須塩原市としては面倒なことが減る、面倒という

か、いろんな事務が減るのかなと思っていたんで

すが、当面はどちらかというと、仕事は減るより

も同じか、ふえる、人は必要になるというふうな

理解でよろしいのですか。 

○佐藤委員長 渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 そうですね、多分、来年あた

りは開始時期なので、システムが変更になったり

して若干ふえる部分はあると思います。あとは、

毎年の納付金も決定されるので、それに対して、

また税の決定をしなければならないとか、事務は

変わらないので、基本的に同じだと   しまし

て、今回の改革は、働いている人の合理化という

よりは、結局、日本全体の中で小さい   保険

者、被保険者の規模が1,000人とか、何百人とか

しかない小さい市町があるとか、こちらが国保財

政がもう、そういう市町は結局年齢構成も高い、

高齢者が。医療費も高くて保険料が入らないとい

うところが赤字になってきているので、それを県

で救うというか、助け合いながらやっていこうと

いうことで、要するに、最終的には持続可能な保

険というところで始まったところで。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 もう一つ、財調の基金なんですけれど

も、これは、じゃ、今後は余りふえる可能性はな

いというふうに。今までは市でやっていて、結構

医療費が見込みより扱っている分が少なくなって

いまして、それに担うよりも若干、少し余裕を見

て国保税を算定していたんだと私は理解している

んですけれども、今後はその辺のところはもう少

し現状に合ったようになると、余らなくなるので
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はないかなと思うんですが、ここら辺の見通しは

どうなんでしょうか。 

○佐藤委員長 渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 まず、基金があるんですが、

納付金を納めるためにはやはり国保税がメーンに

なってきますが、今回、ここに出している納付金

が33億9,000万ということなんですけれども、実

際、県のほうで算定している数字は38億ぐらいあ

るんです、計算上は。ただ、やはり１年目という

ところでございまして、国・県からの交付支援が

約４億ぐらい入っています。それで、今回、33億

9,000万に落ちついているんですけれども、これ

が多分、少しずつ減っていきますよと。そして、

３年を過ぎると、その少しがもっといっぱいにな

るかもしれなくてもらって、４億でなくて、１億

なのか、２億なのか、そうするとその分の税も集

めなくてはならないという中で、医療費は若干横

ばいからふえる見込みが立っている中で、国保の

被保険者は今、減っているんです、後期高齢者に

移行したりして。ということは、普通に税をかけ

ていると税収は年々減っていくというのが目に見

えているので、結局幾らを入れながら、税率を

何％にするかというのを毎年見直していくという

ことになります。 

  そして、今後については、国・県の公費がある

程度続けば多少もつと思うんですけれども、いつ、

それが終わるかというのによって、基金の残高と

か、あと、こういう年数とかが決まってくると思

うんです。 

○山本委員 わかりました。ここでやめておきます。 

〔「やめなくてもいいですよ」と言う人あ

り〕 

○山本委員 いや、難しくなってきた。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について、討議す

る点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑を終了したいと思いますが、異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第10号 平成30年度那須塩原市国民健康保

険特別会計予算は原案のとおり可決すべきものと

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  会議の途中ですが、ここで10分間休憩いたしま

す。 

 

休憩 午後 ２時５８分 

 

再開 午後 ３時０９分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１１号の説明、質疑、討

議、討論、採決 
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○佐藤委員長 議案第11号 平成30年度那須塩原市

後期高齢者医療特別会計予算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 （議案第11号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑を終了したいと思いますが、異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第11号 平成30年度那須塩原市後期高齢者

医療特別会計予算は原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第11号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○佐藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 国保年金課の皆さんから何かござい

ますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、国保年金課の審査を終了

いたします。 

  これで、保健福祉部の今定例会における審査は

終了となりますが、保健福祉部全体として何かご

ざいますか。 

○佐藤委員長 塩水部長。 

○塩水保健福祉部長 すみません、初心者で。 

  ということで、全部の議案につきまして可決い

ただきまして、どうもありがとうございました。 

  一応、来年度、新体制でまた保健福祉部はスタ

ートすることになると思いますが、引き続き皆様

のご理解、ご支援のほど、どうぞよろしくお願い

いたします。本年度はどうもありがとうございま

した。 

〔「ありがとうございました」と言う人あ

り〕 

○佐藤委員長 そのほかがなければ、以上で保健福

祉部の審査を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで、執行部退席のため、暫時休憩といたし

ます。 

 

休憩 午後 ３時１６分 

 

再開 午後 ３時１８分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 



－229－ 

◎その他 

○佐藤委員長 続いて、大きな４について、その他

に入ります。 

  委員の皆さんから何かございますか。 

  ありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 事務局から連絡がありますので、事

務局のほうでよろしくお願いします。 

  どうぞ。 

○磯議会事務局書記 （事務連絡。） 

○佐藤委員長 これで本定例会における当委員会の

議事日程は全て終了いたしました。 

  本委員会の審査報告書は、本職、事務局のほう

が作成し、議長に提出いたしますので、ご一任く

ださるようよろしくお願い申し上げます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○佐藤委員長 これをもちまして、福祉教育常任委

員会を閉会いたします。 

  大変お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 ３時２７分 

 


